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はじめに 

 経済学は、その分析手法の厳密さを大きな特徴と

する社会科学である。とくに主流派経済学では、人

間は予算制約の下で自己の効用 大化を図るとい

う視点（利己主義）から人間と社会を理解する立場

を一貫して採用しており、経済学研究者の大半はこ

うした姿勢を変えようとしない。 

 しかし、そうした分析方法に依る場合、人間にみ

られる非合理的あるいは利他的な行動をはじめ、コ

ミュニティ、非営利組織、絆、社会関係資本、幸福

の追求といった重要な事象を見落としてしまう。本

来の社会科学としては、これらの現象を積極的に取

り入れる必要がある。 

 本稿は、こうした問題意識に立つ筆者の近著『人

間性と経済学－社会科学の新しいパラダイムをめ

ざして－』（岡部 2016a）の中核的議論を紹介する

ことを意図している。 

 
１．主流派経済学の光と影、あるべき方向 

 近年、主流派経済学（新古典派経済学）は多面的

に発展してきている。その特徴として、(a)精緻化・

体系化、(b)新しい手法や概念の導入による分析対

象の拡大、(c）隣接学問領域との連携進展、の３つ

を指摘できる。 

 このうち、(a)と(b)の背景には、人間行動に関す

る強い前提とそれによって可能となる方法論があ

る。すなわち人間は利己主義、合理主義に基づいた

行動をするという前提、そしてそれを基にした「方

法論としての個人主義」（methodological indivi- 

dualism）である。 

 さらに、その場合には自然科学的な分析方法が適

用できるので、主流派経済学では 大化（maximiz- 

ation）、均衡（equilibrium）、効率性(efficiency)

という三つの概念が重視されることになる。 

 こうした分析方法は応用可能性が高く、各種社会

現象をこの視点から切り込むことを可能にしてい

る。すなわち、こうした分析視点は、商品やサービ

スの市場分析にとどまらず、人間の多くの活動領域

（家族、差別、宗教、法律、政治など）にも適用す

る動きが活発化している。これは主流派経済学の

「強さ」ということができ、この傾向は「経済学帝

国主義」（economic imperialism）と称されること

がある。 

 

主流派経済学の「影」とそれへの対応方向 

 以上のような主流派経済学の強さあるいは光に

対し、そこには影の部分もある。すなわち、人間の

行動についての前提の狭隘さ、そして人間社会の分

析に自然科学的手法を適用することへの疑問、であ

る。また、経済政策論においても効率性をことさら

重視する歪みが生じている。 

 こうした問題を解決するには、現在の前提を超え

て経済学により人間的要素を盛り込む必要がある。

すなわち（1）理論面において人間の非合理的行動

や利他的行動も考慮すること、（2）利己的動機から

は位置づけることが困難であるものの現実に存在

する諸現象（コミュニティ、非営利組織など）を積

極的に分析対象とすること、（3）人間は社会的存在

であるという視点（倫理の意義の再認識など）を重

視すること（Sachs 2013)、（4）他の学問領域（心

理学、文化人類学、生物学等）との学際的研究を一

層活発化させること、などが必要となる。 

 以下では、人間社会の問題とその解決をより的確

に行ううえで筆者がとくに強調したい点、すなわち

（1）多分野活用的接近（issue-driven approach）

の必要性、（2）従来の二部門（市場と政府）モデル

による社会理解を三部門（市場・政府・NPO）モデ

ルに切り替える必要性、(3)個人の幸福実現と社会

発展を統合する思想（実践哲学）の可能性と必要性、

の 3点を述べる。 

 

２．経済学の改革（1）：総合政策学的接近の重視 

 社会問題は、どのような場合でも、人間の行動動

機の多様性を認識するとともに、人間相互の様々な

つながりを基礎として考察する必要がある。このた

め、それは単一学問領域の論理を基礎に据える

（discipline-driven）接近ではなく、多分野活用

的（issue-driven）接近が本質的に必要である。と

ころが近年、学問領域が細分化・専門化しているた

め、経済学における人間行動の単純な前提にみられ

るように、社会問題の本質的・多面的な理解を妨げ

る傾向がでてきている。 

 こうした弊害に対処するべく生まれたのが総合

政策学である。それは基本的に多分野活用的接近を



重視する現代的な社会科学といえる。この総合政策

学において「総合」という場合、そこには四つのこ

とがらが含まれる。すなわち(1)複数学問領域の総

合的活用、(2)政策実施過程の時系列的な全体把握、

(3)政策過程における関与主体の全体的な把握、(4)

政策の実効性に関連するガバナンスの重視、である。 

 

 
     （出所）岡部（2016a：図表 5-2）。 

 

図１ 総合政策学：各種学問領域のモジュール集合 
 

 

各種学問領域のモジュール的活用 

 総合政策学は、上記（1）のとおり複数学問領域

の総合活用が 大のポイントの一つである。それは、

近年展開されつつある「モジュール」という概念を

利用すれば、諸科学のモジュール的集合だと理解で

きる。 

 モジュール（module, modularity）とは、大規模

システムの一構成要素（部品）、あるいは幾つかの

論理をまとめた複合部品（高度の機能を持つ部品）

のことである。モジュールは、次の二つを重要な性

質として持つ。すなわち（1）各モジュールの内部

の構造は相互間で独立している一方、機能的には共

同して一つの大きな働きをすること、（2）モジュ

ール間のインターフェイス（接続装置）は一定の共

通様式として固定されていること、である。 

 これは、おもちゃの「レゴ」ブロックの例に即し

て直感的に理解できる（図１）。すなわち、単一ブ

ロック（モジュール）の色、形状、サイズはバラバ

ラなものでよい。しかし、どのようなブロックの場

合でも、そのインターフェイスは他のブロックと接

続可能な事前に設定された形状のものにしておく。

このように部品を設計しておけば、 終作品（アー

キテクチャ）は、そのサイズ、複雑さ、色どりなど

多様なものを自由に作り出すことができる。 

 ここで重要なのは、モジュール間のインターフェ

イスを事前に設定しておくこと、そして 終作品の

姿（大きな研究テーマ）を事前に大きなイメージと

して設定しておくことである。例えば、人間の行動

動機は何か、人間の幸福とは何か、といったことを

共通のインターフェイスとして各研究者がモジュ

ールとして作る一方、研究者全体で作り出す 終作

品のイメージも共有することにしておけば、各種学

問領域から出てくる成果を組み立てるかたちで大

きな作品を作り出すこと（学際的解明）ができる。 

 

３．経済学の改革(2)：三部門モデルへの切り替え 

 主流派経済学では、基本的には二部門（市場と政

府）モデルによって社会が理解されていた。しかし、

より実り多いのは社会を三部門（市場・政府・NPO）

モデルによって理解することである。 

 なぜなら、人間は単に利己主義的動機によって行

動するだけでなく、心理学等の知見によれば利他主

義的な行動動機も同時に備えており、現にそうした

動機に基づく社会事象（各種コミュニティ、非営利

組織：NPO）が幅広くみられるからである。 

 

NPOの４条件 

 非営利組織（NPO）は、一般に営利組織（株式会

社などの民間営利企業）以外の全ての組織を指すが、

より厳密には４つの性格を併せ持つ組織だとされ

る。すなわち（1）自己統治組織であること、（2）

非営利かつ非利潤分配の方針が採られていること、

（3）制度的に政府から分離された組織であること、

（4）活動への参加が非強制的であること、である。 

 

NPOの対象領域、形態 

 こうした NPOは、多種多様な領域で活動している。

すなわち、健康（病院、介護施設、献血）、教育（初

等中等、大学）、文化・スポーツ・芸術（博物館等）、

各種社会サービス（福祉団体等）、環境保護（リサ

イクル）、研究（政策提言）、法律（人権保護）、財

団、政治（政党）、宗教などである（OECD 2003)。 
 またその組織形態も、(1)起業家精神が比較的高

い形態（ソーシャル・ビジネス、社団法人、協同組

合等）、(2)社会的目的の達成を比較的重視する形態

（支援組織、助成財団、政党等）など、多様である。 

 

NPOの存在理由：理論的整理 

 NPOが存在する理由は、理論的に二つの説明が可

能である。第一は、準公共財の供給主体としての

NPOである（表１を参照）。 

 第二は、市場取引における情報の非対称性を軽減

する主体としての NPOである。すなわち、財やサー

ビスが市場で取引される場合、情報の非対称性に起

因する問題（取引費用の増大、信頼性の欠如などい

わゆる市場の失敗という問題）が比較的大きいため、

それを補正する制度として NPOを位置づけること

ができる。例えば、献血事業を通常の市場取引で行

うと、血液を買う企業と 終的な利用者（輸血を受

ける者）の双方にとって情報の非対称性に基づく上

記のような本質的な問題が回避できない。このため、

営利企業による市場取引に任せるには限界があり、

非営利組織が行う方がより適切になる。 



表１ 財の種類と供給主体の適否 

 ◎: も適する。△:他の部門と競合する。☓:不適当。 

（注）*1 政府の失敗があるため不適当。 

   *2 市場の失敗があるため不適当。  

   *3 自発部門の失敗（規模不足）があるため不適当。 
（出所）岡部（2016a：図表 10-4）。 

 

二部門モデルから三部門モデルへ 

 このような主体（NPO）ないし部門を明示的に導

入すると、社会システムは図２のような新しいモデ

ルで理解できる。 

 
    （注）岡部（2016a：図表 4-3）。 

 

図 2 従来の視野と今後望まれる視野 
 

 このように社会を三部門モデルで捉えることは、

現実にそれらが存在することを考慮する意味を持

つだけでなく、理論的な根拠もある。すなわち、社

会問題を解決するための公共政策に関しては、政策

目標と政策手段の関係について二つの重要な原理

（ティンバーゲンの原理とマンデルの定理）が知ら

れており、この二つを援用して理論的に説明可能で

ある。 

 すなわち（1）ある一つの政策手段（主体）が仮

に複数個のどの政策目標に対しても も効果的で

ある（絶対優位）としても、それだけで（複数個あ

る）全ての目標を達成することは不可能であり（テ

ィンバーゲンの原理）、他の政策手段（主体）を追

加的に導入する必要がある、（2）その場合には目標

達成にとって比較優位の原則に基づいて政策手段

を割り当てる（目標達成に も適した実施主体が関

わる）べきである（マンデルの定理）、ことが導け

る。 

 つまり、社会問題の解決において、政府を一つの

独立主体とみなした場合、NPOという中間的主体が

これに加わることは、独立した政策主体が一つ増え

ることを意味する。このため、市場でもなく政府で

もない独立した主体であり、かつ現場情報をより多

く保有する主体である第三の主体（NPO）が加われ

ば、政策目標をより確実に達成できることになる。 

 さらに、それが社会全体にとってより望ましい結

果（パレート改善）をもたらすことも厳密に示すこ

とができる。岡部（2016a）脱稿時点では未だ判明

していなかったが、その後の研究によって理論的に

それを証明できた。岡部（2016b）第４章を参照。 

 

４．経済学の改革(3)：個人の幸福追求と社会改革

の一体化 

 経済学あるいは社会科学の究極的な目的は、より

幸せな人間社会を構築することにある。そう考える

と、個人の幸福追求が社会の改革ならびに発展につ

ながる思想ないし方策の追求が大きな意味を持つ。

ここでは、そうした性格を持つ一つの斬新かつ普遍

性を持つ思想（その実践方法を含む一つの実践哲

学）を紹介したい。 

 

個人の幸福実現と社会発展を統合する実践哲学 

 ここで紹介するのは、高橋（2011ほか一連の著

作）が説く「個人の幸福実現と社会発展を統合する

実践哲学」である。 

 その考え方は端的に次のように理解できる。すな

わち(1)人間は生きるため誰でも事態対応の定型パ

ターン（快か苦かの二分法）で物事を受け止る習慣

を身につけている、（2）しかし鍛錬すればその現

実に気づくとともに「中道」ないし「中庸」の振る

舞いができるようになる、（3）そうすれば個人と

して自由ですがすがしい生活ができるようになる

（幸せになる）、（4）こうした自己変革は各自の

仕事や働きを介して社会の変革につながる、という

思想である（図３を参照）。またその鍛錬をするた

めの各種手段（ワークシートや、セミナー等）が提

供されている。 

 この実践哲学は幾つか大きな特徴を持つ。すなわ

ち（1）先端性（人間の潜在能力解放という視点を

基礎）、（2）現代性（個人の考え方と行動を基礎）、

（3）合理性（原因と結果の法則を基礎）、（4）実

践性（思想の実践手段も提供）、そして（5）社会
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変革力（個人の行動変化が周囲・職場・地域・社会

の変革を導いた非常に多くの実証結果の存在）、で

ある。 

 

思想史的にみた普遍性、科学との共鳴 

 この実践哲学は、思想史の観点からみると、釈迦

（ブッダ）が説いた仏教（正確には原始仏教）の特

徴である（1）個人主義的（一人ひとりに責任があ

る）、（2）自由主義的（ドグマがない）、（3）合

理的（因果論で構成されている）、（4）理想主義

的（よりよい方向に向う手段がある）、という点で

共通している。また人間の行動における中道（ブッ

ダの場合）あるいは中庸（アリストテレスの場合）

の振る舞いを追求する点で、ブッダやアリストテレ

スの発想に深く繋がっている。 

 さらに、フロイトおよびユングと並んで現代のパ

ーソナリティ理論や心理療法を確立したアドラー

（1984）の説く心理学の主張とも、実体的に呼応す

る面を非常に多く含んでいる。 

 古来の思想史ならびに現代科学と共鳴するのは、

興味深くまた驚くべきことといえる。逆に言えば、

この実践哲学は普遍性と堅固な論理的基礎を併せ

持ち、今後大きな可能性を秘めているといえよう。 

 

 
 （出所）岡部（2016a：図表 13-11）。 

 

図 3 実践哲学を修得し実践する効果（イメージ） 
 

 

５．結論 

 経済学の祖とされるアダム・スミスについては、

現在「利己主義に基づく自由放任主義の教祖」とで

もいう理解が支配的であるが、それは大きく歪んだ

捉え方である。なぜなら、スミスの著作『道徳感情

論』を読めば分かるとおり、彼はフェアー・プレー

の重要性を強調しているほか、道徳、幸福など人間

の多面性を重視する思想家であった（堂目 2008）

からである。 

 本稿は、現代の主流派経済学をスミス流の幅広い

人間観に立脚した学問に引き戻そうという意図を

持った一つの試論であり、概略以下のことを主張し

た。 

（1）社会科学をより人間的なものにするには経済

学の論理を基礎に据える（disciple-driven）接近

ではなく多分野活用的（issue-driven）接近が重要

である。 

（2）社会を適切に理解するには従来の二部門（市

場と政府）モデルでなく三部門（市場・政府・NPO）

モデルに依るべきである。 

（3）個人の幸福追求と社会改革を一体化する実践

哲学に大きな可能性がある。 

    以上 

 

 

* 本稿は、近刊書籍（岡部 2016a）の概要を紹介す

るために執筆した論文（岡部 2016b）をさらに簡略

化したものである。なお、後者はディスカッショ

ン・ペーパーとして近々ウエブ掲載される予定であ

る。 
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協力の構築に必要とされる罰する者の役割に関する研究 
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1 はじめに 

非血縁関係下の協力の構築における、罰する者の

必要性に疑問を呈する研究が多い。 

例として、囚人のジレンマゲームでは、Dreber et 

al. (2008)がピア懲罰の導入によって、プール懲罰

と同じく、プレイヤー全体の利得が減少することを

示しており、さらに囚人のジレンマゲームの多人数

版である公共財ゲームでは、Rand and Nowak (2011)

が、罰は自然選択を通じて協力を促進せず、裏切り

者による協力者に対する報復という非社会的な行

為を助長するため、罰はプレイヤー自身を守るため

の自己中心的な手段に過ぎないと述べている。さら

に、Nowak (2006)は、罰は協力の進化（協力者数の

増加）に必要な機構ではなく、間接互恵性や群選択、

ネットワーク互恵性（相互依存関係）といった、他

の機構によって達成された協力の程度を促進する

ものであると示している。 

こうした疑問を解消するため、著者は最近の研究

(Ohdaira, 2016)で、各プレイヤーが相手と自分の

利得の差が大きいほど、その利得の差に応じた確率

で、一定の割合で自分の利得を犠牲にし、その犠牲

と同等の罰を裏切り者の相手に与えるという、新し

い罰の概念を提案した。犠牲と罰の値は、自分の利

得に比例しているため、自分の利得が高いほど、裏

切り者の相手に強力な罰を与えることができる。 

確率的罰を考慮した研究は既に存在するが、

Ohdaira (2016)のように、相手を罰する確率が、相

手と自分の利得の差に応じて動的に変化するとい

う点を考慮した研究は存在しない。具体的に、著者

が Ohdaira (2016)で提案した罰と他の確率的罰と

の違いについて述べると、まず Chen et al. (2014)

は、裏切り者を罰する責任を分配するための分かり

やすい方法として、確率的罰を考慮しているが、各

プレイヤー間でその確率に差はなく、動的に変化し

ない。決まった数のプレイヤーの分類とその分類に

特定の確率を考慮した Chen et al. (2015)や、Perc 

and Szolnoki (2015)による確率を導入した不均一

な罰に関する研究も、同じく固定された確率につい

て扱っている。Szolnoki and Perc (2013)は、相手

と自分の利得の差ではなく、グループ内での自分以

外の条件的、非条件的な罰する者の数に応じた確率

について考慮している。 

Ohdaira (2016)は、提案した新しい罰の導入が、

その機構によって自己中心的な行動を抑制し、協力

が進化しやすいとされる、限られたプレイヤーが極

めて多数の結びつきを持つ Scale-free と呼ばれる

トポロジーのプレイヤー同士の相互依存関係だけ

ではなく、さまざまなトポロジーのプレイヤー同士

の相互依存関係において協力の進化を促進し、平均

利得の向上にも寄与することを示している。 

一方で、その結果は新しい罰の概念における中心

的な制御パラメータである罰の係数、すなわち自分

の利得の犠牲と、相手に与える罰の程度が一定とい

う限られた場合のものであり、罰の係数を変化させ

たときも、新しい罰の導入によって協力の進化が促

進され、プレイヤー全体の平均利得も増加するのか、

またプレイヤー同士の相互依存関係の密度の違い

により、協力の進化とプレイヤー全体の平均利得の

増加に最適な罰の係数に違いはあるのか、といった

点が未解決である。 

そのため、本研究はこうした未解決となっている

問題について調べ、その結果を社会における相互依

存関係へと一般化した場合、どのような示唆が得ら

れるのかという点について述べていく。 

 

2 モデル 
本研究のモデルは、Nowak と May による、プレイ

ヤー同士の相互依存関係を基盤とする空間囚人の

ジレンマゲーム(Nowak, 1992)に基づいており、各

プレイヤーは裏切りか協力の 2 種類の戦略を持ち、

相互依存関係のあるすべての相手プレイヤーと対

戦を行って合計の利得を得る。すなわち、全プレイ

ヤー数を Nとし、対戦する 2つのプレイヤーを iお
よび j（i≠j, 1≤i, j≤N）、それらが持つ戦略を s(i)
および s(j)、利得を P(i)および P(j)とすれば、P(i)
は（式 1）の利得行列 Aを用いて（式 2）で表せる。

ここで、s(i)と s(j)は単位ベクトルを用いて(1 0)

または(0 1)で表せる。前者の場合はプレイヤーi
の戦略が協力、すなわち協力者であることを、逆に

後者の場合は裏切り、すなわち裏切り者であること

を意味する。O(i)は、プレイヤーiと相互依存関係

のあるプレイヤーの集合を示す。 
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本研究におけるすべてのプレイヤー数 Nと利得行

列 Aにおけるパラメータ b、初期状態における協力

者数と裏切り者数の比率は、Ohdaira (2016)に従っ

ている。すなわち、N=1000、b=1.5であり、比率は

ほぼ一対一となっている。また、全 20 回のシミュ

レーションに関して、裏切り者と協力者の分布は、

毎回ランダムに変化する。相互依存関係の空間構造

についても、Ohdaira (2016)に従っており、Nのプ

レイヤーからなる周期境界条件の 1 次元格子であ

り、 Watts and Strogatz (1998) に準じている。

格子の各頂点がプレイヤーを表し、プレイヤーiは
k(i)の他プレイヤーと相互依存関係を持つ。k(i)

の平均値<k>=(1/N) ∑1≤i≤N k(i)である。本研究では、

Ohdaira (2016)で扱った、<k>=4, 8 のレギュラー

(Watts and Strogatz, 1998)、ランダム(Watts and 

Strogatz, 1998)、そして Barabási-Albert モデル

(Barabási and Albert, 1999) と 呼 ば れ る

Scale-free の 3 種類の相互依存関係のトポロジー

のうち、純粋に罰の係数の変化による影響を測定で

きる、レギュラーなトポロジーについて扱う。裏切

り者と協力者の分布と異なり、全 20 回のシミュレ

ーションに関して、相互依存関係のトポロジーは変

化しない。なお、各トポロジーの詳細な構築方法は、

Ohdaira (2016)の Methodsに記されている。図１は

<k>=4のレギュラーなトポロジーの場合を示してお

り、トポロジーを分かりやすくするために、N=12
としている。 

 
図 1：プレイヤー同士の相互依存関係がレギュラー

なトポロジーである場合の初期状態。周期境界条件

の 1 次元格子（<k>=4）である。トポロジーを分か

りやすくするため N=12 としており、裏切り者（グ

レー）数と協力者（黒）数の比率はほぼ一対一であ

る。 

 

著者が、Ohdaira (2016)で提案した新しい罰の概

念は、次のように定式化できる。プレイヤーi が、

相互依存関係のある他プレイヤー j ∈ O(i), 
s(j)=(0 1)（裏切り）に罰を与える確率は、プレ

イヤーi, j の利得の差に依存する。相互依存関係

のある他プレイヤーj∈O(i)の中で、P(j)>P(i)かつ

s(j)=(0 1)を満たすプレイヤーj の総数を n(i)、

罰の係数を r (0≤r≤1)とし、次の 2 つの不等式、

P(i)(1-rn(i))>0、P(i)<P(j)≤2P(i)が成り立つとき、

プレイヤーi はプレイヤーj に rP(i)の犠牲と引き

換えに、同等の罰を（式 3）で表される確率 qi(j)
で与える。もし、P(i)(1-rn(i))>0かつ P(j)>2P(i)
であれば、qi(j)=1 である。罰を与え、また罰を与

えられた後のプレイヤーi, j の利得 P'(i), P'(j)
は、次の（式 4）で表される。プレイヤーi が罰を

与えること、そして罰を与えられたことによる利得

の減少は独立して計算され、結果的に P'(i)<0とな

れば、P'(i)=0 となる。そのため、P’(i), P’(j)が
負の値になることはない。また、r=0, 1のときは、

罰は機能しない。 
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すべてのプレイヤーの利得を計算した後、以下の

（式 5）に示す通り、プレイヤーi は相互依存関係

のある他プレイヤーjmax∈i∪ O(i)の戦略を、次の世

代における対戦の戦略とする。プレイヤーjmax が複

数存在する場合、プレイヤーiは、それらが持つ戦

略からランダムに次の世代における対戦の戦略を

選択する。すべてのプレイヤーの戦略は同時に更新

され、各回のシミュレーションは 300世代に到達す

るまで続く。 
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3 結果 
以下の結果を示す各図は、<k>=4, 8の順番で、罰

の係数 r=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 の各場合について、

協力者数とプレイヤー全体の平均利得が、世代とと

もにどのように変化するかを示す。なお、<k>=4, 8
のいずれについても、プレイヤー同士の相互依存関

係がレギュラーなトポロジーである場合、罰を導入

しないと、<k>=4の場合は協力者数とプレイヤー全

体の平均利得の増加速度が著しく遅くなり、<k>=8



の場合は協力者数とプレイヤー全体の平均利得が

全く増加しないことが分かっている(Ohdaira, 

2016)。 

まず、<k>=4 の場合の結果について、図 2 は r の

値別に世代ごとの協力者数を、図 3は rの値別に世

代ごとのプレイヤー全体の平均利得をそれぞれ示

している。すべての rの値に関して、最終的な協力

者数とプレイヤー全体の平均利得の増加が見られ、

新しい罰の導入によって、協力の進化が促進される

ことが分かる。 

図 2 より、r=0.2 のときが最も協力者数の増加速

度が遅く、r=0.4になると協力者数の増加速度はか

なり速くなるが、一方で r=0.6 では r=0.2, 0.4 の

中間の増加速度となり、r=0.8で最大の増加速度と

なることが分かる。図 3に示す、プレイヤー全体の

平均利得の増加速度も協力者数の増加速度と傾向

が類似しており、r=0.2 のときが最も遅く、r=0.4
になるとかなり速くなる一方、r=0.6 では r=0.2, 
0.4 の中間となり、r=0.8 で最大となる。そして、

r=0.2のときは過剰な罰の増加により、一時的にプ

レイヤー全体の平均利得の減少が生じている。 
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図 2：<k>=4 の場合に関する罰の係数 r の値別の世

代ごとの協力者数 
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図 3：<k>=4 の場合に関する罰の係数 r の値別の世

代ごとのプレイヤー全体の平均利得 

 

次に、<k>=8 の場合の結果について、図 4 は r の

値別に世代ごとの協力者数を、図 5は rの値別に世

代ごとのプレイヤー全体の平均利得をそれぞれ示

している。<k>=4の場合と同じく、すべての rの値

に関して、最終的な協力者数とプレイヤー全体の平

均利得の増加が見られ、新しい罰の導入によって協

力の進化が促進されることが分かる。 

しかし、その結果を詳しく見ると、<k>=4 の場合

とは逆に、図 4に示す通り、r=0.2のときが最も協

力者数の増加速度が速く、r=0.4になるとやや減少

し、r=0.6, 0.8に関しては、r=0.8の方がわずかに

速いものの、その差は大きくなく、しかも一時的に

大きく協力者数が減少している。一方で、プレイヤ

ー全体の平均利得と協力者数、それぞれの増加速度

の傾向が類似する点については、<k>=4の場合と同

じである。すなわち図 5に示す通り、r=0.2のとき

が最も速く、r=0.4になるとやや減少し、r=0.6, 0.8
に関しては、r=0.8の方がわずかに速いものの、そ

の差は大きくなく、一時的な協力者数の大きな減少

に伴い、プレイヤー全体の平均利得も一時的に大き

く減少している。 
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図 4：<k>=8 の場合に関する罰の係数 r の値別の世

代ごとの協力者数 
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図 5：<k>=8 の場合に関する罰の係数 r の値別の世

代ごとのプレイヤー全体の平均利得 

 

以上の結果から、<k>=4 の場合は基本的に r の値

が増加すると協力者数の増加速度、プレイヤー全体

の平均利得の増加速度共に速くなるが、r=0.4, 0.6
の間で逆転があり、必ずしも rの値の増加に伴って

協力者数とプレイヤー全体の平均利得の増加速度

が速くなるわけではないことが分かる。そして



<k>=8 の場合は、<k>=4 の場合とは対照的に、r の

値が増加するほど、協力者数とプレイヤー全体の平

均利得の増加速度が遅くなることが分かる。次節で

は、こうした現象が生じた理由について考察する。 

 

4 考察 
罰の係数 r の値が増加すると、不等式 1-rn(i)>0

が成立するためには、n(i)の値が減少しなければな

らないため、自分の周囲に高利得の裏切り者が多数

存在する、いわゆる搾取されているプレイヤーiは、

そうした裏切り者を罰することができなくなる。す

なわち、rの値の増加に伴い、罰を与えることがで

きるプレイヤーiの数は減少する。特に r≥0.5とな

ると、n(i)=1 となるため、各プレイヤーの罰がタ

ーゲットとなる裏切り者の利得を効果的に減少さ

せないと、協力者数が増加しにくくなる。 

<k>=4 の場合、プレイヤー同士の相互依存関係が

疎であるため、概ね rの増加に伴い協力者数とプレ

イヤー全体の平均利得の増加速度が速くなるが、

r=0.6において落ち込みが見られるのは、n(i)=1で
ある状況では、より強力な罰が必要となるためであ

る。一方で<k>=8 の場合、r の増加に伴い、協力者

数とプレイヤー全体の平均利得の増加速度が遅く

なる。<k>=8というプレイヤー同士の相互依存関係

が密な状態では、n(i)=1 となる r≥0.5 の領域にお

いて、協力者数とプレイヤー全体の平均利得の増加

速度は大きく減少する。 

以上のことから、<k>の値が小さいときは、協力

者数とプレイヤー全体の平均利得の増加には、すべ

てのプレイヤーが裏切り者を罰する必要はなく、限

られた数のプレイヤーが、自らの利得を大きく犠牲

にして、搾取されている協力者を守るように、強力

な罰を裏切り者に与えればよいことが分かる。一方

で<k>の値が大きいときは、協力者数とプレイヤー

全体の平均利得の増加には、<k>の値が小さいとき

よりは、裏切り者を罰する犠牲は少なくて済む一方、

より多くのプレイヤーが裏切り者を罰する責任を

共有する必要があることが分かる。 

 

5 おわりに 
本研究は、Ohdaira (2016)が提案した新しい罰の

概念における中心的な制御パラメータである罰の

係数、すなわち自分の利得の犠牲と、相手に与える

罰の程度を変化させたときも、新しい罰の導入によ

って協力の進化が促進され、プレイヤー全体の平均

利得も増加すること、またプレイヤー同士の相互依

存関係の密度の違いにより、協力の進化に最適な罰

の係数に違いがあることを示した。 

そして、その結果を社会における相互依存関係へ

と一般化した場合、人々の相互依存関係が疎な場合、

限られた数の人達が自らの利得を大きく犠牲にし

て、搾取されている人達を守るように、裏切り者に

対して強力な罰を与えればよいこと、逆に密な場合

は、疎な場合と比較してより多くの人達が、自らの

利得を相対的に小さく犠牲にして、裏切り者を罰す

る責任を共有する必要があることが示唆される。こ

れは、既存の協力の進化に関する知見に重大な貢献

をもたらすものである。 

今後の研究では、各プレイヤーが自分の好むプレ

イヤーとのみ相互依存関係を維持し、好まないプレ

イヤーとの相互依存関係を破棄する機構について

検討していく予定である。 
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1.はじめに 

本研究は、2015年 6月に選挙権年齢が「満 20 歳

以上」から「満 18 歳以上」に引き下げられた改正

公職選挙法の成立に伴い、2016 年 7 月の参議院議

員選挙から、国政選挙としては初めて「18 歳選挙

権」が適用されたことを受けて、若年層の政治リテ

ラシーや社会参画意識等を育むために導入された

「主権者教育」について、筆者が新たに考案した授

業プログラム「社会的意思決定学習」の実施を通じ

て、その現状と課題について考察するものである。 

  

2.日本における 18 歳選挙権の導入 

2.1 参議院選挙での 18歳・19歳投票率 

2016 年 7 月、第 24 回参議院議員通常選挙が実施

された。今回の参議院選挙では、国政選挙では初め

て、選挙権年齢が従来の「満 20 歳以上」から「満

18 歳以上」に引き下がる、いわゆる「18歳選挙権」

が導入された。これまで選挙権を有していなかった

18 歳・19 歳の約 240万人が、「新有権者」として投

票に行くことになった。ただ、総務省によると、2014

年 12月に実施された第 47回衆議院議員総選挙での

投票率は、全体でも 52.66％という戦後最低の水準

まで下がったが、特に 20 歳代は 32.58％となって

おり、約 7 割が棄権している。選挙権を拡大しても、

18 歳・19 歳が投票に行かないのではないかという

懸念も指摘されていた。 

 こうした背景から、18歳選挙権の導入によって、

18 歳・19 歳の投票率が注視されたが、総務省によ

ると、18 歳の投票率は 51.28％、19 歳の投票率は

42.30％、18 歳・19 歳を合わせた 10 代の投票率は

46.78％という結果となった。総務省は 2016 年 10

月現在、18 歳・19 歳の投票率については全数調査

を終えているが、20 代以降の投票率については抽

出調査の段階のため、一概に比較することはできな

い。ただ、10代の投票率は 20 代・30代それぞれの

投票率を上回ったと予測され、その理由を挙げると

すれば 2 つの点が考えられる。 

一つ目は、18歳選挙権が導入された初めて国政選

挙であるため、社会的な注目度が高く、連日報道等

で取り上げられ、18 歳・19 歳が投票行動を意識す

る頻度が高まった可能性である。実際、筆者自身も、

15 年間にわたり 18 歳選挙権の実現を推進し、国会

での参考人招致等にも協力してきた NPO 法人

Rights の副代表理事等の立場で、若者の政治参加

を広げるための研究・実践を展開しており、今回の

参議院選挙前の約 1 カ月間には、18 歳選挙権に関

してテレビ・新聞・雑誌等の報道各社から 30 以上

の取材を受けた。まさに社会的に「18 歳選挙権ブ

ーム」の様相を呈しており、結果としてその風潮が、

当事者である 18歳・19 歳の投票行動の動機付けに

寄与したのではないかと考えられる。 

もう一つの理由は、主権者教育の導入である。明

るい選挙推進協会の調査によると、第 46 回衆議院

総選挙において、年代別の「政治関心度」では、「非

常に関心をもっている」と「多少は関心をもってい

る」を合わせると、全体は 83.1％に上るのに対し、

20 歳代は 53.8％と 30 ポイントも低い。棄権理由に

ついては、20 歳代では「選挙にあまり関心がなか

ったから」（23.2％）、「政党の政策や候補者の人物

像など違いがよくわからなかったから」（21.3％）

が主な理由として挙げられている。こうしたことか

ら、10 代が初めて国政選挙に参加する今回の参議

院選挙に向け、政治関心度を高め、社会参画意識を

育む「主権者教育」の充実が求められていた。 

 

2.2 戦後日本における政治教育と主権者教育 

主権者教育という言葉は、2011 年度に総務省が

設置した「常時啓発事業のあり方等研究会」の最終

報告書のなかで、「国や社会の問題を自分の問題と

して捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主

権者像」として、初めて定義された。同報告書では、

若い有権者の投票率が低いのは、有権者になる前の

学校教育においては、政治や選挙の仕組みは教えて

も、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、政

治的な課題に関心を持つように促したり、判断力を

養成するような教育がほとんど行われていないこ

とが挙げられ、若者の選挙離れは学校教育と深く関

わる問題であり、「政治的リテラシーの向上」が主

権者教育に求められているとした。同報告書による

と、「政治的リテラシー」は、政治的判断力や批判

力のことを指し、「政治的・社会的に対立している

問題について判断をし、意思決定をしていく資質」

が必要とされている。 

日本では、改正教育基本法に「政治教育」として、

「第 14条（政治教育）1項：良識ある公民として

必要な政治的教養は、教育上尊重されなければなら



ない。2項： 法律に定める学校は、特定の政党を

支持し、又はこれに反対するための政治教育その他

政治的活動をしてはならない。」と規定されている。

杉浦（2012）は、「教育基本法が制定された時『政

治的教養の尊重』や政治教育は、民主主義の発展の

理想をめざすという意味を持っていた。そのために

は、学校において様々な現実の政治問題をテーマと

して取りあげることが不可欠になる。」からこそ、

学校現場での現実の政治問題を扱う際に「政治的中

立性の確保」が要請されたと述べている。 

しかし、実際の初等ならびに中等教育において政

治教育は、国や地方の行政に関する知識や制度理解

が中心の授業内容となっており、「国や社会の問題

を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、

行動していく」という内容が授業で徹底されてきた

とは言い難い。その背景としては、「戦後、イデオ

ロギー対立が深まる中で、教育の政治的中立が過度

に強調され、政治教育の条文の第 2 項の方に重点が

置かれてしまい」本来は「政治教育を促進するため

の中立性が、教育を非政治化するための中立性へと

転化してしまった」ことが起因している。 

しかし、2015 年 6 月の公職選挙法改正により、

18 歳選挙権が導入されることになり、こうした状

況は一変した。2015 年 2 月には、安倍晋三首相が

「政府として、まず学校教育と選挙管理委員会、地

域が連携し、あらゆる機会を通じて主権者教育を進

めていく」と述べる等、主権者教育導入に向けた準

備が始まった。文部科学省と総務省は、主権者教育

を推進するための高校生向け副教材である「私たち

が拓く日本の未来～有権者として求められる力を

身に付けるために」の作成を担い、2015 年 9 月に

公表された。この副教材は生徒配布用と教師用の二

つが作成され、主権者教育を行う際のモデルになっ

ている。具体的には、選挙制度や公職選挙法等の説

明、「模擬投票」等の実践的な授業事例が紹介され

ている。加えて、主権者教育の実施に際しては、政

治的中立性を確保することが求められているとと

もに、教員については、学校教育に対する国民の信

頼を確保するため公正中立な立場が求められ、法令

に基づく制限等が記載されている。 

このように、選挙権年齢の引き下げを契機に、戦

後の学校教育において敬遠されてきた政治教育を

「主権者教育」として実施することになる等、政治

と教育をめぐる“教育改革”が全国的に行われた。

その結果、2016年 7 月の参議院選挙の 18歳・19歳

の投票率が 20代・30代の投票率よりも高水準とな

った背景には、この主権者教育が投票行動に寄与し

た可能性があるということだ。他方、上記の「副教

材」を使う教員向けの「指導資料」には「教員の個

人的な主義主張を避けて中立かつ公正な立場で指

導するよう留意しなければならない」と明記されて

おり、与党からは「政治的中立性を逸脱した教員に

罰則を科す」等が盛り込まれた提言も出されている。

政治教育を充実させる方針は、戦後の政治教育の歴

史を考えると、まさに「180 度の転換」と言えるが、

より厳格に政治的中立性に配慮するよう求められ

ていることで、学校現場からは「罰則が科されるな

ら自粛ムードが広がる。どこまで許され、許されな

いのかが分からないことが、これを助長させる」な

どの懸念が上がっている。同時に、副教材の内容が

約 100 頁もあることにより、「授業時間の確保」も

問題視されている。実際に、主権者教育の副教材を

教える時間の確保に関する高校の教員を対象にし

た調査によると、｢時間を確保できない｣が 59％に

上るなど、運用上の課題も浮上している。 

このように、副教材による「政治的中立性」と「授

業時間」の課題が顕在化することで、今回の参議院

選挙にあたり主権者教育を実施しなかった学校も

潜在的に相当存在していると見られ、「18歳選挙権

ブーム」がひと段落したなかで、主権者教育を継続

的に実施していくために、副教材の課題を克服する

新たな主権者教育プログラムが求められている。 

 

3.新型プログラム「社会的意思決定学習」の考案 

3.1 「社会的意思決定学習」の概要と特徴 

授業時間や政治的中立性の確保に苦慮する日本

の学校現場の事情も踏まえて、筆者が考案したのが

「社会的意思決定学習」という主権者教育の新型プ

ログラムである（以下、本プログラムと呼称）。本

プログラムは、改正公職選挙法の成立に伴い、選挙

権を有することになる若い世代を対象に、学校生活

等の身近な社会における「正解がない課題」をテー

マに、生徒が「当事者」として、課題解決のための

複数の選択肢の妥当性について議論することを通

じて、「相異なる利益の創造的調停」の役割を担う

「政治（社会の意思決定）」に参加する意義を理解・

実感することを目指すものである。 

また、従来の「模擬投票」が単なる“人気投票”

に陥りがちであるという指摘があることを踏まえ、

投票前にグループ討論（ディベート）やミニ立会演

説等を行うことで、課題解決に際して自分とは異な

る多様な意見が存在していることを認識・受容する

ことを学ぶと同時に、議論と思考に裏付けされた論

理的判断力に基づいた「模擬投票」を体験すること

で、投票行動に移る前のプロセスの重要性を認識し、

実際の社会参画に繋げていくことを目的とする。 

（１） 本プログラムの流れ 

①「事前アンケート」を実施・回収（授業開始）。 

②「オリジナルワークブック」を配布し、「18歳選

挙権」について解説。 

③ 討論テーマの発表：生徒にとって身近な学校生

活等での課題を提示。 

Ex.「生徒会の全体予算から、部活動（クラブ）

の予算をどのような基準で配分すれば良いで

しょうか。次の 3 つの選択肢のうち“多くの

生徒が納得できると考えるもの”を選び、投



票して下さい。」 

（A）活動実績：表彰回数が多いほど配分も増やす 

（B）部員の数：部員が多いほど配分も増やす 

（C）一律同額：活動実績や部員の数に関係なく、

全ての部活動の予算を同額にする 

④ 模擬投票（１回目）：思考・討論・演説を経ずに

投票。 

⑤ グループ討論：座席順等で、生徒を 3 人 1グル

ープに分け、（A）～（C）の選択肢を自動的に

振り分ける。その後、生徒は「自分が担当する

選択肢が他の 2つの選択肢よりも多くの生徒が

納得できると考える理由」を考え、グル―プ内

で発表。その後、自分が担当する以外の 2 つの

選択肢に対する反論を考え、再びグループ内で

発表。 

⑥ ミニ立会演説：（A）～（C）の選択肢を担当す

る生徒のうち、それぞれ代表者を選んで（立候

補もしくは指名）全員の前に出てきてもらい、

「自分が担当する選択肢が他の 2つの選択肢よ

りも多くの生徒が納得できると考える理由」に

ついて簡潔に発表。 

⑦ 模擬投票（２回目）：思考・討論・演説を経て

投票。 

⑧ 「第４の選択肢」づくり：生徒が自分なりに（A） 

～（C）以外の選択肢を考案し記入し発表。 

⑨ 「社会的意思決定学習」の目的について解説。 

⑩ 「事後アンケート」を実施・回収（授業終了）。 

（２） 本プログラムのテーマ 

本プログラムはなぜ「生徒会予算の分配」を扱っ

ているのか。それは、「負担と有限資源の分配」を

想定しているからだ。現在、日本は 1,000 兆円以上

の「借金」を抱えている一方、少子高齢化によって

年金などの社会保障費が増大している。財政を保っ

ていくためには、消費税を増税するなどの「負担」

や限られた「財源（資源）」の分配について、国民

が納得できる「基準」を決めることが必要である。

その基準が「政策」であり、国民が納得できる政策

を決めるのが「選挙」である。つまり、選挙に行く

ことは、「分配」のための「社会の意思決定に参加

する」ことだ。現代日本が「右肩上がりの経済成長

の時代」を終え、厳しい財政状況やエネルギー問題、

消費税増税など、「限られた資源や負担の分配の時

代」を迎えていることを踏まえると、「どのように

すれば、社会において、できるだけ多くの人が納得

できる意思決定を行えるのか」という点を考えるこ

とは、立法府や行政府のみならず、有権者にとって

も重要である。そこで、本プログラムでは、「未来

の有権者」である高校生が、身近な社会における同

様の問題（ex.「生徒会予算の配分のやり方」「校庭

（体育館）の使い方」「掃除当番の決め方」等）に

ついて考えることで、当事者として「社会の意思決

定に参加すること」のフレームワークを学ぶことが

できるようにした。 

（３）本プログラムと主権者教育副教材の課題 

本プログラムの特色は、①政治的中立性に留意す

る必要がない、②1コマもしくは 2 コマ程度の授業

時間で実施できる、という 2 点である。①は、前述

のとおり、文部科学省等による「主権者教育副教材」

で、実践的な事例の大半が政治的テーマを取り扱う

ため、教員の政治的中立性が厳しく問われていると

いう点である。本プログラムでは現実の政治的テー

マ設定ではなく、生徒にとってより身近な課題を中

心に取り扱うため、政治的中立性が確約されている

と考えられる。そのため、教員だけで実施すること

が可能であり、主権者教育に関する学校側の負担を

軽減することができる。②は当該「副教材」が約

100 頁にも上ることで、「授業時間の確保」が問題

視されている点である。筆者が考案した本プログラ

ムは 1コマ、あるいは 2 コマでの実施が可能である

ため、多くの授業時間を割く必要がなく、さらに生

徒にとって身近なテーマ設定をしたことで、事前学

習にかける労力を省くことができる。 

 

3.2「社会的意思決定学習」の実施と効果 

本プログラムは、2015 年 11 月に、東京都内の 2

つの高等学校（駒込、國學院久我山）の協力を得て、

高校 2年生計 201名に対して実施した。授業前後で

「政治的関心度」「政治的距離感」「政治参加意欲」

「政治的有効性感覚」の 4点の変化を見るためのア

ンケート調査を行った結果、それぞれ効果が表れた。 

（１） 政治的関心度について 

本プログラムは、前述の通り、「生徒会予算を各

部活に分配する際に、どのような基準で分配すれば

最も多くの生徒を納得させることができるのか。」

という討論テーマを設けているため、「模擬投票」

のような現実の政治的テーマを取り上げるプログ

ラムとは異なり、生徒にとって授業内容が政治的関

心度と直接結びつかないのではないか、という懸念

があった。しかし、「政治に関心があるか？」とい

う問いについては、事前は「非常にある（11％）」

と「ややある（46％）」が計 57％だったが、事後は

「非常にある（25％）」と「ややある（57％）」が計

82％に上昇した。この変容の理由について、生徒が

アンケートに書いた感想では、「部活の予算が実際

の社会でも問題になっていることに驚いた。この問

題は軽いものではなく、じっくり考えるべきもの

だ。」「日常は社会と結びついていることに気付い

た。政治もそうだと思う。だから投票には考えをも

って積極的に行こうと思った。」等の声が聞かれた。  

（２）政治的距離感について 

「政治を身近に感じているか？」という問いに対

し、事前では「非常に感じている（4％）」「やや感

じる（30％）」が計 34%に留まっており、7 割近くの

生徒が「政治との距離感」を遠く感じていることが

わかった。それが、本プログラム実施後は、「非常

に感じている（17％）」「やや感じる（56％）」が計



73%となり、実施前に比べて倍以上に増加した。実

際に生徒からも「政治をより身近に感じた。議論に

よって人の意見が変わることを直接感じることが

できた。」等の意見が聞かれており、「政治が身近な

学校生活にも存在していることに気が付いた」とい

う意見がアンケートに多数記入されていた。 

（３）政治参加意欲について 

ここで言う「参加」とは、投票行動によるもの、

すなわち有権者として政治に参加することであり、

アンケート項目でも「例：投票」と記した。結果と

して、本プログラム実施前では、「政治に参加した

いと思うか」という質問に対して、「非常に思う

（27％）」、「やや思う（34％）」が計 61％だったが、

本プログラム実施後は「非常に思う（33％）」、「や

や思う（46％）」が計 79％に上昇し、約 8 割の生徒

が有権者として政治に参加したいと思うようにな

ったといえる。アンケートにも「当初は投票してみ

たいという興味のみだったが、きちんと参加したい

という意欲が高まった。」といった声が多かった。 

（４）政治的有効性感覚について 

政治的有効性感覚とは、「個人の政治的行為が政

治過程に影響を与えるという、または与える可能性

がある、という感情」であり、日本の若者の政治的

有効性感覚は低い水準にあると指摘されている。本

プログラムにおいては、「自分の意見が政治に反映

されると思うか」というアンケート項目について、

プログラム実施前には「非常に思う（5％）」「やや

思う（19％）」が計 25％で、やはり政治的有効性感

覚は低いと見られた。しかし、プログラム実施後に

は「非常に思う（8％）」「やや思う（44％）」が計

52％と過半数に達し、生徒にとって政治的有効性感

覚を持たせることに一定の効果が表れたといえる。

政治的有効性感覚が上昇した要因としては、本プロ

グラムにおける模擬投票の結果が 1 回目（序盤）と

2 回目（終盤）で変わり、グループ討論やミニ立会

演説等を経て、票が動くことを目の当たりにした点

が考えられる。実際に、アンケートには「投票数が

変わっているのをみて、自分の意見が反映されてい

ることを痛感した。」という声が多く聞かれ、本プ

ログラムは政治的有効性感覚の向上に一定の効果

を表したといえる。 

 

3.3 「社会的意思決定学習」の展開と課題 

本プログラムは、駒込、國學院久我山の両高等学

校での実施を受けて、両校の教員から主権者教育の

授業としての質や効果等について高い評価をいた

だいた。他方、「今回のような生徒目線のテーマを

どう国政へとリンクさせるか、明確にしておかなけ

ればならないと感じた。」等、身近なテーマが実社

会の政治とどう関わっているのか、「政治との接

続」についてはもう少し説明が必要だという指摘も

聞かれた。 

こうした課題を踏まえ、本プログラムは改良を加

え、2016年度は新たに作新学院高等学校（栃木県）

や富士見中学高等学校（東京都）、また公立学校と

しては初実施となった栃木県立小山高等学校など、

複数の学校で展開している。本プログラムに対する

高校（教員と生徒）の共感と理解は、着実に広がり

つつあることを実感している。 

 

4.おわりに 

筆者は、2016 年 5 月より神奈川県教育委員会の

依頼を受け、新たに設置された「小・中学校におけ

る政治的教養を育む教育」検討会議で座長を務めて

いる。この会議では県内の小・中学校における政治

的教養を育む教育に関する指導資料作成を担って

いる。本研究はあくまでも高校生を対象にしたもの

であるが、今後は「社会的意思決定学習」の取り組

みも参考にしつつ、小学校から発達段階に応じて取

り組むことができる主権者教育のあり方について、

全国に先駆けたモデルを構築したいと考えている。 
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1 緒言 

近年、健康への意識の高まりから喫煙率は下がり

つつある。世界保健機関(WHO)もたばこ規制に関す

る世界保健機関枠組条約の中で「たばこによる害の

広がりが公衆の健康に深刻な影響を及ぼす世界的

な問題である」であると指摘している 1)。日本でも

喫煙に関する健康被害に目が向けられるようにな

り、1990 年代後半から禁煙外来を扱う病院が増加

し、2014年には 15,407施設で禁煙治療を行ってい

る 2)。このように禁煙に向かっている現状ではある

が、禁煙を主目的とした禁煙外来では治療を中断し

てしまう患者が多く、禁煙外来における継続受診の

未達成者は依然として存在する 3)。 

 

2 研究方法 
2.1 本研究の目的 
本研究の目的は禁煙外来受診者の継続受診にお

ける以下の 3点である。 

1．禁煙外来における継続受診未達成者の現状を明

らかにする。 

2．患者の特徴に基づいて潜在的なクラスに分け、

継続受診を中止する患者の特徴を明らかにする。 

3.継続受診回数予測システムの開発可能性を検討

する。 

本研究における継続受診とは患者が日本循環器

学会等のまとめた禁煙治療のための標準手順書に

示された禁煙プログラムを基に行う治療を受ける

こと指す。禁煙外来での保険適応が 6回目以降の受

診では受けられない事、5回以上の受診でその後の

再喫煙率が低下することからも、禁煙外来では 5回

の受診を前提としている 4)。そこで本研究では禁煙

外来への 5 回以上の受診を継続受診達成としてい

る。 

 

2.2 調査方法 
本研究に使用したデータは東京都に所在する A

病院を対象に収集した。病床数は 780床であり、第

3次救急指定病院に指定されている。 

当該病院での禁煙外来における診察は予約制で

行われており、調査期間中に禁煙外来を担当した医

師は人数の増減はあるものの例年 5名であり、主に

呼吸器科と総合内科に属している。 

 

2.3 データの収集 
 研究デザインは過去起点コホート研究とし、対象

母集団は都内 A 病院の禁煙外来受診者とした。調査

対象の選択基準は 2008 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月

31 日の期間に A 病院禁煙外来の初診を受診した者

である。 
 調査対象者の総数は 468 件であった。その中から

欠損データ(81 件)、医師の同意のもと禁煙治療を中

断した患者データ(13 件)を除外した 374 件を分析対

象とする。 
なお、倫理的配慮として患者の個人情報の管理に

関する妥当性について、2014 年 8 月 25 日に独立行

政法人国立病院機構東京医療センター倫理委員会

の審査および承認を得ている。 

本研究に用いたデータは電子カルテをはじめと

する院内情報システムから取得した。院内情報シス

テムとは電子カルテ等、院内の情報を集約したシス

テムである。データの収集方法としては初めに院内

情報システムより「ニコチン依存症管理料（初回）」

をキーワードとして調査対象期間内での受診日と

患者 IDを抽出する。次に患者 IDを基に各患者の電

子カルテを閲覧することで年齢、性別、受診回数、

既往歴、受診動機のデータを抽出する。さらに電子

カルテ内の問診記録表より身長、体重、TDS、FTND、

BI、のデータを抽出した。データの収集方法を図 1

に示す。 

 

 
図 1：データの収集方法 

 



 本研究において取得したデータの一覧を表 1 に

示す。取得したデータ項目は先行研究および禁煙外

来担当医とのインタビューをもとに選定した。 

 

表 1：取得データ一覧 

 
 

3 分析方法 
本研究では抽出したデータを基に潜在クラス分

析を行っている。分析に使用した統計ソフトは

EXCEL アドイン潜在クラス分析 Ver.1.0（株式会

社エスミ）である。  

また、潜在クラス分析におけるクラス数の決定に

は 赤 池 情 報 量 規 準 AIC(Akaike’s Information 
Criterion)の数値を用いた。これはモデルのあてはま

りの良さを示し、数値が小さい程あてはまりが良い

とされる。 

潜在クラス分析の手順として、初めに AICを基に

クラス数を決定する。なお、本研究では継続受診未

達成の要因を把握するという観点から継続受診達

成のみを集約した 1 クラスをあらかじめ設定して

いる。 

次に決定したクラス数より出力された応答確率

から各クラスの特徴を把握する。さらに応答確率か

ら特化係数を算出し、継続受診未達成の各クラス及

び継続受診達成クラスとの比較検討を行う。 

 

4 結果 
4.1 基礎集計 
禁煙外来受診者のうち 5回以上禁煙外来を受診し

た患者は 263人であり、受診者全体の割合でみると

70.3％であった。つまり、対象者の 29.7％が何ら

かの理由により継続受診を達成していないことに

なる。未達成状況を確認すると初診のみで受診を断

念した患者は 27 人（7.2%）存在した。2 回目の受

診まで来院した患者は 29 人(7.8%)。3 回目の受診

まで来院した患者は 31 人(8.3%)。4 回目の受診ま

で来院した患者は 24人(6.4%)であった。 

本研究の調査期間中に禁煙外来担当医として診

察にあたった医師は 14 名であった。人数の増減は

あるものの例年 5 名の医師が診察にあたっている。

担当医ごとの継続受診状況を表 2に示す。 

 

表 2：担当医別の継続受診状況 

 
 

ひとりの患者を複数名の医師で診察していた場

合はそれぞれの達成状況に振り分けたため、受診者

数の総計は取得データ件数を上回っている。また、

担当した患者人数が極端に少ない医師も存在して

いる。 

 本研究の調査対象期間中に 10 名以上の患者を診

察した医師に限定すると達成率が最も高い者で

77.4％であり、達成率の最も低い者で 60.8％であ

った。この場合 39.2%の受診者が継続受診未達成と

いうことになる。ただし全国調査の平均は達成率

35.5%、未達成率 64.5%ということを考慮しなけれ

ばならない。 

 

4.2 クラス数の決定とクラスサイズ 
クラス数は AIC の数値より 4クラスとした。この

クラスの AIC の値は最も低い 12329 を示しており、

また本研究の主目的である継続受診未達成要因を

探る上で考察可能と考えるクラス数を有している

ことからも 4クラスを採用する。なお、4クラスの

うち、クラス 1は継続受診「達成」のみで構成され

ている。これは禁煙外来継続受診達成のみをまとめ

たクラスを作成することで未達成要因との比較を

容易にするためである。クラス数決定の際に用いた

AIC の値を図 2に示す。 

 



 
図 2：クラス数の比較 

 

 4 クラスにおける各クラスサイズを図 3 に示す。

最もサイズの大きいクラスは達成のみをまとめた

クラス 1 の 70.3％であり、この値は基礎集計で示

した全体における継続受診達成者の割合と一致し

ている。次いで順に 11.1％、9.4％、9.1％である。

未達成のみの分類である 3 つのクラスサイズ大き

な違いは見られなかった。 

 

 
図 3：クラスサイズ 

 

5 考察 
5.1 応答確率 
応答確率とは各クラスにおける各項目の構成割

合を示すものである。なお、本研究では「性別」と

「初診年齢」の 2項目がその他の項目とクラス選択

に影響を及ぼすと考え、これら 2項目を共変量とし

て分析を行っている。 

共変量として分析した「性別」ではクラス 1、ク

ラス 2、クラス 3では男性の方が多く、クラス 4で

は男女比がほぼ同数であることが明らかとなった。

「初診年齢」はクラス 1では 50代と 60代が構成の

半数以上を占めている。クラス 2 では 40 代が構成

の 43.2%を占め、クラス 3では 70代と 80代の割合

が多く、クラス 4では 20代・30代が構成の多くを

占めていることがわかる（表 3）。このようにすべ

ての調査項目の応答確率を示した。 

 

表 3：応答確率 

 
 
5.2 特化係数 
 応答確率を基にどのような要因を持つ患者がど

のように分布しているのかを知るために特化係数

を算出した。特化係数とは各項目の構成比を全体の

構成比と比較した係数である。特化係数が 1 の場合

は全体と項目の構成比が同じということになり、1
より大きければその項目の比重が全体を上回って

いることになる。 
 
5.3 クラスの特徴 
 応答確率、特化係数によって明らかとなった各ク

ラスの特徴を示す。 
 クラス 1 は継続受診達成者をまとめたクラスで

ある。このクラス内では男性の割合が多く、初診時

の年齢は 50 代・60 代が多く見られた。家族と同居

している割合が高く、禁煙外来以外にも他科を併せ

て受診している傾向が見られた。体重増加の構成は

増加が見られた者の割合が高かった。 
 クラス 2 は 40 代が多く、禁煙外来のみを受診し

ている傾向が見られた。保険適応回数の多さから過

去に禁煙外来を受診したことのある者の存在が明

らかとなっている。BMI は他クラスと比較して高値

傾向であり、FTND、BIも同様に高値傾向であった。

禁煙の自信を示す数値は 20以上 40未満とやや低い

値を示す者が多く、継続受診状況を見ると受診を 3
回目、4 回目といった終盤で中止している傾向が見

られた。 
 クラス 3 は 70 代・80 代といった高齢者が多く、

また独居者も多い。クラス 2 と同様に過去に禁煙外

来を受診したことのある者がおり、TDS、FTND、

BI は低い値を示す傾向にあった。禁煙経験のない

者が多く、受診動機には入院・手術予定や医師から

の提案を理由に挙げる傾向が見られた。継続受診状

況では受診を 2 回目、3 回目といった中盤で中止し

ている傾向が見られた。 
 クラス 4 は 20 代・30 代といった年齢層が多く、

担当医が男性と女性、複数になる場合があった。患



者と担当医との性差も初診は同性であったが 2 回

目の受診は異性だったといったような複合が見ら

れた。TDS は高値傾向にあるが BI は低値傾向にあ

った。これは初診時年齢が他クラスと比べて若いた

め、喫煙年数を算出式に持つ BI が低い値になった

と考えられる。周囲喫煙者がおり、喫煙環境が周囲

に存在している。受診動機では心身の不調等を理由

とする傾向が見られた。継続受診状況では受診を序

盤で中止する傾向が見られた。 
 
5.4 各クラスの名前付け 
応答確率と特化係数によって各クラスの特徴の

検討がなされた。これらの内容をまとめて各クラス

に適した名前付けを行う。 

 クラス１は本研究における継続受診の達成者の

みをまとめたクラスである。よってクラス 1を「達

成クラス」と名付ける。クラス 2では継続受診回数

４回での脱落が目立っていた。そこでクラス 2 を

「終盤脱落クラス」と名付ける。同様にクラス 3で

は 2回目での脱落が目立つ。よってクラス 3を「中

盤脱落クラス」と名付ける。最後にクラス 4では 1

回目の受診で脱落する患者が目立っている。そこで

クラス 4を「序盤クラス」と名付けた。 

 また、本研究の調査対象患者がどのクラスに属し

ているのかを帰属情報より抽出した。帰属確率 60%

以上のクラスに患者を分類すると表 4 のようにな

る。帰属確率が 60%に満たない患者は帰属クラス不

明として分類した。本研究では調査対象者の 98.1%

をいずれかのクラスに分類することができたとい

える。 

 

表 4：クラス別帰属件数 

 
 

6 結論 
本研究によって禁煙外来受診者を 4クラスに類型

化することができた。また継続受診の脱落時期によ

って特徴は異なることが示唆された。本研究の結果

を基に禁煙外来新規受診者の継続受診回数予測シ

ステムの開発が実現すれば予測医療を用いたより

細やかな医療従事者によるサポートが可能である

と考えられる。 
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1 動機 
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（以下 SFC）は，

最寄り駅の湘南台駅から 3.7km ほど離れた場所にあ

る郊外型のキャンパスである．駅からの徒歩での通

学は難しく,交通手段として路線バスや自転車を

利用する生徒が多い。要する時間は、交通状況に

もよるが通常は路線バスで 10~15 分で程である。

SFCには学生が約 4800人，教員が約 150人在籍し

ている．才学敷地内には慶應義塾大学湘南藤沢中・

高等部(以下 SFC 中高)があり、約 1200 人の生徒と

教員が在籍している．SFC中高の生徒は許可制で自

転車通学ができるが、自転車通学の生徒は皆無に等

しい。通学で使用される交通手段は路線バスがほと

んどである。そのため、特に SFC 中高生の授業開始

前の 8:00 頃は路線バスの積み残しが約 300 人にな

ることもある．この様子を図１に示す。 
 

 
図 1  湘南台駅での待ち行列の風景 

 
本研究では，SFC へ行く路線バス，神奈川中央交

通湘南台 23 系統にどれほどの輸送容量があり，ど

のように平準化すれば全員が遅刻しないかの解明

を目指した．そのため、バス停の付近で利用者の総

数と搭乗者数を実地で測り，各バスに何人乗車して，

何人の積み残しがあるかを明らかにした． 
 
2 先行研究 
神奈川中央交通（2013）[1]によると，湘南台駅は、

平成 11 年の横浜市営地下鉄線・相鉄いずみ野線の

延伸以来、利用者数が 5 万人（平成 10 年）から

10 万人（平成 14 年）へと倍増した。特に朝の 8

時台のピーク時には、バス停に並ぶ人が 250 人近

くに達し、満員運行を行っても、約 180 人もの人

がバス停に残るという状況であった。その一方、

駅前のバスロータリーでは、収容台数が少ないこ

とから慢性的に交通渋滞が発生しており、必要数

のバスがロータリーに入れないといった事象が頻

発していた。また、交通不便地域等からの自家用

車による送迎で、駅周辺道路に深刻な渋滞がおこ

っていたことが調査されている．その結果として,「湘

南台駅西口～慶応大学」間（約 4.2km）には、ノ

ンステップ連節バス『ツインライナー』4 両導入

され、更に公共車両優先システム『PTPS』を整

備して輸送力の強化、速達性・定時性の強化を図

った。 
また杉山（2007）[2]はバスの混雑の解消のために、

時刻表ダイヤの見直しの検討をおこなった結果、見

直しについては困難であると結論づけている。そこか

ら得られた知見は 
 

①混雑時間をピンポイントで特定するのは困難で

あること 
②それに伴い も混雑する時間を予測しツインラ

イナーを配置すること,無駄のないダイヤ改正が

困難であること 
③バス利用者が詰めないケースも見られ,特にツ

インライナーでは乗車率が低いこと 
 
を挙げた。 
 
2.1 時刻表 webアプリの変遷 
 現在存在が確認できている時刻表などのアプリ

ケーションは以下の 3 つである。 
 
１、 2006 年 「Come Kamo」[2] 
主な機能としてネットワークカメラで撮影したバ

ス停の静止画像，現在から 1 時間後までのバス出

発時間が瞬時に把握出来る時計,大まかな混雑状

況が分かる時刻表 を用意している。2016 年 10
月 22 日現在ネットワークカメラ以外のものが運

用されている。 
 
２、2011 年 1 月 18 日 「sfcbus.com」[3] 



主な機能として、位置情報を取得して現在地

に一番近いバス停からの時刻表を自動的に

切り替えて表示，駅に向かうバスでは、主

要な路線への乗換案内を表示，バス１本ご

との混雑指数を推測して表示  というサービ

スが有志で企画されていて運用されていた。現在

は運用されていない。 
 
３、2012 年 5 月 19 日 「bustimer」[4] 
主な機能として、時刻表表示、GPS を使った出発

地自動判別にも対応、運行スケジュールの変更に

もワンクリックで対応（更新）することが挙げら

れる。 
 
これらの機能をまとめると表 1 のようになる。 
 

表 1  今までの時刻表 web アプリの機能 
 

 1 2 3 
現在も動作 ○ △ ○ 
次のバスが分かる ○ ○ ○ 
バス内の混雑状況予測 × ○ × 
スマホファースト × ○ ○ 
現在地に近い時刻表表示 × ○ ○ 
湘南台駅での乗換案内 × ○ × 
バス外の待ち行列の予測 × △ × 

※2005 年の改定以来バス会社が大幅なダイヤ改

正をしていないため、正常に作動するものが多い。 
 
3 調査手法 

SFC で行われた「インターネット」という火曜日 3 限

の授業で SFC の学生 234 人に対し登下校の交通手

段についてアンケートを実施した． 
また 4 月から 6 月の間，毎週火曜日の 8:30 頃から，

1 限へ向かう大学生が通う時間帯に，バス停付近で

バスに乗り込む人数，積み残しの人数と行列の長さを，

積み残しがなくなるまでカウントした．  
 

4 結果 
4.1 アンケート調査の結果 
2016 年 5 月 29 日(火)の 3 限の授業「インターネ

ット」でアンケートを実施した。質問紙形式で特

に SFC の 寄り駅から SFC に移動する際のこと、

SFC にどのくらいとどまっているかということ

について調査を行った。このアンケートは SFC
の学生 234 人から回答があり、構成比は、男性

64%、女性 36%で SFC の男女比にほぼ一致する

が、学年は 1 年生 75%、2 年生 19%、3 年生 5%、

4 年生 1%となっており、1 年生に偏っている傾向

があることに留意していただきたい。 
このアンケートから、以下のことが判明した， 
 
① SFCの生徒の通学時間は平均1時間21分で、

首都圏の大学の平均通学時間より長い。SFC
の通学時間の平均と首都圏の大学の平均通

学時間の比較を図 2 に示す。 

 
図 2  SFC 生の通学時間 

 
独立行政法人 日本学生支援機構「平成 24
年度学生生活調査」[5]によると、首都圏の

大学の平均通学は自宅から 1 時間 7 分、一

人暮らしだと 16 分となっている。郊外キャ

ンパスやバスでの移動があるため 31~60 分

でキャンパスまで行くことのできる学生が

少ないことが分かる。 
 

② 晴天では 72％，雨天では 80％の学生が湘南

台駅から SFC への移動にバスを利用する。

この傾向を図 3 に示す。 

 
図 3  SFC 生の 寄り駅からの移動方法 
 
図 3 からは辻堂駅からの利用が少ないこと

も読み取れる。湘南台からでも辻堂からでも

SFC に向かえる人を辻堂に回す策を考える

という案もある。 
 

③ 雨天の場合自転車ユーザーはバスに乗って

くることが予想される。自転車のユーザーを

増やすことによってバスの混雑状況を改善

するという案もあるが、図 2 から自転車を使

うという案は雨の時も利用してもらえる案

までを考えないと根本的な混雑解消には結

びつかないだろう。 
 

④ 学年が上がると SFC に通う日数が減ってい

く。この傾向を図 4 に示す。SFC の履修制

度により、研究プロジェクトを除いて、半期

20 単位までしか卒業要件にかかわる係る履



修申告ができない。ようになっている。図 4
より初学期は決められた必履修単位を履修

することが多いため、1 年生は週に 5 日学校

に来ることが多いが、2 年生になると週 3~4
日になる人が増えてくる。 

 
 

図 4 週何日 SFC に通っているか 
 

 
4.2実地調査の結果 
実地調査では 7:50 頃から 8:24 までのバスには

SFC中高生約800人が利用するため大学生が乗る

余地はほとんどない。そのためバスで通学する大

学生は 8:28 以降のバスに乗らざるを得なくなる

ということが分かっている。 
図 5 に並んでいる人数と行列の長さの関係を示

す。並んでいる人数と行列の長さの関係は比例し

て、平均して 10m に約 16 人の人間が並んでいる。

大学生はほとんど 1 列で並ぶため、行列の長さと

待ち行列にいる人数の値が正の相関関係にある。

各地点での値の平均の決定係数(R2値)は 0.995 と

極めて高い値となっている。 

 
図 5  並んでいる人数と行列の長さの関係 

 
次に満員の乗車人数を数えた。連節バスの満員乗車

人数の平均は 91.5 人，定員は 127 人である．その他

のバスの満員乗車人数は平均54.4人，定員は型番の

差はあるが約 77 人であることが分かった。ここでは積

み残しがあるにもかかわらず発車したバスのことを満

員と呼ぶことにする．つまりバスが空いている状態で発

車してしまってもバスに並ぶ待ち行列が 10 人前後で

きていればそのバスは満員と捉える。 
連節バスは図6より満員乗車人数平均91.5人 大

値が 122 人で、 小値が 70 人となっている。杉

山が指摘した通り、連節バスは定員から比較する

と、定員の半分くらいであっても満員だと判断さ

れてしまうこともあることが分かった。 

 
図 6  連接バスの満員の乗車人数 

 
その他のバスは車番や、ノンステップバス否かな

どの差で 大乗車人数に差はあるが、ここでは一

律に考える。図 7 に路線バスの満員時の乗車人数

を示す。図 7 から、 大値が 71 人、 小値が 39
人、全体の平均値が 54.7 人という結果が見て取れ

る。特に混雑する 9:08、10:50 の平均値は 58.9、
59.4 人となった。授業が始まる 20 分ほど前に

も混雑していることが分かる。 

図 7  路線バスの満員時の乗車人数 
 
5 考察 
路線バスの満員時の乗車人数を加算することに

よって、一定の時間の範囲における輸送人数を算

出することが可能でなる。表 2 は 1 限に向かうた

めのバスの輸送容量を表している。平均輸送人数

とは満員のバスの平均値である。 大輸送人数と

はそれぞれの時間に発車した満員のバスの 大値

を足しあげたものである。大学生が通える 8:28 か

ら1限に間に合う境目の時刻である9:08までをそ

れぞれ足しあげてみると理論上平均で 632 人、

大で 748 人輸送できることが分かった。 
 



表 2  1 限履修時の輸送容量 
 バスの

時刻表 
平均輸

送人数 
大輸

送人数 
1 8:28 54 68 
2 8:35 139 171 
3 8:40 185 228 
4 8:45 274 331 
5 8:49 325 391 
6 8:55 416 496 
7 8:59 470 558 
8 9:04 573 680 
9 9:08 632 748 
10 9:12 687 811 
11 9:16 740 874 
12 9:22 823 968 
13 9:26 875 1025 

 
表 3 では大学の授業調査よりその時限での各授業

の履修者の合計を算出し、バス通学する大学生の割

合を掛けた値を示している。つまり 1 限に間に合い

たいと考えている人数である。この値と 大輸送

人数を比較すると月~木曜日の 1 限は通学者数の

ほうが多く、履修者全員が 1 限行く場合、間に合

わない人が必ず出てくるという結果となった。 
 

表 3  各時限履修者のバス通学の人数 
時限  月 火 水 木 金 
1 限 春前半 880 880 872 1011 657 
1 限 春後半 869 667 798 687 683 
 
 
6 結論 
SFC は、現在のところ湘南台駅からのバス輸送

で遅刻者が出ても仕方がないキャンパスと言え

る。大学生の授業受講に対する意欲に応えるため

にも、なんらかの早急な改善策が必要であると考

える。具体的には、湘南台から SFC に行くまで

の方法を変えて輸送容量を増やす、あるいは湘南

台から SFC に行くまでの人員を減らすなどが考

えられる。 
 輸送容量を増やすためには鉄道を通す,マイカー

のユーザーを増やすなどが考えられる。鉄道は交

通政策審議会(2016)[6]でいずみ野線の延伸(湘南

台から倉見)という題目で湘南台から慶応大学

SFC 周辺までの区間の計画が載ることになった。

マイカーを利用し、マイカーを増やすことで乗り

合いサービスも可能となってくるだろう。 
人員を減らすには入学者数を減らす、1 限の履修

者を減らす、衛星授業を取り入れる等が挙げられる。

また湘南台駅付近以外からのユーザーを増やすこ

とで混雑の分散が容易になると考えられる。 
 
7 今後の研究の流れ 
 本研究では SFC へ行く路線バスにどれほどの輸

送容量があり，どのように平準化すれば全員が遅刻

しないかの解明を目指し、実地での調査をおこない、

実データの分析を行った。これにより、混雑時間のピ

ンポイントでの予測は、ある一定の範囲において可

能であることが分かった。今後はこの結果をもとに学

生の移動モデルを作り、より混まない方向や手法へ

の経路誘導を実現したいと考えている。 
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https://www.mlit.go.jp/common/001138590.pdf


ॖୀԽࣾձʹ͓͚Δ�
ॅຽͷࣗൃతͳۭؒར༻ʹ͍ͭͯͷߟͱ�

ͦͷల։Մੑʹ͍ͭͯ�
�ຬྯݪߐ

�෦ֶ̏ࡦጯٛक़େֶ૯߹ܚ
T�����NF!TGD�LFJP�BD�KQ�

ΩʔϫʔυɿҬɺۭؒɺσβΠϯ 
ɹɹɹɹɹɹɹ�
�ɹ͡Ίʹ�
ɹຊڀݚͷతɺগࢠɾྸߴԽͳͲෳࡶԽ͢Δ
ࣾձʹΑͬͯॖୀԽ͍ͯ͠ΔຊͷࣾձΛલ
ఏʹɺॅຽ͕ओମతʹاըɺઃܭɺӡӦ͢Δখ͞
ͳެۭؒڞΛࢀ༩͠؍ɺݱͷਓʑͷΠϯλ
ϏϡʔࣸਅͷهΛ௨ͯ͠ɺࢢຽࣗΒ͕ग़
͑͠Δʮখ͘͞ͱेશʹػ͠ɺҡ࣋Մͳ
ͷσβΠϯʯͷཁૉΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ·ͨɺͲͷ
݅Լʹ͓͚ΔۭؒʹԠ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ൚
༻ੑΛۭؒͨͤͨ࣋ͷઃࢦܭΛ͢ࡧࢥΔͨΊͷ
πʔϧͷ࡞ͨͬߦɻ�
ɹɹɹɹɹ�
�ɹഎܠ�
���ɹগࢠɾྸߴԽ�
ɹख़ࣾձͷҠؒظߦʹ͋ΔࠓͷຊͰɺ
༷ʑͳࣾձ͕ࡏݦԽ͍ͯ͠Δ͕ɺʮগྸߴࢠ
Խʯͱʮࢢ෦ͷਓޱҰूۃதԽʯࠓࡢʹ͓͚
Δٞͷத֩Ͱ͋Δͱ͑ݴΑ͏ɻ�
ɹྫ͑ɺ����ʹެ։͞Εͨ૯লͷใ௨৴
നॻʹΑΔͱɺ૯ਓޱʹஔ͚Δऀྸߴͷׂ߹ɺ
����ʢฏ��ʣͷ����ˋ͔Βɺ����ʢฏ
��ʣʹ����ˋͰ�ਓʹ�ਓΛ্ճΓɺߋʹ��
ݴͷ����ʢฏ��ʣʹ����ˋʹୡ͢Δͱޙ
ΘΕ͍ͯΔɻͭ·Γ���ਓʹ�ਓ͕ࡀ��Ҏ্ͱͳΔ
͜ͱ͕ࠐݟ·Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͩɻগࢠɾྸߴ
Խͷਐߦɺࠃͷੜ࢈ɾ࿑ಇ׆ಈͷத֩Λ୲͏
ੜ࢈ྸਓޱͷݮগಉ࣌ʹਐ͢ߦΔ͜ͱΛҙຯ
͢Δɻͭ·ΓɺࡒΛফඅͨ͠Γɺੜ͢࢈Δਓ͕ޱ
શମͷఀɺॖখ͕ਐࡁܦগ͢Δ͜ͱͰɺຊݮ
͢Εɺఀ͕ࡁܦΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͢ߦ
ํͷ੫ऩݮগʹ࢝·Γɺຊશମͷ੫ऩݮগ͢
Δɻ੫ऩΛؚΊͨࡀೖͰΘΕ͍ͯΔࢢຽʹର͢�

ΔߦαʔϏεʹͱͬͯɺ੫ऩͷݮগͦͷҡ࣋
ͱॆ࣮Λ͔͢ڴඇৗʹਂࠁͳͰ͋Γɺͻ͍ͯ
ࢢຽͷΒ͠ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δ͜ͱͱͳΔɻ
ࠃՈϨϕϧͰ͋Εɺํ࣏ࣗମϨϕϧͰ͋
Εɺߦ͚ͩʹʮެڞͷσβΠϯʯΛٻΊΔ͜ͱ
ඇ࣮ݱతʹͳΓͭͭ͋ΓɺࢢຽʹΑΔίϛϡχ
ςΟσβΠϯඞવͰ͋Δͱ͍͑Δɻ�

���ɹυʔφπɾεϓϩʔϧԽ�
ɹୈೋੈ࣍քେઓޙɺ౦ํ͔Βटݍͱྲྀ
ೖͨ͠ʮۚͷཛʯͷΑ͏ʹɺࢢ෦ͷۀاෆ
͢Δ࿑ಇऀΛํͷਓࡐʹґଘͤ͟ΔΛ͑ͳ͔ͬ
ͨɻͦͷ݁Ռɺࢢ෦ʹ͓͚Δ࿑ಇਓޱͷҰूۃ
த͕ઓޙͷຊʹ͓͍ͯՃͨ͠ɻ൴Βͷଟ͕͘ɺ
ͷυʔࢢΊͨ݁Ռɺٻ߫֎ͱژΛ౦ॅډ
φπԽɺ߫֎ͷεϓϩʔϧԽݱΛҾ͖͜͠ى
ͨɻ֗ࢢ͕ແடংʹ֦େɺൃలͨ͜͠ͱʹΑͬ
ͯҾ͖͜͞ىΕͨͱ͞ΕΔ༷ʑͳͷҰྫͱ͠
ͯɺߦαʔϏε࣭ɾྔͱʹࢢຽͷχʔζʹ
Ԡ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΓͭͭ͋Δɺͱ͍͏͜ͱ
೦಄ʹஔ͖͍ͨɻ�

ද̍ɿຊͷਓޱਪҠ



���ɹࣾձతඥଳͷਰୀ�
ɹҎ্ͷେ͖͚ͨ͘ೋͭͷࣾձΛ࣠ʹɺਓ
͕ߦΑΓɺʹֹݮೖͷࡀগͦΕʹ͏ݮͷޱ
ఏ͢ڙΔެڞαʔϏε͕͜Ε·ͰҎ্ʹػෆશ
ʹؕΔͱ͍͏ະདྷͷ౸དྷ͕ఆ͞ΕΔͱ͢Εɺ
ʹཔΔ͜ͱͳ͘ʮখ͘͞ͱߦຽࣗΒ͕ࢢޙࠓ
ेશʹػ͠ɺҡ࣋ՄͳͷσβΠϯʯΛߦ
ͳͬͯ͘ߦඞཁ͕͋ΔͷͰͳ͍ͩΖ͏͔ɻ�
ɹ͜͜Ͱ͍͏ʮެڞαʔϏεʯʮʯͱɺҰ
ൠతͳެԂެຽؗʹද͞ΕΔΑ͏ͳɺࢢຽͷ
ࣾձతͳωοτϫʔΫΛܗ͢Δ͜ͱͷͰ͖Δαʔ
Ϗεۭؒͷ͜ͱΛ͍ͯ͠ࢦΔɻ�

̏ɹख๏ɹ�
ɹΠϧϙɾίεωΩϯΒ͕ʰ%FTJHO�3FTFBSDI�
5ISPVHI�1SBDUJDF��'SPN�UIF�-BC�'JFME�BOE�UIF�
4IPXSPPNʱʹ͓͍ͯఏএͨ͠ʮߏతσβΠϯ
Ϧαʔνʯʢ$POTUSVDUJWF�%FTJHO�3FTFBSDIʣΛ༻
͍Δ͜ͱͰɺਓֶؒɺจԽਓྨֶɺࣗવՊֶɺ
৺ཧֶͳͲͷྖҬΛࣗ༝ʹԣஅ͠ͳ͕Βͷຊ
࣭Λଟ֯తʹଊ͍͑ͨɻ�
ɹίεωΩϯͦͷஶॻͷதͰɺߏతσβΠϯ
Ϧαʔνɺ࣮ݧʢ-BCʣʗϑΟʔϧυϫʔΫ
ʢ'JFMEʣʗలۭࣔؒʢTIPXSPPNʣͷ̏ͭͷཁૉ
ʹྨ͍ͯ͠Δ͕ɺຊڀݚͦͷதͰಛʹ
ʮϑΟʔϧυϫʔΫʯʹ͓͚ΔߏతσβΠϯϦ
αʔνʹಛԽͨ͠ख๏ͱͯ͠ͷϑΟʔϧυϫʔΫ
Λͨͬߦɻ�
ɹ۩ମతʹͨͬ͜ߦͱͱͯ͠·ͣΠϯλϏϡʔ
͕͋͛ΒΕΔɻख๏ͱͯ͠େ͖͚ͯ͘ߏ
ʗߏԽʗඇߏԽΠϯλϏϡʔ͕͋Δ͕ɺຊݚ
Δࣥ͜͢ݻʹΛܾΊ্ͨͰ߲ͦ͜ࣄͰɺ࣭ڀ
ͱͳ͘ɺஶऀͱΠϯλϏϡʔΠʔʢ͜͜Ͱۭؒ
Λ࡞Δਓͱ͏ਓͷํʣͷରͷதͰॊೈʹ
Λల։͢Δ͜ͱͰ৽͍͖ͮ͠ؾΛಘΔɺߏԽ
ΠϯλϏϡʔͷख๏ʹଇͬͨΠϯλϏϡʔΛߦͳͬ
ͨɻ۩ମతͳهɺ͋Δ͍ௐࠪͷํ๏ͱͯ͠ɺ
ʰTHIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - 
Tools - CasesʔྖҬԣஅతΞϓϩʔνʹΑΔϏδ
ωεϞσϧͷઃܭʱʹ͓͍ͯհ͞Ε͍ͯΔσβ
ΠϯϦαʔνͷख๏ͷதͰɺαʔϏεαϑΝϦͱ
ΞʔςΟϑΝΫτੳͷೋͭΛओʹ༻͍ͨɻ�

��αʔϏεαϑΝϦ�
ϦαʔνϟʔࣗΒ͕ݱෝ͖ɺਓʑ͕ͲͷΑ͏
ʹۭؒΛ͍ͯͬΔͷ͔ɺΛͬͯ͠ݧܦͳ͕
Β؍Λ͏ߦɻ࣮ݱʹࡍͰͨ͜͡ײͱΛϑΟʔ
ϧυϊʔτʹه͢Δɻ�
��ΞʔςΟϑΝΫτੳ�
ΧϝϥʹΑͬͯɺ࣮ࣄͷৄࡉͳهΛ͏ߦɻαʔ
ϏεαϑΝϦΛऴ͑ͨͷͪɺݱͰࡱӨͨࣸ͠ਅ
ΛৼΓฦΓͳ͕Βͦͷࣸਅ͔ΒಡΈऔΕΔঢ়گʹ
͍ͭͯཁૉΛચ͍ग़͠ɺͦΕΒΛ,+๏Λ༻͍ͳ͕
ΒੳʗߏԽ͢Δɻ�

̐ɹՌ�
ɹຊ֤ʹɺطʹ͍ͯ͠ࡏΔɺॅຽ͕ओମత
ɺӡӦ͞Ε͖ۭͯͨؒͷදྫͱ͠ܭըɺઃاʹ
ͯɺݸਓܦӦͷখ͞ͳ͓ళ܈Λ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔɻຊڀݚͰɺ����Ն͔Β������݄ࡏݱ·

KANAZAWA | FIELDNOTE | FORMAT 

 

［店舗名（工房名）：］ 

 
>基礎情報 

日時： 
住所： 
メンバー： 
体験概要： 
所要時間： 
価格： 
 
 
>観察したこと 

！第三者が読んでも状況が把握できるように 
！形容詞をなるべく使わない記述にする 
 
（以下に記述） 
 
 
 >フィールドで持ってきたパンフレット等 
！概要程度、箇条書きで構いません 
！いただけるものは頂きたいです 
 
（以下に記述） 
 
 

ਤ̍ɿϑΟʔϧυϊʔτͷͷϑΥʔϚοτ

Jen’s Grocery & Snacks
20160802 15:00~16:30

Daijirom Mizuno Laboratory
Micro Social Agent
Hamamatsu Fieldwork

10
00

入
り
口

ਤ̎ɿਤ໘



Ͱԭೄݝɺ߳ݝɺେࡕɺੴݝɺ੩Ԭݝͷ̑
Օॴɺܭ���ͷళฮʹෝ͖ϦαʔνΛߦͳͬͨɻ
͜ΕΒখ͞ͳళฮͷू߹ମʵԭೄͷڞಉചళɾ߳
ͷηϧϑ͏ͲΜళɾେࡕͳΜຯԂͷςφϯτɾ
ۚͷ౷ٕज़ͷମݧɾদͷҠຽͱΫϦΤ
Πλʔಉ࢜ͷίϛϡχςΟʵɺͲΕΛͱͬͯ
ͨͩͷʮళʯͰͳ͍ɻͪͨऀࣄҙࣝతʹɺ
͋Δ͍ແҙࣝʹɺ൴ΒͳΓͷίϛϡχςΟσβ
ΠϯΛ࣮ફ͍ͯ͠Δɻళͱ٬ʹΑΔ͍ޓͷࢿຊަ
�ͷΈͳΒͣɺػతࡁܦΛ͢Δͱ͍͏୯७ͳ
ଳͼͨػͷࣾձతٛɺࣾަͳͲࢱɺ࣏ࣗ
ෳ߹తۭؒͰ͋ΓɺͲͷళʹҬझຯίϛϡ
χςΟͷଘࡏΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱͩɻ
ྫ͑ɺڞಉചళͰซઃ͞ΕͨձٞࣨͰҿΈձ
Λ͢Δࢢຽ͕͓Γɺηϧϑ͏ͲΜళͷݢઌͰશ
ച͞ΕɺຯԂͷόʔൢ͕ࡊͷͳ͍Ոͷؔ͘
Ͱళओͱৗ࿈٬ʹΑͬͯʹ�ճϘʔϦϯάେ
ձ͕։͞࠵Ε͍ͯΔɺͳͲͩɻ͜ΕΒͷҰ͢ݟΔ
ͱݟಀͯ͠͠·͍ͦ͏ͳࢢຽओମʹΑΔ׆ಈͱͦ
ΕΛऔΓڥ͘רΛੳ͢Δ͜ͱ͔Βɺߦʹཔ
Δ͜ͱͳ͘ʮখ͘͞ͱेશʹػ͠ɺҡ࣋Մ
ͳͷσβΠϯʯͷώϯτΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ�
ɹੳʹΑͬͯ໌Β͔ʹͳͬͨʮళओʹۙͨ͠
νϟοτεϖʔεʯʮۭؒͷՄมੑʯͷ��ͷཁ
ૉΛɺ,+๏Λ༻͍ͯʮࢥʯʮਓʯʮΞΫςΟϏ
ςΟʯʮۭؒཁૉʯʮۭؒػʯʮπʔϧʯͷ̒
ͭʹྨͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹߏԽ͞Εͨ��ͷཁૉ
ɺࢢຽ͕ࣾձతͳඥଳͱͯ͠ରΛଅۭؒ͢Λ
ઃ͢ܭΔʹ͓͍ͯԠ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹΤϨϝϯτ
Χʔυʹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺࢢຽؒͷٞΛଅ͢
Մੑ͕͋ΔπʔϧΛ։ൃͨ͠ɻ�

ਤ̏ɿΤϨϝϯπΧʔυ

　  　

HardSoft

MIND

01
客のわがままに寄り添う

オーナーが、ユーザーの変化を見抜いたり、声を聞き、サービスや品物をかえること

04 ユーザーに自由を許容する
08 常連を生む
17 ユーザーに合わせて改良する
25 サービスに合わせて改良する

42 使用用途の柔軟性
43 ユーザー層・人数に対応する席の種類

MIND

客層がブラジル人からアジア系移民に移り、味付
けを変た。元来の客であるブラジル人に対応する
ためにたくさんの調味料を置いている。

浜松｜ SERVITU
オーナーの目にかなかった人しか入れない、ス
ナックまちこは、みなオーナーと話に来る常連さ
んが多い。

大阪｜スナックまちこ

　  　

HardSoft

KEY PERSON

12
ユーザーが話したいと思うオーナー

オーナーの人柄に惚れ込み、話をするためにユーザーがくる

03 商品売買のみでない関係を築く
10 セーフティネットになる
15 ユーザーに個人的な情報を聞かれるオーナー
16 なんとなく集まって懇談する
20 ユーザーのおみやげを飾る
23 オーナーがユーザー同士をつなげる

27 オーナースペースに近接したチャットスペース
28 店内の作業スペース
29 オーナーの趣味のスペース
38 プライベート情報を表示する
45 オーナーが生活空間を持ち込む

　  　

HardSoft

ACTIVITY

20
ユーザーのおみやげを飾る

オーナーがお店にユーザーがくれたお土産を飾る

04 ユーザーに自由を許容する
12 ユーザーが話したいと思うオーナー
24 ユーザーが物を持ち寄る

29 オーナーの趣味のスペース
38 プライベート情報を表示する

お客さんに、お土産でもらったひょうたんをお店
に飾る。

香川｜山内うどん

SPACE

　 　

HardSoft

27
オーナースペースに近接した

チャットスペース
オーナーが普段いる場所の側にユーザーが集えるスペースがある

06相互の積極的な情報開示
12 ユーザーが話したいと思うオーナー
16 なんとなく集まって談話する

31 入り口に近接した番台
42 使用用途の柔軟性
40 みんなで集まって懇談する
50 業務用のケース

 沖縄｜有銘共同売店
小学校の隣にあるこの共同売店では、小学生が放
課後、駄菓子を食べたり、遊びに来るスペースが
レジの横に設けられている。

　  　

HardSoft

FUNCTION

39
外部に沁みでる

お店の外のスペースで、お店で買ったものを外へ持ち出し、
食べたり談笑したりする

16 なんとなく集まって談話する
19 近隣の店舗と上手く接合する

34 出入り口付近の小さな外部スペース
35 出入り口から離れた大きな外部スペース
50 業務用のケース

店の中のスペースではなく、外の腰掛ける場所
で、店で買ったものを食べて集う。

沖縄｜桃原共同売店

　  　

HardSoft

TOOL

47
手作り POP

オーナーの自作の POPを通じてユーザーとのコミュニケーションがうまれる

13 一見のユーザーを迎え入れるオーナー 30 思い出の品を買えるスペース

沖縄｜奥間共同売店
このほかにも、ゆっくりしていってねとハートの
絵文字や顔文字を交えた POPが目立つ。店員自
らが作っている。

表

表

裏

裏

ਤ̏ɿΤϨϝϯπΧʔυ
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̑ɹޙࠓͷల�
ɹຊڀݚɺݱஈ֊·ͰʹϑΟʔϧυϫʔΫʹ
ΑͬͯಘͨݟΛੳ͢Δ͜ͱͰɺҰൠࢢຽʹΑ
Δओମతͳۭؒͷํ͍ʹ͍ͭͯͷٞΛଅͨ͢
ΊͷπʔϧΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͔͠͠ɺඇ
ҙਤతʹߦΘΕ͖ͯͨΛ࡞ʹجͨ͠ΤϨϝ
ϯπΧʔυΛҰൠࢢຽͱ࣮ફతʹ༻͍ͯɺҙਤత
ʹۭؒΛઃ͢ܭΔͱ͍͏࣮ફతͳԠ༻͕Ͱ͖͓ͯ
ΒͣɺҰൠࢢຽͷతͳۭؒઃܭΛิॿ͢Δͨ
ΊͷϝσΟΞͱͯ͠ɺΧʔυͷ͋ΓํɺϝσΟ
Ξͦͷͷͷܗଶͱͯ͠ΧʔυΛ࠷దղͱݟͳ͢
͔൱͔ɺݕ౼͕ेʹͰ͖͍ͯͳ͍ɻΑͬͯɺࠓ
৽͍ͯͨ͘͠ΊͷҰาͱͯ͠ɺߋ͜ͷπʔϧΛޙ
࣮ફతʹΧʔυΛ༻͢Δͷબఆͱ࣮ࢪΛ͢Δ
͜ͱ͕ඞਢͰ͋Δͱ͑ߟΔɻ�

̒ɹߟࢀจݙ�
ἠఉ৳ʢ����ʣʰࢢΛͨͨΉʔਓݮޱগ࣌Λ
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1.  Abstract 
 In 2015 and 2016, I investigated prey items 
delivered to young Goshawk during breeding season 
at an urban park and Meiji shrine. In the urban park, 
direct observation was made for one pair of goshawk 
from mid-May to mid-August 2015. In the shrine, I 
collected pluckings and pellets around a nest from 24 
May to 5 July and 5 June to 5 July 2016, respectively. 
Prey items mainly White-cheeked Starlings 
Spodiopsar cineraceus, Feral Pigeons Columba livia 
and mammals. 
 
2.  Introduction 
 The Northern Goshawk Accipiter gentilis has been 
at risk of extinction in Japan. By 1993, it was 
designated as nationally endangered species of wild 
fauna and flora (Ministry of the Environment 2016). 
However, the species population and distribution 
have recently expanded (Kawakami & Higuchi 2003), 
including in urban areas (Horie & Endo 2013). Even 
in the special wards of Tokyo, representing the 
metropolises of Japan, the goshawk population has 
increased (Kawachi 2012).  
 It is known that by the late 20th century in Europe, 
abundance and distribution of Northern Goshawks 
had increased compared to the past century (Rutz et 
al. 2006). Moreover, during the last 30 years, the 
species has colonized urban environments throughout 
Europe (Rutz et al. 2006). One of the factors of urban 
colonization in Hamburg was the increase in avian 
prey abundance (Rutz 2008). This species was much 
more flexible in its choice of nesting and foraging 
habitat (Rutz et al. 2006). Thus, existence of 
available prey species and diet adaptation is one of 
the substantial characteristics of urban colonized 
goshawk. To understand its urban colonization, diet 
information is important. However, urban breeding 
goshawk diet has not been reported in Japan.  
 Fortunately, I had a good opportunity to study prey 
items delivered to nestlings by a pair of goshawks at 
an urban park (surveyed in 2015) and Meiji shrine 
(surveyed in 2016) in central Tokyo. Here, I reported 
the results obtained through direct observation, pellet  

collecting and Plucking scanning. 
 
3.  Study sites and methods 
3.1  Study sites 
 The study areas are located in an urban park in 
Nerima Ward (35�44�N, 139�39�E) and Meiji 
shrine (35°67'N, 139°69'E) in Shibuya Ward, in the 
special wards of Tokyo (Fig. 1). The details of the 
urban park nest site was not disclosed based from 
the request of the local cooperators and to protect 
the goshawk nesting from many photographers 
and birdwatchers. 
 Nerima ward has a land area of 48.08 km2, total 
human population of 727,252, population density of 
15,126 persons/km2 (Tokyo Statistics Division 
Bureau of General Affairs 2016). On the other hand, 
Shibuya ward has a total population of 217,456 
persons, land area of 15.11 km2 and population 
density of 14,392 persons/km2 (Tokyo Statistics 
Division Bureau of General Affairs 2016). 
 The urban park has a land area of 60.8 ha, including 
7.6 ha amenity grassland and 23.7 ha of continuous 
plant coverage. Japanese False Oak Lithocarpus 
edulis and Chinese Hackberry Celtis sinensis are the 
dominant species in the vegetation (Tokyo 
Metropolitan Park Association 2016). The park is 
isolated from other large parks and vegetated areas 
by urban land use. In a 1-km radius around the 
goshawk nest, land use composition comprises 
80.6% urban (residential and industrial), 12.9% 
forest (deciduous broad-leaved secondary forest, 
vegetated parks, and cemeteries), 5.0% amenity 
grassland, 1.3% farmland, and 0.2% water bodies. 
This land use composition was calculated using 
vegetation maps (Biodiversity Center of Japan 2016) 
at a scale of 1:25,000, using ArcGIS Version 10.2.2 
(ESRI 2014). 
 Meiji shrine has a total land area of 70 ha, mainly 
covered by evergreen broad-leaved forests and 
dominated by Camphor Laurel Cinnamomum 
camphora and Japanese Chinquapin Castanopsis 
cuspidata. Majority of the forests are restricted to 
citizens. The nest was located on a Sawara cypress 



Chamaecyparis pisifera. Residential and commercial 
buildings, as well as tower buildings and the Yoyogi 
park (54.1 ha land area) surrounded the shrine. The 
land use composition consists of a 1 km radius 
around the Goshawk nest, 64.9% urban land use 
(residential and industrial area), 32.8% forests 
(evergreen broad � leaved forest, deciduous 
broad-leaved tree secondary forest, vegetated parks 
and cemeteries), 1.6% grassland (lawns), 0.4% water 
body and 0.3% farmland.  

 
Fig. 1. Map showing the location of the study sites. 
The area of diagonal lines corresponds to the 23 
special wards of Tokyo Metropolis, and the 
black-shaded area is Nerima Ward and Shibuya 
Ward. The white square is Meiji shrine. 
 
3.2  Prey item analysis 
 In the urban park, Prey item delivery was observed 
daily from hatching to dispersal within May 13, 2015, 
to August 14, 2015 (except for May 14 and 15) at an 
approximate distance of 60 m from the nest tree 
during the daytime (from 0500 to 1800). Prey items 
were photographed whenever possible.  
 In the Meiji shrine, pellet collecting under the nest 
and plucking scanning around the nest were 
conducted from approximately 7 days after hatching 
to 7 days after fledging. Pellet collecting and 
plucking scanning were conducted from 5 June to 5 
July and 24 May to 5 July, respectively. Plucking 
scanning and pellet collecting were conducted once a 
day, three to four times a week. Both site pairs 
reproduced successfully and three youngs ultimately 
fledged, respectively.  
 Pellets were analyzed based on Sabo & Laybourne 
(1994). Hot water and gentle soap (liquid dawn) used 
to wash and recover the feathers and bones. In Meiji 
shrine, for each method (pellet collecting and 
plucking scanning) and when pooling prey items 
based on both methods, items were identified 

assuming the minimum possible number of 
individuals per collection event (Marchesi et al. 
2002).  
 I identified each prey species when possible. When 
I was unable to identify an item to species, I used any 
diagnostic part to categorize the item into a more 
general category (e.g. genus or family). Several 
unknown bird species used as prey items were 
classified as either small birds or minimum-sized 
birds, which comprised of birds similar in size to the 
White-cheeked Starling Spodiopsar cineraceus and 
Eurasian Tree Sparrow Passer montanus, 
respectively. Small bird biomass values were 
expressed in terms of White-cheeked Starling 
biomass and minimum-sized bird biomass values in 
terms of Eurasian Tree Sparrow biomass. Biomass 
values for birds of identifiable species, Brown Rat 
Rattus norvegicus and Small Japanese Mole Mogera 
imaizumii were determined according to reports by 
Enomoto (1941), the National Institute for 
Environmental Studies (2012), and the Forestry and 
Forest Products Research Institute (2007), 
respectively. Small-sized mammals biomass values 
were expressed in terms of Brown Rat biomass. The 
biomass of Eastern Spot-billed Duck Anas 
zonorhyncha nestlings was estimated based on 
predation photographs, and the biomass of adult 
White-cheeked Starlings, which were approximately 
equivalent in size. I was unable to identify the  
Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri manillensis 
biomass information, hence I used Azure-winged 
Magpie Cyanopica cyanus biomass. Both species are 
similar in size. In central Tokyo, Corvus species is 
approximately identified like Large-billed Crow 
Corvus macrorhynchos. I used its biomass for 
Corvus sp. biomass. The taxonomy and nomenclature 
used were based on the Check-list of Japanese Birds 
7th Revised Edition (The Ornithological Society of 
Japan 2012). 
 
4.  Result 
 According to the observations, 300 items of seven 
prey species were collected in the urban park (Table 
1.). Prey consisted of birds (88.3% of the total 
number of prey items), mammals (two species; 4%), 
and unknown species (7.7%). The diet was 
dominated by White-cheeked Starlings and pigeons 
(mainly Feral Pigeon), which together accounted for 
81% of the 7 total prey items. 
 In the shrine, I collected 32 pellets and 32 pluckings 
and totally 111 items of seven prey species were 
identified (Table 1.). Many of the prey items were 
Feral Pigeons Columba livia (18.9% in number and 
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32.6% in biomass), mammals (23.4% in number and 
29.4% in biomass) and White-cheeked Starlings 

(29.7% in number and 18.3% in biomass) (Fig. 2).  

 
Table. 1. Prey item numbers and biomass for breeding Northern Goshawks Accipiter gentilis in central Tokyo, 
from May 13 to August 14 2015 (Urban park) and May 25 to 5 July 2016 (Meiji shrine). The total number of 
each prey species is listed (N) and the percentage contribution to the goshawk diet is given for each (total 
percentage does not add up to 100% due to rounding). % Mass contributions to total biomass were calculated 
using the masses for each prey species (masses based on previous studies and our own observations). Pooled 
shows added the pellets and pluckings number (Calculated by pooling pellets and prey remains and assuming 
the smallest possible number of individuals per prey species per collection event.). 

�
 

 
Fig. 2. Prey item composition (%) and biomass (%) 
of urban park breeding pair and Meiji shrine pair 
(pooled pellets and pluckings). Each number shows 
the major prey item category percentages, 
respectively (total percentage does not add up to 
100% due to rounding). 
 
5.  Discussion 
 In both nests, White-cheeked Starlings and Feral 
Pigeons dominated the diets of the nestling and 
fledgling goshawks. These species are common in 
urban areas of Tokyo. Feral Pigeons mainly inhabit 

open paved areas, while White-cheeked Starlings use 
grassland for foraging. Both species form flocks. 
Goshawks tend to hunt along forest edges and in 
open habitats (Kenward 1982). Therefore, Northern 
Goshawks may forage selectively for species that use 
open habitats and are found in high density at our 
study site.  
 However, the two sites had different diet 
composition. In the urban park, White-cheeked 
Starlings and pigeons dominated the diet. While in 
the Meiji shrine, goshawk fed more on other species. 
Remarkably, Meiji shrine goshawk hunts many 
mammal species. There is also an environmental 
difference between the urban park and Meiji shrine. 
The urban park is surrounded mainly by residential 
area, while the Meiji shrine is surrounded by 
commercial area. In addition, it is known that 
goshawk is flexible in its choice of foraging habitat 
and opportunistic predator (Rutz et al. 2006; Horie & 
Ozaki 2008). Thus, each goshawk has adapted to its 
nest site habitat and hunt more easily to get there. 
 The goshawks in both sites hunt more amounts of 
typical Synanthrope species such as Feral pigeon, 
Rattus species and Tree sparrow. Goshawk 
increasing in urban area may relate to those prey 
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items population dynamics. Indeed, goshawk 
changes its prey items with the prey population 
fluctuation (Linden & Wikman 1983). To 
demonstrate the goshawk’s urban colonization, 
further researches on the correlation between 
goshawk urban colonization and prey items 
population changing in urban area are needed. 
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1 概要  
 
 本研究は文化人類学の視座からの難民研究とエ
スノグラフィを基盤に、得られた知見をデザイン実
践という形で問題解決手法を提案する横断的取り
組みである。難民を代表とするディアスポラと呼称
される転地経験から民族意識への強い回帰を持つ
人々と共に、織物伝統の継承を設計する。 
 
2 研究背景 
2.1 ミャンマー難民のタイ定着 
 
 本節ではミャンマーカレン族の民族誌を主軸に、
多くの難民を輩出している側面からカレン族と接
合されるタイにおける難民制度や難民キャンプの
全容を整理していく。 難民の地位に関する条約
（1951年）と難民の地位に関する議定書（1967年）
の両者を合わせた難民条約内では難民を「人種、宗
教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員である
ことまたは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れ
があるという恐怖を有する」ため国を追われる事と
なった人と指定している。UNHCRが定める難民関
連統計値には難民以外に国内避難民（Internally 
Displaced Persons:IDP）、無国籍者（stateless persons）
の項目が含まれている[UNHCR, 2015]。交差する定
義を統一するため本論では一貫して非自発的に生
活する場所を追われ、支援を求める人々を広義の意
味での「難民」と呼称することにする。タイ国内に
難民キャンプが初めて設置されたのは1984年のこ
とだった。現在ではタイとミャンマー国境のタイ側
に存在する10つの難民キャンプに計10万6213人が
暮らし、その数は毎年更新されている。難民キャン
プ内の住居は番地で管理され、学校、病院、協会な
どの生活機関が機能する非常に自治的な村落とし
て在る。長期化する難民キャンプ生活では第2世代
が誕生し、帰還を前提とした一時的避難所としての

難民キャンプから定着所として役割の変化が見受
けられた。衣食住が保障されたその先のより人間ら
しさを取り戻す生活への回帰が次点課題とされて
いる。難民の様に身一つで母国から逃れて来た人々
でも「彼らの多くが自分たちのアイデンティティの
前提として、「故郷」に特別な執着を持っており、
またそのことに自覚的でもある。「故郷」は世代を
超えた記憶として代々語り継がれるが、時にまだ見
ぬ想像上の、理想化された土地となっていることも
ある。」[Ang, 2004]とされる様に難民キャンプの様
な外部干渉の無い空間にて生まれた子供でも民族
帰属意識を持つとされる。この様な議論はタイの小
さな難民キャンプの事例として語られるものでは
なく、グローバル化する世界の中でトランスナショ
ナルやトランスカルチャーへの理解が高まり研究
が勃興している事と接続出来る。  
 
2.2 第三世界とものづくり 
 
 本節では先進国の民衆へのものづくりに代表さ
れる様な「売る」ためのデザインではなく、第三世
界に代表される人々の暮らしから発生した生き生
きとしたものづくりの魅力について説いていく。
1960 年代に植民地主義から第三世界の文化人類学
が勃興し「未開社会」の社会、人々、文化への理解
が求められ始めた。「未開思考の根源には秩序づけ
の要求が存在」し、我々が理解出来ない思考を背景
にした社会や文化に対しても「共通性という角度か
ら接近すればわれわれにとって異質と思われる思
考形態を理解することがより容易になる」とし 
[Lévi-Strauss, 1964:13]構造を用いて解釈することを
可能とした。この理論体系が反映された活動形態は
「ブリコラージュ」とされ、ありあわせの材料と道
具を用いて即興的に自分の手で物を創作行為
[Lévi-Strauss, 1964]として呼称した。この様なものづ



くりは一過性の概念ではなくどの時代においても
共通して行われている。同じアナロジー下にあるも
のとして『生きのびるためのデザイン』や「Design 
For The Other 90% 」[Smith, 2007]内でのデザイン活
動が参照出来る。途上国の人々が自分達の状況に最
適な資源や道具を用いるという基本姿勢は変わら
ずとも、能力や技術を外部化する事によってより品
質向上が見られた。web2.0、Internet of Things、デジ
タルファブリケーションによって情報や素材に簡
単にアクセス出来る環境が整備された事 [Abel, 
2011]によって物理的障壁が下がったことが要因と
される。東洋と西洋に区分される西洋至上主義[Said, 
1986]の議論が 2 度目の局面を迎えたのは、概念で
なく抜本的な変化の後に上下関係が取り払われデ
ザイナーと素人が同時に参入することが可能とな
り皆がデザイナーとなりえる時代になった。デザイ
ナーの母数が多くなることは持続可能性とも接続
され、2015 年の「持続可能な開発サミット」にて
採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」内の「持続可能な開発目標（SDGs）」に提
言された「持続可能な消費と生産のパターンを確保
する」のマニフェストと接続出来る。トップダウン
型の社会から市民が協力し合い問題を解決しなが
ら自分の手で社会をつくっていくこと [Manzini, 
2015]が未来への持続可能性に繋がるとされる。 
 
2.3 商業としてのサステナブルファッション 
 
 本節では消費財として機能するファッション産
業への環境、人権問題への懸念から取りただされる
サステナブルファッションの在り方において商業
的側面から検討していく。モードを更新する消費装
置の代名詞とされるファッションはここ 150 年ほ
どで開発された産業構造である。19 世紀後半にシ
ャルル・フレドリック・ウォルトがオートクチュー
ルと呼称される注文服のシステムを普及させ、より
効率的な生産と消費を可能とするプレタポルテへ
と変化を遂げた[成実 2007]。パサージュに代表され
る消費空間も相まってモノの価値として付随する
コード（記号）は、衣服にとってのモード（流行）
やブランドであり、すぐさま更新されるモード
[Baudrillard, 1995]と共にファッション産業が発展し
ていった。急速に巨大化した背景には環境や人権を
犠牲にしてきた側面もあり、限りある資源の使用方
法を含めた持続可能な産業構造を再検討する必要
が出てきた。地球温暖化の原因に人間活動が関わっ

ている事は科学的にも明らか[気候変動に関する政
府間パネル (IPCC)第 5 次評価報告書 (AR5) 
2013-2014]であり、対策を講じなければ未来資産は
減少する一方である。社会におけるファッションの
持続可能性において注目が集まる中、2004 年に H
＆M は商品の一部にオーガニックコットンを採用
し、2005 年ルイヴィトンは環境宣言を通じて商品
輸送に空輸からエネルギー消費の少ない船便へと
変更することを発表し大手ファッションブランド
が変革を牽引していると言える。一般的な衣服は
「設計̶製造̶流通̶販売̶使用̶廃棄」の過程を
辿るとされ[Gwilt, 2014]何かしらの過程において手
段を講じる事で持続可能な産業構造を再検討する
ことが可能となる。影響の大きなプレイヤーとして
デザイナーも廃棄のサイクルまで見通したデザイ
ン設計の責任が問われている。デザイナーへの指針
として米環境保護庁は DSE（design for environment）、
DSR(design for recycle )、DSD(design for disassembly )
を掲げることによって概念の流布に加えて一定の
基準を設けている。 
 
3 デザインリサーチ  
3.1 手法論 
 
本研究の手法は「Design Research Through Practice: 

From the Lab, Field and the Showroom」[Koskinen, 
2011]の中で提唱される「構成的デザインリサーチ」
(Constructive Design Research)に依拠している。構成
的デザインリサーチは実験（Lab）、フィールドワ
ーク（Field）、展示（Showroom）の３つに分類さ
れ、その中でもフィールドワークにおける構成的デ
ザインリサーチは文化人類学のエスノグラフィの
手法を基盤に真正な文化の解釈を行い、得られた知
見をものづくりへと展開させる手法を取っている。
これに加えて高齢者や障がい者などのこれまでデ
ザインプロセスから排除されてきた人々を設計に
巻き込む「インクルーシブデザイン」を用い、あく
までも人間中心設計を念頭に置くデザインリサー
チに取り組んだ。 

 
3.1  タイ タムヒン難民キャンプ 
 

2014年 9月にタイ、カンチャナブリ県タムヒン難
民キャンプにフィールドリサーチを行った。1950
年代に設立された本難民キャンプには現在 8000 人
が居住しており住人の 99%がミャンマー難民の大
多数を占めるカレン族である。難民キャンプ内の運



営状況を明らかにしつつ、文化継承の実体把握、女
性のキャリア開発を目的に調査を行った。(図 1) 
（図２） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
図１：難民キャンプ内住居  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２：住居内に飾られたカレン民族衣装 
を纏った家族写真  

 
3.4 高田馬場 リトルヤンゴン  
 
2015年7月に高田馬場のリトルヤンゴンと呼ばれる
在日ミャンマー人のコミュニティへフィールドリ
サーチを行った。元難民認定者であるミャンマー人
男性に普段利用する店舗や知り合いの店舗を案内
してもらった。本調査目的は難民における定住プロ
セスと在日コミュニティの実体調査である。(図３) 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

図３：高田馬場の雑居ビルにはミャンマー語のテナ
ントが数多く入居している 

 
また紙面制限の関係で割愛するが上記以外にも
2016年 5月に FabLab Ghanaに滞在し現地の人々と
実践的なプロジェクトを行った青木翔平さんへの
インタビュー、2016 年 6 月鶴見自主夜間中学「つ
るみえんぴつの会」への移民の子供に対する教育補
助制度としての夜間中学の実体調査や、2016 年 6
月ミャンマー マンダレー地方域マンナントゥ村に
おける伝統織物技術の調査、2015 年 7 月の高田馬
場のリトルヤンゴンへ元難民認定者であるミャン
マー人男性に案内してもらうことで在日コミュニ
ティの実体調査など行っている。 

 
3.1 明らかになったこと 
 

母
国

受
入
国逃

亡
居
住

衣
食
住
・
安
全
の
確
保

仕
事
の
確
保

余
暇
の
充
実

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰

 
図 4：受入国での定着過程 

 
複数のフィールドリサーチを通じて母国から難
民もしくは移民として移り住んだ人々が現地社会
や文化に順応していく過程を見ることが出来た。最
短で 5 年、最長で 30 年を掛けて一時的な居住地か
ら定住地として適応しながら生活を営む姿が観察
された。(図４) 

 
4 実践 
4.1 プロダクションライン 
 
フィールドリサーチでの知見を総称するとディア
スポラと呼称される物理的には離散していても強
い民族帰属意識を持ち、ときには定着地にホームを
構築する人々[Clifford, 1994]がデザインの対象とし
て立ち上がってきた。複雑な状況を背景に曖昧にな
るナショナリズム[Anderson, 1983]を喚起させる装
置や、受け継ぐことが出来ていない伝統を記録する
手段をデザイン実践として提案出来るであろう。ま
た難民キャンプの様な特殊空間を１つのデザイン
制約条件と設定しアプロプリエート・テクノロジー
（適正技術）の要件[Smith, 2009]で限られた資源や
材料を用いたものづくりを行う事も成果物を提示



するフィールドによっては必要とされる。よって成
果物にタイ周辺国の民族独自に発展する織物文化
に着目し、織り技術を伝承できる機械を製作するこ
とにする。社会背景で記述したサステナブルファッ
ションの風潮やフィールドワークにおいて製造の
全行程を一村内で行う事例から半永久的に循環す
る衣服の生産ラインを設計することにする。(図５) 
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図５：成果物のプロダクションライン  

 
4.2 紡績機プロトタイプ 

 
成果物が利用される状況を想定した上で、ものづ
くりの照準を定めるために以下の制約を設けた。 
 
 - 釘、ねじ、接着剤を使わない  
 - 特別な道具、材料を使わない  
 - 現地で手に入る資源をなるべく使う  
 - 低価格で作る  
 - 組み立て、利用に特別な知識、力を必要としな
い  
 - 片付けが簡単に行える  
 
その上で世界中どこでもアクセス出来る資源とし
て PVC（Polyvinyl chloride）を利用した。PVCは鋼
鉄にプラスチックを接着被覆したパイプで、任意の
長さに裁断出来、それらを用途に合わせたジョイン
トパーツによって接合させ用途に合わせた形態を
作ることが出来る。(図６) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
図６：廃棄自転車と PVCを用いた紡績機 

5 展望 
 
実践の項目においては現在進行中であり紡績機と
同様に現地でアクセス出来る素材と技術の範囲内
で反毛機と織り機を製作し、糸から服までの衣服生
産プロセスを循環する手法の確立を検討している。 
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1 はじめに 

1.1 SDGsにおける国際保健分野の目標 
2015 年に終了した国連ミレニアム開発目標

（MDGs）では、国際保健分野において目標が達成

された側面もある一方で課題も明らかになった。つ

まり、個別課題を数値目標で達成する手法と、うつ

病や自殺、事故、慢性疾患などが具体的目標に反映

されなかったことである。 

このような反省をふまえ、次の 2030 年に向けて

持続可能な開発目標（SDGs）では、途上国と先進

国という枠組みを超えて、誰一人として置き去りに

せずに個人の健康問題が解決され、すべての人々が

幸福に生活できるようにという願いが込められて

いる。これを反映して、SDGs の目標 3 に保健分野

の目標として、「Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages（あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保し、福利を促進する）」

が掲げられている。 

この well-being は「福祉」や「福利」とも訳され

るが、人々が幸福に暮らせるように、「しあわせ」

や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての人々

が最低限の幸福を享受する権利をもち、社会的援助

を提供するという理念を示すものである。この

well-being が目標に掲げられた意味は、まさに一人

ひとりの人間の健康と幸福を世界共通課題として

追求していくという強い決意が含まれている。 

国際保健における今後の課題としては、それまで

の数値だけで目標を達成するやり方ではなく、保健

問題の当事者である「一人の人間」を常に中心に置

き、疾病中心ではなく、トータルに一人の人間の幸

福を追求していくことである。そのためには、保健

問題に直面する人間の主体的な行動を支えること

ができるように、住民、コミュニティ自らが保健と

「つながる」ことができ、包括的プライマリヘルス

ケアの取り組みの担い手となれるように保健シス

テムを再構築していく必要がある。 

  
1.2 包括的プライマリヘルスケアとは 

 包括的プライマリヘルスケアとは、すべての人に

とって健康を、基本的な人権として認め、その達成

過程において、住民の主体的な参加や自己決定権を

保障する理念であり、方法・アプローチでもあると

いえる。ただ疾病をコントロールするだけではなく、

人間を社会的存在と捉えた健康を目指すことであ

り、結果よりもプロセスを重視する考え方である。 
住民やコミュニティを主体としたボトムアップ

型アプローチを採用し、地域の伝統や知恵などの強

みやアセッツを活かし、住民主体の自律的な活動と

社会的弱者をエンパワーするという長所をもつ一

方で、理想的すぎる、達成を評価しにくいといった

短所も指摘されている。 
2008 年の WHO の世界保健報告では、「いまこそ

プライマリヘルスケア Now more than ever」という

タイトルで、プライマリヘルスケアの理念が再評価

された。1978 年に、国際保健政策の要としてアル

マ・アタ宣言で採択された「すべての人々に健康を 
Health For All」を実現するためには、個人とそれを

含む市民社会が重要なアクターであり、住民参加が

主体となる包括的プライマリヘルスケアの重要性

が再認識されるのは当然のことといえる。 
 

1.3 タイにおける HIV/AIDSの現状 
2014 年のデータでは、1 年間に HIV に新たに感

染した人は 7,816 人、AIDS 関連死は 20,492 人、そ

して HIV 陽性者は全体で 445,504 人である。抗レト

ロウイルス薬による治療が導入されてからは、

AIDS で死亡する人は大幅に減少し、2005 年～2013
年の間に56％もAIDS関連死を防ぐことができたと

いう報告もある。 
しかし、若年層や MSM（Men who have Sex with 

Men）などハイリスク集団と呼ばれる人々の感染率

は依然として高く、予防政策が浸透していない。新

たに感染する成人の 90％は無防備な性交渉による

ものとされており、また、新たに感染する人のうち、

41％は MSM や男性セックスワーカー、トランスジ

ェンダーであると報告されている。これは、彼らが

複数のパートナーと性交渉をしたり、ハイリスクな

性行動やコンドームを使用しないことなどが要因

として挙げられる。 
また、タイでは若年層の妊娠も大きな問題となっ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B8%E7%A6%8F
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%8F%B4%E5%8A%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%8F%B4%E5%8A%A9&action=edit&redlink=1


 
 

ている。15 歳～19 歳の妊娠はアジアで最も高く、

2012 年には、20 歳以下の平均 355 人が毎日出産し

た計算になり最年少は 12 歳であった。2000 年～

2012 年に若年層の出産が 2 倍に増加した 5 県を対

象に、400 人の若年リーダーを育成するキャンペー

ンがタイ王室直轄の NGO である CCF（Community 
Children Foundation）によって現在行われている。

CCF の活動は、問題解決にあたって、当事者である

若者自身が主要なアクターとなり、その活動を教員、

家庭、コミュニティがサポートすることを特徴とし

ている。 
 
2 研究目的 
 タイにおける HIV/AIDS 政策において、当事者で

ある MSM と若年層が主体的に活動する様子を参与

観察することで、国際保健が課題として挙げる「誰

一人として置き去りにせず」に健康問題を一人ひと

りの問題として捉え、当事者が主体となる意義と、

すべての人々にとっての well-being とは何かを包括

的プライマリヘルスケアの観点から明らかにする。 
 

3 研究対象と方法 
研究期間：2016 年 9 月 18 日～28 日 
研究場所：タイ王国ウボンラーチャターニー県 

      ケマラート郡 
研修受け入れ団体と活動内容： 

 Health And Share Foundation（以下、HSF） 
この団体は、地域に生活する人々の健康を守るた

めに、地域にある資源を最大限活用しながら、地域

住民の参加を主体とする社会支援活動を行ってい

る。 
主な活動内容は、①HIV 陽性者のリーダー育成と、

家庭訪問を含めた HIV 陽性者の支援全般をサポー

ト②MSM（Men who have Sex with Men）の HIV 予

防のためのセルフグループ育成と活動支援③問題

を抱える子どもと家族を支援するために、

Community Action Group の活動の立ち上げをサポー

ト④若者への性教育活動である。 
なおこの団体は、2016 年 3 月に、「特定非営利活

動法人シェア＝国際保健協力市民の会（本部・東

京）」より活動を引き継いだ。シェアは、タイ東北

部で 26 年前に住民参加を主体とする下痢予防活動

を開始し、その後、HIV 陽性当事者と共にケアと予

防啓発活動を行ってきた。 
 
研究方法： 

HSF の事務所に 9 日間滞在し、毎日活動に同行し

参与観察とインタビュー調査を行った。 
今回の研究目的と照らし合わせ、対象となる事例の

参与観察を以下の MSM（Men who have Sex with 
Men）の活動に絞った。 
 
 

①近隣の 3 校から選抜された 65 人の児童生徒（小

学 5 年～中学 3 年）に対する性教育の合宿（2 泊 3
日）に参加。生徒たちは合宿後に各学校やコミュニ

ティでリーダーとして性教育活動を行うことにな

っている。  
日時：9 月 23 日～25 日 6 時～21 時 
場所：Baansuan Khunta Golf & Resort Hotel 
主催者：CCF（Community Children Foundation）の 

職員 3 名、HSF4 名（MSM2 名を含む） 
参加者：近隣 3 校の 65 人の児童生徒（小学 5 年 

～中学 3 年まで男女同数）、教師 6 名 
 

②HSF 事務局長にインタビュー調査 
 
4 結果 
4.1 MSMを含む指導者側の伝えたかったこと 

事務局長へのインタビューから、若年層への性教

育については、政府は予防より治療に重点を置いた

資金配分をしているが、HIV に新たに感染する人が

若年者にも多いことからこの層への対策が必要で

あることがわかった。若年層は、Sex の話やコンド

ーム使用に対して否定的な態度が見られ、性交渉に

おいても相手に断ることができずにいる。また、妊

娠した場合にもその後の人生に影響を与えること

をよく理解していないなどの脆弱性があることか

ら早期の性教育は有益であるとのことであった。 
具体的にグループワークすることで、参加者の意

見を聞きながら自分の考えを深めたり、また性に関

して正しい知識を得ることで、自分の体を守り健康

に生活できることの重要性を理解してもらうよう

に工夫されたプログラムで構成されていた。 
例えば、模造紙に１本の線を引き、その上に 10

代から 80 代までの区分に分け、生物学的な発達段

階と学習によって変えることのできる行動とに分

けて、そのライン上にプロットしていく作業があっ

た。この作業を通して、発達段階の中で 10 代が最

も身体的な変化がみられるだけではなく、性的行動

に対しても興味関心が出てくることを理解しても

らうことを目的としていた。 
また、男女の体の模式図に特徴を書き込むゲーム

や、ティーンエイジの好きなことや問題点、性行為

について思うことなどをグループ毎に模造紙に書

くワークや、コンドームの使い方の実践もあり、女

性用コンドームについても具体的な装着方法を紹

介していた。男女に分かれて体の違いについて学ぶ

ワークでは、「なぜ陰毛が生えるのか」、「なぜ勃起

するのか」、「1 回でも性交渉すると妊娠するのか」

など疑問も多く挙がり、生徒たちが性について疑問

に思ったことを率直に質問し、その疑問を解消する

ことで性について正確な知識を得ることの重要性

を強調していた。 
 
 



 
 

4.2 生徒が性教育を通して学んだこと 
初めは緊張していた生徒たちであったが、早朝 6

時から夜 9 時までずっと一緒にレクリエーション

などを通して団結を図ることで次第に打ち解け合

っていった。グループごとにティーンエイジの問題

点や性行為について思うことをまとめたり、体につ

いての講義を通して次第に学ぶことへの意欲を示

した。最終日には、今後、学校やコミュニティでリ

ーダーとして活動するための実施計画書を立案す

るにあたり、模造紙に目的や対象者、期間、場所、

方法、予算まで具体的に計画を作成した。 
生徒たちは、この一連のグループワークを通して

次第に自信を深めていった。また MSM がファシリ

テーターを務めたことで、最初は戸惑いながら好奇

の目で見ていた生徒たちも MSM たちと一緒に活動

を共にするうちに、偏見や好奇の対象としではなく

一人の人間として接することができた。その結果、

最後の解散式ではお互いを労いながら抱き合い、別

れを惜しんでいた。 
生徒たちは、自分たちの年代が最も性に対して脆

弱であることを学び、早期妊娠や HIV 感染を含む

性感染症を予防する重要性を学習したことで、予防

することで自分たちが健康に生活することができ、

それが他者にも良い影響を与えることを理解する

ことができた。 
そして、2 泊 3 日の集中的な合宿を通して自信を

深め、リーダーとして他者へ伝える役割を担う責任

感をもつことができた。最終日には合宿に対する評

価を行ったが、大変満足であったとする生徒がほと

んどであった。 
 
4.3 性教育において重視されていたこと 
ウボンラーチャターニー県では若年層の妊娠が

大きな問題となっていることから早い段階で性教

育を行うことで知識を習得し、自分たちの健康を守

ることの大切さを教えることを重要視している。 
また、MSM の人たちをファシリテーターとして

採用することで、生徒たちが偏見を持たずに、そし

て性について楽しく記憶に残るようなプログラム

構成に重点を置いていた。MSM の人たちは、感受

性が強く脆弱な面も持ち合わせているが、ストレー

トに感情を表現し、言葉もストレートに使うために、

医療者や教員とは異なるインパクトがあると事務

局長も話していた。また、彼らが活動を通して自分

に自信が持て self-esteem が高まった人もいるそう

である。 
そして、生徒たちがチームワークで活動を円滑に

行えるようにレクリエーションに多くの時間をと

ることで、気分転換と団結力を高めていた。最終日

には、モーラムという腰を激しく動かすダンスで盛

り上がり、楽しい時間を皆で共有することができた。

そして、リーダーとして学校やコミュニティで性教

育活動をすることが求められているために、具体的

な実現性のある計画を立案することが求められる

だけではなく、活動の予算が主催の団体から拠出さ

れるために、より詳細な案を計画することが求めら

れ、生徒たちは厳しいながらもしっかり協力し合い

ながら取り組んでいた。 
 
5 考察 
5.1 MSMが性教育を行う意義について 

生徒たちは 2泊 3日の長時間集中的に性教育につ

いて講義を受けることができたのは、MSM の人た

ちがエンターテインメントの要素を取り入れて楽

しい雰囲気づくりをしながら進行していったから

である。事務局長の話にもあったように、彼らは感

情をストレートに表現し、言葉も直接的表現が多い

ことから教師や医療者が教育するよりも明確なメ

ッセージを生徒たちに伝えることができる。 
また机上の学習に留まらず、65 人で合宿生活を

しながら学んだという事実が楽しい思い出として

記憶に残るという利点もある。また、生徒たちは最

初は MSM の人たちを好奇の目で見ているような印

象を得たが、次第に打ち解け合い最後には別れを惜

しむまでになっていた。このことは、MSM という

HIV/AIDS 対策ではハイリスク集団としてひとくく

りにされている人たちにも、それぞれ個性があり、

一人の人間として見ることができたということで

あり、感受性豊かな若年層の体験としてとても有益

であると考えられる。生徒たちはこの後、それぞれ

の学校やコミュニティで性教育を実際に行うリー

ダーとなるために、ここで MSM と一緒に生活した

経験は偏見というキーワードが彼らの中から消え

ることが期待される。生徒たちが偏見をもたずに

MSM のことを語ることで、それを聞いた周囲への

波及効果も期待される。 
また MSM にとっても自分たちが主体的に教育活

動を行うことで、HIV 感染や早期妊娠を予防する保

健活動に参加しているという自信につながる。また

教えるためには自分たちも正しい知識を学ばなけ

ればならず、そのように習得された知識は他の

MSM にも伝わり波及効果が生まれ、性感染症につ

ながるハイリスクな行動の予防にもつながる。 
もともと、MSM は当事者同士のグループ活動が

盛んでもあり、コミュニティをベースにした自助活

動が米国やペルー、中国など世界中で成功している

例も多い。しかし、MSM が生徒に対して性教育を

行う例は検索したかぎり論文では見つからなかっ

た。このように、若年層と MSM という保健政策に

おいてターゲットとなる集団が共に対象者として

ではなく、自らがリーダーとなって性感染症や早期

妊娠予防のための行動変容を促す活動を行うこと

は、包括的プライマリヘルスケアの観点からも当事

者の主体性が発揮され、それが人々の健康を向上さ

せる Well-being につながると考えられる。 
 



 
 

5.2 若年層への教育 
若年層は、性に関する知識不足と精神的脆弱性か

ら自分の健康を守る方法を知らず、また人生に影響

を与えることをよく理解していないなどの脆弱性

があることから早期からの性教育は重要であると

考えられる。身体的・精神的発達が以前にも増して

早発になっていることから、生徒たちが自分たちの

体について素朴で素直な疑問を解消する場が必要

である。家庭や学校で話しにくいことも、第三者が

介入することで率直に思いを打ち明けることもで

きる。実際、生徒たちは体の仕組みやコンドームの

使い方について熱心に学んでいたことから、身体的

発達のスピードに性教育が追いつく必要性がある

ことが十分に理解できる。この年代は学校という集

団生活で過ごすことが多いため、一度に多くの生徒

に教育することで波及効果が期待できるという利

点もある。 
また、グループに分かれ参加者同士で考えること

により、相手の意見を聞き、間違った知識をもって

いたことに気づくこともでき、お互いに学び合える

場となる。また、グループワークが円滑に行えるよ

うに、気楽に意見が言えるような雰囲気作りや集中

力が持続できるように、合間に体を動かすゲームな

どレクリエーションを取り入れることで記憶に定

着しやすい。 
日本の場合は、文部科学白書によると、学校にお

ける性に関する指導を進めるに当たっては、児童生

徒の発達段階に沿った時期と内容で実施すること、

保護者や地域の理解を得ながら進めること、個々の

教員がそれぞれの判断で進めるのではなく、学校全

体で共通理解を得て実施することなど留意する必

要があると記載されている。しかし、学校によりば

らつきがある。この背景には、HIV の感染経路は性

行為による感染が最も多く、感染予防の重要性を伝

えるために、性行為やコンドームの説明を避けるわ

けにはいかないという理由がある。しかし、「生徒

の発達段階に沿った時期や内容」という表現があい

まいであることから、中・高校生には早すぎる、性

行動を助長する危険性があるという意見があった

りして、性や HIV/AIDS 教育が教育現場で積極的に

行われていない現状がある。 
国により状況が異なるので一概にどちらが良い

悪いと決めることはできないが、早期の段階から学

校や家庭以外でも性教育を提供できる場は必要な

のではないかと考えられる。この場合に NGO の役

割は大きい。タイでは学校の性・HIV/AIDS 教育の

カリキュラム作りのプロセスに、NGO も参加でき

たことから、現場をよく知っている NGO の声も反

映された。それ以降、教科書にも HIV/AIDS のこと

を詳しく掲載できるようになったり、授業も参加型

で行われるようになったりと、大きく授業内容にも

変化が起きたという。 
以上、MSM が性教育を行う意義と若年層への教

育について考察を行ったが、包括的プライマリヘル

スケアの観点から考察すると以下のことが言える。 
 
5.3 Well-being の視点と包括的プライマリヘルス

ケア 

若年層への性教育は、未来の財産である若者が自

分たちの健康に関心をもち他者への影響も考慮し

ながら予防知識を習得する点で well-being の担保に

なる。well-being を促進するために MSM たちが教

育することの意味について考えたとき、生徒たちが

楽しく学ぶという視点も重要である。持ち前のサー

ビス精神で人々を楽しませてくれる MSM が性教育

を行う意義は、生徒たちが少数派の人々に偏見を抱

かなくなるばかりではなく、楽しい時間を共有する

ことで記憶として定着することを容易にすること

である。生徒だけではなく同じ時間を共有した

MSM や教員にとっても well-being が満たされてい

たと考えられる。WHO によって開発された

well-being を測定する尺度の 5 つの質問項目のなか

には、「明るく、楽しい気分で過ごした」「日常生活

の中に、興味のあることがたくさんあった」など、

まさに性教育で体験したことと合致する内容があ

る。 
well-being を享受し、自分たちの健康を守りなが

ら生活をより豊かなものにするために、主体的に

人々が楽しく学ぶ場が増えることは、「一人の人

間」を常に中心に置き、疾病中心ではなく、トータ

ルに一人の人間の幸福を追求していくことにもな

り、包括的プライマリヘルスケアの精神につながる

ものであると考えられる。 
 

6 おわりに 
以上のように、HIV/AIDS 対策においてターゲッ

トとなるはずの若年層と MSM の両者自らが、主体

的に自分たちの健康問題について取り組むことで、

良い相乗効果が生まれることがわかった。また楽し

く記憶に残る性教育を通して well-being が促進され、

一人ひとりの健康を考えるうえでも保健政策に

well-being の視点が重要な要素であることが示唆さ

れた。これをタイの一地域における一成功事例とし

て終わらせるのではなく、タイの中で、また、日本

を含めた他の国々にも、その地域に受け入れられる

形で広げていくことが、今後必要とされているだろ

う。 
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1 はじめに 

日本の世代別人口は老年人口が多く年少人口が

少ない釣鐘型となっており、今後逆ピラミッド型へ。 

高齢者を支える現役世代への負荷が大きくなる

なか、五大疾患のうち精神疾患の患者数が第 1 位。 

メンタルヘルスへの対応が急務となっている。 

 

2 実験 
2.1 概要 
メンタルヘルスケアとして日本人が昔から馴染

みのある温泉と温泉施設が行っているプログラム

について前後において未病を治す影響があるか検

証を行った。 

2.2 プログラム内容 
＜温泉入浴＞ 
➢ 内容：施設内にある内湯と露天風呂においての

入浴。浴槽温度は38~42℃の温泉である。 (泉質

：単純硫黄泉(硫化水素型) アルカリ性 低張性 低
温泉) 

➢ 測定者数：109名(22~88歳 平均56.43歳)（男性

35名；女性74名） 
➢ 測定項目：体重、血圧、ストレスチェック（唾

液（アミラーゼ））、脈拍、酸化還元値 
➢ 測定項目別測定者数 
 ・体重：109名 
 ・血圧：109名 
 ・ストレスチェック：109名 
 ・脈拍：99名(22～88歳 平均56.12歳)(男性30名；

女性69名) 
 ・酸化還元値：68 名(22~88 歳 平均 55.97 歳)(男
性 23 名；女性 45 名) 

 

＜ストレッチ＞ 
➢ 内容：家庭でも簡単にできるストレッチを腰や

背中を集中的にケアするプログラムを実施。スト

レッチ法としてマーメイドストレッチやキャッ

ト＆カウ、針の糸通しなどのプログラムを実施。

プロ講師による45分のコース 
➢ 測定者数：108名(23~87歳 平均51.33歳)(男性22
名；女性86名) 

➢ 測定項目：体重、血圧、ストレスチェック、脈

拍 

➢ 測定項目別測定者数 
 ・体重：108名 
 ・血圧：108名 
 ・ストレスチェック：108名 
 ・脈拍：88 名(23～87 歳 平均 51.52 歳)(男性 17
名；女性 71 名) 

 

＜ハーブセラピー＞ 
➢ 内容：ハーブの入浴剤を作るプログラム。ベー

スの塩か重曹かを選択し、色入れるハーブ、香り

を選択。ハーブはミント、ベルガモット、ラベン

ダー、ゼラニウム、ドライガレンデュラから選択

。プロ講師による45分のコース 
➢ 測定者数：102名(22~85歳 平均51歳)(男性22名
；女性80名) 

➢ 測定項目：体重、血圧、ストレスチェック、脈

拍、酸化還元値 
➢ 測定項目別測定者数 
 ・体重：102名 
 ・血圧：102名 
 ・ストレスチェック：102名 
 ・脈拍：65名(22~85歳 平均50.88歳)(男性17名；

女性48名) 
 ・酸化還元値：70 名(22～76 歳 平均 51.07 歳)(男
性 15 名；女性 55 名) 

 

＜スポーツマッサージとアロマケア＞ 
➢ 内容：日頃疲れている足の太ももを中心にアロ

マオイルを塗りセルフマッサージする方法を学

ぶ。ラベンダーのアロマを使用。プロ講師1人に

対し2人1組となりお互いにマッサージを行う。プ

ロ講師による45分のコース 
➢ 測定者数：104名(24~81歳 平均53.23歳)(男性31
名；女性73名) 

➢ 測定項目：体重、血圧、ストレスチェック、脈

拍、酸化還元値 
➢ 測定項目別測定者数 
 ・体重：104名 
 ・血圧：104名 
 ・ストレスチェック：104名 
 ・脈拍：32名(24～81歳 平均52.88歳)(男性9名；

女性23名) 
 ・酸化還元値：84 名(24～81 歳 平均 52.96 歳)(男



性 24 名；女性 60 名) 
 

＜ピラティス＞ 
➢ 内容：ヨガのリラックス効果に加え体幹を鍛え

る動きもミックス。shoulder bridgeやroll up、rolling 
take a ballなどのプログラムを行う。呼吸法はラテ

ラル胸式呼吸。プロ講師による45分のコース 
➢ 測定者数：16名(28～64歳 平均43.94歳)(男性5
名；女性11名) 

➢ 測定項目：体重、血圧、ストレスチェック 
➢ 測定項目別測定者数 
 ・体重：16名 
 ・血圧：16名 
 ・ストレスチェック：16名 
2.3 測定項目及び機器 
 測定項目は以下(表 2)の機器を使用し測定した。 
 

表 2：測定機器 

 
2.3 統計学的分析 
 統計学的分析は実施前後の各項目を対応のある t
検定を用い 5%未満を有意とした。 
2.4 結果 
結果は以下の(表 1)ようになった。 
 

表 1：結果一覧 

 
温泉(図 1)ハーブセラピー(図 2)スポーツマッサ

ージ(図 3)は特に多くの項目において有意差が生じ

た。    

一方でストレッチ(図 4)やピラティス(図 5)は有

意差が生じない項目もあった。 

 

3 考察 
 温泉に入浴することにより温泉内の含有成分の

科学、薬理作用及び入浴による物理作用や温熱効果
1)が体へ影響を与えたと考える。一方で月田は血圧

が低下することにより脈拍数は増加するとしてい

たが、本研究では脈拍数も減少していたことから、

露天風呂近くにある森林の効果 2)によるマイナス空

気イオンなどの影響を受けたと考えられる。 

ハーブセラピーではプログラム内容から匂いに

より、大脳辺縁系に刺激を与え副交感神経系の活動

が活発になった。その結果としてコルチゾールが低

下 3)したことで血圧及び脈拍、ストレスが低下した

と考えられる。 
スポーツマッサージとアロマケアではハーブセ

ラピーと同様匂いにおける影響のほかに、マッサー

ジによりエンドロフィンが放出され、サブスタンス

P の放出が減少した影響があると考えられる。 
ストレッチでは安静にしているより効果的とい

う結果 4)もあることから筋肉や血管を伸縮すること

により精神的にも肉体的にも影響を与えたと考え

られる。 
 ピラティスでは慣れない動きもあるためか、短期

間での結果は出ず、長期的には体重が減少するとい

う結果 5)もあるため継続的な検証が必要である。 

 

4 まとめ 
温泉によりストレスが減少し未病を治すことは

実証された。 
しかし温泉以上にアロマによる効果及び活用の

しやすさを考えると、今後 
アロマによるメンタルヘルスケアの可能性も検

討していく必要があることが明らかになった。 
 

5 図 
*p<0.05  **p<0.01 

 
図 1：温泉入浴前後における項目毎の平均値比較 
 

 
図 2：ハーブセラピー前後における項目毎の平均値

比較 
 



 
図 3：スポーツマッサージとアロマケア前後におけ

る項目毎の平均値比較 
 

 
図 4：ストレッチ前後における項目毎の平均値比較 
 

 
図 5：ピラティス前後における項目毎の平均値比較 
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1 研究の目的 
 “過労死”という社会問題に対して、その解決の

一助をはかる活動である。ただ単に、企業に対して

労働時間の削減や改善を主張するものではなく、現

行の法律や制度の分析を踏まえ、総合的な側面から

過労死の防止を考える。特に過労死の問題に近い研

究分野である労働法（法学的側面）と、メンタルヘ

ルス（精神医療的側面）の両面から解決への手法を

考え、複合的な問題分析を図る。最終的には、今後

期待される政策論を述べるだけでなく、現場で行え

る手法まで提言することを目的とする。 

 

2 序論 

 「過労死」という言葉が社会に浸透していったの

は、1990 年頃である。1990 年後半から、業務上の

過労やストレスが原因となって脳疾患、心臓疾患、

精神障害を発症し悲劇的な死至る、いわゆる「過労

死」・「過労自殺」（以下、過労死と過労自殺を複合

したものを過労死等と記載する）が職場に広がり、

21 世紀に入っても深刻な社会問題・人権問題とな

っている。そもそも長く間「過労死」という言葉の

定義付けがなされておらず、「過労死」という言葉

が何を指すのか不明瞭であった。しかし 2010 年に

労働基準法施行規則別表第 1の 2の例示疾病に脳・

心臓疾患を追加されたのを機に、2014年 11月 1日

に施行された過労死防止対策推進法により、明確に

定義がなされた。近年でも、過労死等の事案は発生

しており、日本海庄や事件や JR 西日本事件は長時

間労働による労働者の過労死事件として記憶に新

しいだろう。また、過労死は KAROSHIの語で国際的

にも通用しており、世界共通の問題であることは言

うまでもない。日本における過労死者数の指標でも

ある厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」では、

脳・心臓疾患では 96件、精神疾患 93件となってい

る(共に平成 27 年度)。労働法学においては、過労

死が生じた際の救済策として、労働災害補償制度に

よる労災保険の給付と、使用者を相手に取る民事損

害賠償請求の 2つが併存する。本稿では、過労死に

対する法的救済の一つである民事損害賠償請求の

根拠となる安全配慮義務の具体的内容について検

討を行い、過労死の防止という観点から近年の取り

組みを考察し、今後、使用者側に求められる安全配

慮は何なのかを考察する。 

 

3 労働法学における過労死の民事責任 
 過労死の民事責任を使用者に求める場合の法的

構成には、使用者の安全配慮義務違反(労働契約法

5 条、以下労契法)を理由とする債務不履行による

損害賠償(民法 415条)と、不法行為による損害賠償

請求(民法 715条)がある。使用者が負うべき安全配

慮義務には、適正労働条件措置義務、健康管理義務、

適正労働配置義務、看護・治療義務などがある。し

かし、安全配慮義務違反の具体的内容を特定したか

らといって、損害賠償請求が認められるわけではな

い。認められるには、過労死・過労自殺における因

果関係と帰責性の存在が必要となる。つまり、使用

者の民事責任が肯定されるには、使用者の安全配慮

義務違反と労働者の死亡や疾病との間に相当因果

関係があることが必要であるとされている。 
 
3.1 電通事件最高裁判決 
 平成 3年に広告代理店(以下、Y)に努める当時 24

歳の男性労働者(以下、A)が自殺する事件が起こっ

た。Aは、素直な性格で責任感が強く、完璧主義的

な傾向にあった。A は長時間労働を続けるうちに、

うつ病と思われる症状を患い、異常な言動を繰り返

していたが、上司らは Aが休息を与えるなどの措置

は取らなかった。Aの自殺後、遺族らが Aは異常な

長時間労働によりうつ病を患い、その結果自殺に追

い込まれたとして、Y らに 2 億 2200 万円の損害賠

償を請求したのが本事案である。最高裁判決では

「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務

を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心

身の健康を損なうことがないように注意する義務

を負」うと判示している。また「企業等に雇用され

る労働者の性格が多様のものである…(中略)…と

ころ、ある業務に従事する労働者の個性の多様さと

して通常想定される範囲を外れるものでない限り、

その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業



務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害

の発生又は角台に寄与したとしても、そのような事

態は使用者として予想」すべきであるとも示してい

る。 

 

3.2 因果関係の有無 
 電通事件では、因果関係について、最高裁は、精

神医学的知見も踏まえて、過重労働から自殺、うつ

病、うつ病から自殺という因果関係の連鎖を認めた。

過労自殺の場合、一般的に自殺には本人の意思が介

在する故に、当然に過重労働と自殺との因果関係が

肯定されるわけではない。自殺者に心因性の精神障

害を引き起こすに足りるだけの業務上の過重な負

担があったか否かが問われることとなる。一方で、

脳・心臓疾患による過労死の場合、業務条の過重な

負担があったか否かは労災認定基準に基づいて判

断するのが一般的である。厚生労働省では、脳・心

臓疾患の発症前１ヶ月間に 100 時間又は 2〜6 ヶ月

間平均で月 80 時間を超える時間外労働がある場合

発症との関連性が強いとしており、裁判でも同様で

あると想定される。つまり、過労死は、過重労働→

脳・心臓疾患による死亡というものであるのに対し、

過労自殺は、過重労働などの心理的負荷→うつ病等

→自殺という流れであり、自殺が精神障害によって

正常の認識、行為選択能力が著しく阻害された状態

でされたと認められる必要がある。 

 

3.3 予見可能性・帰責事由 
 因果関係と共に、使用者に安全配慮義務違反が認

められるためには、使用者の故意・過失が必要であ

る。特に、被災労働者がそのような事態に陥るかを

想定できたか（予見可能性）は使用者の故意・過失

を認める上で重要な観点となる。過労死の事案にお

いては、予見可能性が争点となっているのは少なく、

因果関係を認めた裁判例は当然に予見可能性があ

ることを前提としている。しかし、過労自殺の場合

は、精神障害は労働者の内面の健康問題であり、そ

の状態把握は外見からは必ずしも認知が容易では

ないことから、使用者として配慮措置を講ずること

が可能であったか問われる。例えば、電通事件では、

Aが異常な言動を繰り返していたにも関わらず、上

司が何ら対策を講じなかった点から予見可能性が

あるとされ安全配慮義務違反が認められている。ま

た同時に、健康を損なう原因となった労働実態、あ

るいは健康を損なっている状態について使用者が

認識していたか認識可能であれば、予見可能性はあ

ると示している。他の裁判例(山田製作所事件や日

本赤十字社事件)を踏まえると、長時間労働等の過

重な業務によるうつ病自殺の場合は健康状態の悪

化のおそれの認識可能性、長時間労働等の実態の認

識または認識可能性があれば、労働者の自殺に対す

る肯定的予見可能性を示している。過労死等の事案

ではないが、オタフクソース事件では「事業者には、

労働環境を改善し、あるいは労働者が労働時間、勤

務状況等を把握して労働者にとって長時間労働又

は過酷な労働とならないように配慮するのみにな

らず、労働者が労働に従事することによって受ける

であろう心理面又は精神面への影響にも十分配慮

し、それらに対して適切な措置を講ずべき義務を負

っている」と判示している。この事案では、会社側

が被災者の変調を疑い、同僚や家族に対しても然る

べき対応をするべきであったとし、また心身の負担

を軽減するための具体的措置を講じる時間もなく、

健康状態の悪化の予見可能性を否定し得る要素が

多いにもかかわらず、安全配慮義務が認められた。

一方で、日赤益田赤十字病院事件など、使用者等に

予見可能性がないとして、安全配慮義務違反又は過

失を否定する裁判例も少なくない。このように予見

可能性については、各裁判例で分かれているが事案

によって異なると見るのが相当である。過労自殺に

おいては、長時間労働などの強い心理的負荷を与え

る業務上の出来事があった場合には、使用者等にお

いて、それを認識していたか認識し得たときはうつ

病等の精神障害を発症し得ることは当然に予想で

き、自殺に至ることも通常あり得ることであり、過

重な業務等に対する認識可能生があれば足り得る

と解することができる。 

 

3.4 過失相殺 
 民法(418条及び 722条 2項)では、使用者が安全

配慮義務違反した場合において、労働者にも過失が

あって事故や傷病発生に至ったときは過失相殺が

行われることを規定している。過労死の事案におい

て、過失相殺が適用される事例は、①労働者の基礎

疾患を有する場合、②労働者の健康管理が不十分で

あった場合、③労働者の業務遂行に問題があった場

合、④業務以外の事情があった場合に類型化できる。

一方で過労自殺においては、本人の性格が問題とな

るケースが多い。例えば、上記電通事件の控訴審判

決では、被災者の真面目で責任感が強く、几帳面で

完璧主義等のうつ病親和性ないし病前性格及び親

が被災労働者の勤務状況、生活状況を改善するため

の具体的な措置を採っていない等の理由に民法 722

条 2項を類推適用して３割の過失相殺を認めた。 

しかし、最高裁判決では「…性格及びこれに基づく

業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんしゃく

することはできない」と判示し、過失相殺を認めた

原審を破棄した。過労自殺事案における過失相殺に

ついては、本人の性格的素因や脆弱性で勘案してい

るが、うつ病についていえば、罹患しやすい性格傾

向は真面目で責任感が強い人と言われておりこの

ことが過失相殺の理由とされるとしたら理不尽で

ある。また、家族が適切な対応をしなかったことを

過失相殺の対象とすることについても、被災者の異

常な言動が見受けられるにも関わらず、家族が無関

心を貫いた、さらなる精神的負荷を与えたなどの余



程の過失が認められる問題があったことを前提と

すべきである。 

 

4 近年の行政の取り組み 
 過労死等で問題視されているのが労働者の「過重

な業務」であるが厚生労働省はこれを抑制するため

に、いくつかの対策を講じてきた。2002 年に行政

指導通達を発布して以来、種々の検討会報告書や労

働政策審議会建議を経て、2006 年に発布された行

政指導通達において、2015年 12月より労働安全衛

生の改正法と同時にストレスチェック制度が実施

される事となった。また 2014年 11月 1日には、過

労死等防止対策推進法が施行された。過労死防止対

策推進法では、国・地方公共団体は過労死等を防止

する責務を負うとしたうえで、その防止対策は国、

地方公共団体、事業主その他の関係者の密接な連携

の下に行われなければならないとして過労死問題

における責任の所在を明確化した。さらにこれまで

不十分であった過労死について本格的な調査・研究

を行っていくこととした点も本法律の意義である。

その成果として、2016 年、厚生労働省は「平成 28

年度版過労死等防止対策白書」を公表した。国が掲

げている平成 32年までに「週労働時間 60時間以上

の雇用者の割合を 5%以下」、「年次有給休暇取得率

を 70%以上」、平成 29年までに「メンタルヘルス対

策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上」とす

る目標とまでは、まだ時間がかかるかもしれないが、

より国の理念を民間企業にまで浸透していく施策

を推進していけば、不可能な数字ではないだろう。 

 

5 労働者のメンタルヘルス 
 過労死等を未然に防ぐ施策として、今後求められ

るものは何なのか。近年注目を浴びているのが労働

者の精神的健康、所謂「メンタルヘルス(mental 

health)」の保護に関するものである。一般に、「メ

ンタルヘルス」という言葉は、「心の健康」や「精

神衛生」と訳されるが、メンタルヘルス不調者の職

場における増加に伴い、メンタルヘルス対策の強化

が重要な課題となった。現代社会においては、雇用

形態の複雑化により、業務を一遍的に捉えることが

できず様々な形でのストレスが蔓延している。過労

死等に至る可能性のある精神障害を労働者が発症

しない為に、職場においてメンタルヘルス対策を講

じる事が必要である事は自明であろう。2015 年 12

月 1 日より労働安全衛生法の改正とともに常時 50

人異常の事業場において、ストレスチェック制度の

導入が義務付けられた。ストレスチェック制度とは、

定期的に労働者のストレス状況を検査する事を事

業者に義務付け、その結果を労働者に通知する事に

より、労働者のメンタル不調の危険性を低減させる

と共に、検査結果を集団的に分析し、職場環境の向

上に資するという取り組みである。ストレスチェッ

ク制度の課題として、情報の取り扱いが挙げられる。

ストレスチェックの内容には家庭事情などに大き

く影響を受けることから、情報の中でもプライバシ

ー性が高い。ここで問題となるのが健康（メンタル

ヘルス）情報の保護の必要と安全配慮義務履行のた

めの周知の必要との衝突である。メンタルヘルス不

調者が安全に労務に就けるよう、使用者は安全配慮

を講ずる必要があるが、情報のプライシー性が高い

ため、容易に周知を行えない可能性が出てくる。 

周知が行われなければ、他の労働者が当該労働者へ

の不満が募ることも考えられる。使用者側は当該労

働者の安全配慮を講じながら、情報の秘匿という両

翼を担うことになるだろう。 
 
5.1 企業に求められるメンタルヘルス 
 ストレスチェック制度の導入により、労働者はい

つでも自身のストレス度を測ることができる一方

で、必ずしも使用者側に結果を申告する義務はない。

故に、かえって、ストレスチェックの結果により自

身の労働条件や環境に不利益を被るおそれを危惧

し、使用者側に情報を秘匿する恐れがある。その場

合、使用者側は安全配慮の施策を講ずることが出来

ず、最悪の場合さらなる被害が及ぶ可能性もあるだ

ろう。メンタルヘルスの問題は、労働者の個別性に

ある。個別性ゆえに、一律的な対策でメンタル不調

の発生を抑止する事は不可能であると考えられる。

メンタルヘルス不調に陥った際に講ずるべき施策

は労働者個々人で変わるであろう。しかし、その前

提として、労働者がメンタルヘルス不調を訴えられ

る仕組み、環境が必要とされる。労働者の状況を正

確に把握して職場環境改善につなげるためには、労

働者が自らの心理的な負荷の状況を実施者に打ち

明けられる環境を整える必要がある。 
 
6 結語 
 以上のように、本稿では労働法学における過労死

に対する法的救済と民事損害賠償請求の根拠とな

る安全配慮義務の具体的内容を検討した。その上で、

今後、過労死防止のための企業に求められるメンタ

ルヘルスと現在の行政の取り組みを紹介した。現状

として、労働基準法 32 条で一定の縛りはあるとい

えど、労働法では労働者の過労死・過労自殺を事前

に防ぐ仕組みとして未だ不完全である。一方で使用

者としても労働者が過労死すれば、民事上の損害賠

償をしなければならないだけでなく、世間への風評

被害やイメージダウンへと繋がりかねない。故に、

事前に過労死予防の観点から勧められているメン

タルヘルスは今後より重要度が増していくであろ

う。メンタルヘルスの問題は労働者の個別性にある。

個別性ゆえに、一律的な対策でメンタル不調の発生

を抑止する事は不可能であると考えられる。しかし、

予防策として企業が後手に回っている状態では、真

の予防とは言えない。本研究では、過労死防止策の

一環として、うつとストレスの相関を調べる心理分



析を行った。紙面の関係上、詳細なデータや概要は

当日に控えさせていただきたい。いずれにしても、

過労死防止の観点での取り組みはまだ始まったば

かりである。我が国の進歩において、先人達の長時

間における業務での発展があったことは否定でき

ない。しかし、その働き方が見直されたいまこそ、

改めて、働く上で命の大切さを再認識すべきでなか

ろうか。 
 
7 おわりに 
 本研究「過労死防止のための労働法と企業に求め

られるメンタルヘルス」を実施するにあたって様々

な方にご支援いただいた。心理分析にご協力いただ

いた被験者の方々をはじめ、指導教員である新保史

生先生や法学部内藤恵教授、総合政策学部非常勤講

師の猿渡めぐみ先生には多大なる感謝を申し上げ

る。また、本大会の主催者である湘南藤沢学会から

研究助成基金をいただいたことにより、更なる研究

の実現と今回の発表の機会をいただけたことに深

く御礼を申し上げたい。 
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1.0 研究概要 
 都市空間と情報空間を連動させることにより可能

になる音楽の状況を推論し、タクティカル・メディ

アを実装することが本研究の目的である。アンリ・ 
ルフェーブルによって提唱されたリズム分析を基盤

とし、下北沢という都市のリズムを分析することを

試みる。シチュアシオニスト・インターナショナル

の活動やタクティカル・メディアとして定義される

作品に着目をして、既存の都市や建築を「転用」し

有効に活用することで、都市空間と情報空間を「漂

流」する手助けとなる音楽メディアを設計し、一般

市民が暮らす都市を理解するきっかけや一般市民の

都市への関わりしろを助長する。 
 

2.0 研究背景 
 2.1 タクティカル・アーバニズム 
 私たちの住環境に密接に繋がっている都市や建築

デザインにおける現状は、都市部への人口集中化や

著しい経済格差などの問題が指摘されている。国連

「世界都市化予測 2014」によれば、都市部の人口が

農村部の人口に比べて増加する都市化の傾向にある

という。具体的には、2014 年の時点で世界人口の

54％が都市部に移住しているほか、2050 年には

66％に増加すると予測されている。また、このデー

タは都市部と農村部の経済格差が広がりつつあるこ

とも示唆している。 
 本研究は、そうした状況にある都市への戦術的介

入としての「タクティカル・アーバニズム」に着目

する。タクティカル・アーバニズムとは、一般市民

主体で行われる、もとある場所やモノの読み替えと

転用を通じた、都市空間に対する低予算で敏速な改

善活動である。タクティカル・アーバニズムは、ア

ンリ・ルフェーブルの思想と前衛芸術集団シチュア

シオニストの実践に系譜がある。ルフェーブルは、

技術主義・構造主義が支配的となった当時の社会を

都市と日常生活の観点から批判し、都市は複数の他

者によって読み替え・書き替えが可能な場であり、

誰もが主体性を持つことができる場であるとした

［南後, 2010］。ルフェーブルの思想に影響を受け

た前衛芸術集団シチュアシオニスト（シチュアシオ

ニスト・インターナショナル）は、市民の消費の舞

台である日常に着目しながら、創造的な実験社会を

実現するための「漂流」や「転用」といった概念を

つくりだした。「漂流」とは自分たちのいつもの移

動・行動のための要因すべてを放り出して「街で見

つける地形や出会いに引き寄せられていくこと」で

あり、「転用」とは国家や専門家によって設計され

た状況をその意図とは異なる用途で利用する行為を

表している。以上のことを踏まえると、ルフェーブ

ルの思想やシチュアシオニストの実践を前提としな

がら、デザイナー主導の現代の都市計画によって生

じる問題に対する民間レベルでの問題解決が、タク

ティカル・アーバニズムであると整理できる。 
 また昨今では、アメリカはニューヨークに拠点を

置く非営利団体 CUP（Center for Urban Pedagogy）
が、一般市民と政策立案者、グラフィックデザイナ

ーなどが恊働で都市政策や都市計画を紐解くプロジ

ェクトを推進することで、一般市民の都市への介入

の手助けをしていることが注目されている。CUP の

実践は、非営利団体が運営していることからタクテ

ィカル・アーバニズムのようなラディカルさは希薄

だとしても、一般市民が都市を知ることが都市への

関わりしろへの第一歩であると考えると、彼らの活

動は従来のデザイナー主導の都市計画への批判とし

て興味深い。また、CUP は多様な利害関係者と共に

ワークショップを行った成果物を書籍メディアやポ

スター、ときにはオープンソースキットとしてイン

ターネット上に公開している。この活動からも CUP
は独りよがりになりがちな政策立案者と都市を実際

に使う一般市民との架け橋的存在になっていること

が理解できる。 
 
以上のように、 

1. アンリ・ルフェーブル：零度のモダニズム

建築における日常生活批判 
2. シチュアシオニスト（状況主義者）：転用

と漂流などを用いた戦術的な都市実践 



3. CUP：都市計画家主導から一般市民主導の

都市実践へのきっかけづくり 
と、本研究の軸である、デザイナー主導から一般市

民恊働へと移行しつつある近代都市計画の系譜につ

いて概観した。 
 
 2.2 多様化するメディア 
 1990 年代にインターネットが普及して以来、メデ

ィアを取り巻く環境もめまぐるしく変容しつづけて

いる。従来の紙媒体の静的な書籍から動的な電子書

籍への移行のみならず、一般市民にパーソナルコン

ピュータが普及し、さらには小型で移動可能な携帯

やスマートフォンなどのインターネットと接続した

メディア媒体を所有することが当然となっている。

伊藤昌亮が『フラッシュモブズ―儀礼と運動の交わ

るところ』で述べているように、インターネットと

いう情報空間を経由することで、見ず知らずの人々

がゲリラ的に一堂に集まりパフォーマンスなどをし

て即座に退散をする群衆論も、そうしたメディア状

況が前提となっているからであろう。 
 従来では比較的受動的なユーザーが、移動可能な

メディアを携帯することで、都市空間に繰り出すと

いう積極的な行動を起こしていることも語られてい

る。2016 年に注目を浴びたのが、任天堂が開発した

『Pokémon GO』である。『Pokémon GO』に代表

されるような移動前提のアプリケーションを用いる

と、都市空間にいながらも情報空間を「漂流」する

ことができ、 それに伴って実空間で彷徨っている他

のユーザーとも偶発的に出逢うことも可能になる。

しかしながら、そうした都市空間と情報空間を連動

したメディアにも問題点は存在する。都市のセレン

ディピティによって邂逅したユーザー達は、コンテ

ンツが消滅すれば自動的に集まらなくなり、実空間

である都市は単に移動の側面でしか利用できていな

いことになる。情報空間内に留まらず、情報空間を

「漂流」することで、ユーザーに都市空間の隠れた

価値を伝えるように、インターネット環境前提の複

合型メディアをデザインすることが今後の喫緊の課

題であるといえる。 
 インターネットの登場によって、メディアの様相

が急速に変容してきている世の中ではあるが、実空

間を有効に活用することを試みているメディアがあ

る。ハーバード大学の Graduate School of Design
において、Residence of Art, Design and the Public 
Domain 学部の教授である Krzysztof Wodiczko は、

ビック・スケールの建造物にビデオ・プロジェクシ

ョンを施すことで作品制作をしている。都市におけ

る巨大なファサードやモニュメント、建造物の段差

などを有効に活用することで、極めて戦術的に都市

へと介入することでメディアをデザインしていると

いえる。また、Wodiczko の活動と似たような軸線

上で語られているのは、グラフィティ・リサーチ・

ラボ（Graffiti Research Lab）であろう。グラフィテ

ィ・リサーチ・ラボは、グラフィティ・アーティス

トにオープンソーステクノロジーを伴った道具を支

給することで、都市空間で行われる様々なコミュニ

ケーションを誘発しようとしており、このラボの活

動も本研究では参照したい。Wodiczko は実空間に

おける物理的なエレメントを用いることで、メディ

アを制作しているが、本研究においては実空間の固

有の場所性を利用し、かつ、インターネットを用い

て移動性を伴うことで、実空間と情報空間を佳境す

る超複合的なインタラクティブメディアを実装する

ことを試みたい。 
 このように、現代におけるメディア環境を概観す

ると、拡張現実（Augmented Reality 
）や仮想現実（Virtual Reality）などのように、イン

ターネットをうまく活用した情報空間と実空間の連

動の発達が特徴の一つとしてみられる。しかしなが

ら問題は、現代のメディアを利用することが、実空

間である都市への理解に繋がらないことであり、都

市空間と情報空間を連動するメディアを設計するの

であれば、一般市民が都市を知るきっかけとなり、

それが結果として都市への関わりしろの増大を助長

するものとなるべきである。 
 
 2.3 音楽的要素であるリズムの活用

 
図１：３分野の背景の関係図 
 
 タクティカル・アーバニズムやインタラクティブ

メディアとは分野が離れているものの、音楽の一大

要素である「リズム」という概念の応用に関心があ

る。アンリ・ルフェーブルが晩年に出版した著作

『Rhythmanalysis——Space, Time and Everyday 
Life』（リズム分析の諸要素）では、概念的なリズ

ムを中心に据え、本来ならば音楽の要素であるリズ

ムを実空間や人間の日常的実践にまで展開し、リズ

ムの可能性を説いた。また、人間が暮らす都市には

特有のリズムがあると述べ、「都市のリズム」とは、

大地、川、河川といった「第一の自然」、建造物、

街路、鉄道、港湾といった「第二の自然」、日常生

活における身体や歩行などがそれぞれ循環的なリズ

ムが共鳴し、直線的な時間の反復と干渉し合うこと

で瞬間的に生成するもの、とした。［南後, 2013］
また、『リズム分析の諸要素』はルフェーブルが晩

年に執筆したため、あまり実践へは結びつかなかっ

たが、レム・コールハースが都市のリズムに親和性

の高いプロジェクトを実現することに成功している。



コールハースは、「ヨコハマ・マスタープラン」と

題したプロジェクトで横浜という都市の要素（映画

館、市場、酒場など）における時間帯による盛り上

がりをダイアグラム化し、盛り上がりにかける「都

市の隙間」にイベントを開催することで 24 時間活

性化した都市をつくりあげようとした。このように、

ルフェーブルの思想とコールハースの実践にみられ

るように、音楽的要素であるリズムには応用可能性

があると予想できる。上記の２名のみならず、現代

音楽家がどのようにリズムについて落としこんでい

くのかにも着目しつつ、都市とメディア、ひいては

実空間と情報空間を接続する媒体としての音楽的要

素「リズム」の可能性を開拓していきたい。 
 
3.0 研究意義 
 本研究の広義における意義は、都市部への人口集中

が急激に進み、都市インフラや住宅の整備が希求さ

れ、敏速に一般市民主導で都市における問題を解決

する必要がある状況化で、都市問題を扱う以前に「都

市を知る」ことを手助けを行うことが可能になる点

である。狭義における意義は、従来では音楽的要素

である「リズム」の可能性を検討し、都市計画やメ

ディアデザインの分野に応用することで、建築家／

デザイナー／アーティストの創造性を誘発しうるリ

ズムの使いしろを探求することである。 
 
4.0 研究手法 
 本研究は、Ilpo Koskinen,  らが

『Design  Research  Through Practice: From the 
Lab, Field, and Showroom』において提唱した実践

的デザインリサーチ（Design Research through 
Practice）に依拠している。実験（Lab）、フィール

ド（Field）、展示（Showroom）の 3 つにリサーチ

を分類し、以下のような手順で研究を行った。

 
図２：下北沢における音楽にまつわる場所 
 
 「フィールド」では、下北沢をリサーチフィール

ドに選定し、東京の小田急小田原線下北沢駅南口方

面から代沢三差路へ向かう道と、代沢三差路から茶

沢通り沿いに小田急小田原線線路に交差するまでの

道に囲まれる区画を対象地域とした。この区域を選

定した理由は、研究の成果物にあたる音楽メディア

や研究の鍵となる概念である「リズム」を考慮して

も、下北沢のこの区域は音楽にまつわる場所も数多

く存在し（図２参照）、その他地形の高低差など、

地理学的にも資源に溢れていると判断したためであ

る。また、理論的骨格としては、ルフェーブルが提

唱した『リズム分析の諸要素』を採用し、下北沢の

「都市のリズム」を「第一の自然」、「第二の自然」、

「人間の日常的実践」の３つのレイヤーに分類し、

採集した。

 
図３：ルフェーブルによる都市のリズムを構成する

３層を可視化したダイアグラム 
 
 「実験」では、研究室での連続的な試作を通した

研究の推進が目的である。具体的には、「フィール

ド」で採取した下北沢の「都市のリズム」を、Abelton 
Live 及び Max For Live を用いて音楽に変換し、その

後 Adobe Digital Publishing Suite を使用し、インタ

ラクティブメディアの編集及びデザインを行う。 
 「展示」では、研究の成果物を社会に出し価値を

問うことが目的とされ、制作したインタラクティブ

メディアを出版し、一般市民に実際に使用してもら

うことで、議論を誘発させることを試みる。 
 
5.0 研究実践 
 実践として、リサーチフィールドの下北沢でフィ

ールドワークを行い「都市のリズム」を採集した。

前述した都市における 3 つのレイヤーに、それぞれ

具体的に都市のリズムとなりうる要素を割り当て、

データベースやフィールドからリズムのデータを収

集した。「第一の自然」を、地形の高低差、四季の

変化（降水量、温度、植物の繁栄）とし、「第二の

自然」として、建造物（高低差）、街路、交通手段

（バス、電車、自転車）、標識・看板とし、そして

「人間の実践的活動」として、歩行速度、（通勤通

学などの）移動者数、サウンドスケープ（街の騒音）、

人口や資本のサイクルとした。 
 データの採集に際して、「第一の自然」の地形の

高低差にあたる部分は、国土地理院データベースを

利用し、過去から現在に至るまでの地形変動のデー

タを採集した。四季の変化を表す降水量や温度の変



化には、気象庁が発表しているデータを用い、下北

沢が位置する東京都世田谷区のおける2014,2015年

の降水量と温度変化についてデータを収集した。

「第二の自然」における建造物の高低差は、Google 
Earth を使用し、対象の地点にカーソルを合わせる

と座標とともにその地点での建造物の高さが出るた

め、それらを使用した。バスや電車などの交通手段

においては、各私鉄や JR がホームページで公開し

ている時刻表を採用し、それら公共インフラのリズ

ムとして利用した。街路における電柱や標識、看板

においては、実際に下北沢をフィールドワークとし

て歩行し、対象地域におけるそれらの要素をすべて

マッピングした。「人間の実践的活動」としては、

2016 年 9 月から 10 月において下北沢を実際にフィ

ールドワークを行った結果を、フィールドの音を実

際に録音することや、駅改札前で人数をカウントす

ることでデータ収集を行った。

 

 

 
図４、５、６：下北沢における都市のリズム分析 
3 層に分類した下北沢におけるリズムは以上のよう

になっており、またデータの可視化に際しては、音

楽の記譜法に依拠し、五線譜で記述を行っている。

これらのデータは複雑に絡み合っている都市の要素

を一つ一つ読み取っていく行為であると省察するこ

とができ、重層的な都市を理解する第一歩としての

価値があると言える。一般市民と恊働でのリズム採

集は依然実現していないが、音楽的要素である「リ

ズム」を援用すると、まちに暮らす一般市民がまち

を知ることへの第一歩となる可能性は十分にあるだ

ろう。 
 
6.0 結論と展望 
 現在までの本研究では、下北沢において都市のリ

ズム分析を行い、それらを音楽の記譜法に依拠しな

がら記述をしていくことで、複雑に重層している現

代の都市を紐解き理解していくことに「リズム」と

いう概念が応用可能なことが明らかとなった。都市

への人口や資本の集中、そして希求される敏速な都

市問題の解決にあたって、実際に都市に暮らす一般

市民にどのように都市を理解させるかが問題となっ

ているが、それに対する一つの解決策となりうるか

もしれない。しかしながら、実際にこれらの都市の

リズムを活用した音楽にまつわるインタラクティブ

メディアの制作は実現しておらず、また、都市空間

と情報空間を連動させるという設定にも未だ不明瞭

さが否めない。よって展望としては、一般市民がま

ちを知るきっかけとしてのリズムを実際に利用する

ことで、どのようにインタラクティブメディアが実

装でき、そのメディアが実空間及び情報空間とどの

ように相互作用を起こすのかを推論し設計していく

必要がある。 
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1 はじめに 

 
“相槌”と一言に言ってもその定義は実に曖昧

である。“相槌”という言葉で誰もが共通して考え

るのが、間投詞や頷きだろう。事実、辞書には相槌

とは相手の話に頷いて調子をあわせること、とある。

しかし、一方で相槌の語源はというと、鍛冶で二人

の職人が交互に槌を打ち合わすこと、とある。この

意味で考えると、相手の視線や息づかいや手の動き

など複合的に相手の反応を捉えて、絶妙な間で槌を

打ち合っていることが考えられる。そこで本研究で

は、単に相槌が間投詞や頷きだけで構成されている

のではなく、他の要素も含むと考え、相槌をより多

義的に捉える。多様な相槌が他者や会話に対してど

のような影響を与えるのかについて観察・分析・考

察を行い、私たちが普段無意識的に行っている相槌

スキルの解明の糸口を掴むことを本研究の目的と

する。 

 

2 なぜ相槌に着目したか 
 

研究内容に関係のない話に思われるかもしれな

いが、発表者は友人から相談を受ける機会が他の人

よりも頻繁にあるのではないかと感じる。これには

様々な要因が考えられるが、『相槌がうまいね』と

ひとから褒めてもらうことが多いのは、その要因の

一つかもしれない。当の本人はというと、何か意図

的に頷きや間投詞を多くしてみようとか、相槌に関

して特別のこだわりがある訳でもない。そのため、

他人から評価してもらえる『相槌がうまい』という

言葉は、単に『頷きと間投詞がうまいね』と言われ

ているだけではないように感じる。それらを超えた、

私の身体の反応が醸し出す全体的な雰囲気のよう

なものを指しているのではないかと解釈している。

“相槌”を多義的に捉えて、発表者の“相槌のスキ

ル”を解き明かしたいと考える本研究の動機はそこ

にある。 

 
３ 分析方法 

本研究においては、相槌をより多義的に捉え、頷

き・間投詞・表情・姿勢・視線・瞬き・手の動きな

どの様々なモダリティに着目することにする。 

分析にあたって、上述した言語・非言語の複数の

モダリティに着目し、映像分析ソフトウェア ELAN1

を用いて、各モダリティのアノテーションを付与し、

それらの前後関係や同時に起こっているモダリテ

ィ同士の関係性などを微視的に記述する。 

映像を分析するにあたり、注目するモダリティに

即して複数の注釈層を設けた。また、分析結果の考

察においては自分の行動の意図や、相手の行動に対

する解釈を一人称視点で記述している（諏訪，2015）。 

 

４ データ 

 
 今まで合計３種類の映像を収録し、分析してきた。

各回、発表者を含む、異なるシチュエーションにお

ける食事中の会話を撮影している。例えば相手との

関係性や食事内容や、座席の配置などが異なる。１

つめの分析対象は、研究室の同期の Aとラーメン店

のカウンター席で二人横並びに座っている映像で

ある。２つめは、サークルの後輩 Sと居酒屋で対面

している映像である。３つめは、研究室の同期の Y

とファミリーレストランで対面している映像であ

る。 

 

5 相槌のスキル 

 
 本研究では、相槌のスキルとは、相手の多様性に

あわせて、多様なモダリティを駆使して相槌をする

ことと考える。 

 これまでの分析により、以下のことが分かってき

た。例えば、同期の Aと後輩の Sに関しては、同調

的に語り手の本題に理解を示して、語りを促したり、

本題を聞き出そうとする相槌を行っている。一方で、

同期の Yに対しては、本題を促すというよりは、語

り手の多様な言語的あるいは身体的志向を拾って、

一緒に本題から離れたり、再び戻ったりする相槌を

行っている。 

 また、相手との関係性の中で育まれた、会話上で

の共有された“文化”が存在するということも明ら

かになってきた。例えば、研究室の同期 Yの事例で

は、“からかい”という共有された文化が存在した。

                                                 
1 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 



このような文化をお互いに会話上で共有している

ことを示し合いながら、どこで“からかいムード”

を始めてどこで終わるかというタイミングを見計

らうことも相槌のスキルであると言える。 

 

6 まとめ 

 

 本研究では、相槌が単なる頷きや間投詞だけで構

成されているのではなく、多様なモダリティによっ

て構成されていることを個別具体的な事例を用い

て微視的に分析し、示している。多様なモダリティ

とは例えば、視線を中空で泳がせてみたり、上半身

の姿勢を変えてみたりすることなどを指す。このよ

うなコミュニケーションの微視的な研究は、人間が

普段、無意識的にどのような行為を臨機応変に繰り

出しているのかという知の探究(諏訪,2015)におい

て重要である。相槌を見ると分かるように、人間の

行為は（発話や頷きという）限られたモダリティだ

けで構成されているのではなく、複数のモダリティ

による動きを複合的に繰り出すことによって構成

されているという事が、微視的な分析を行うことに

よって明らかになる。それらを私達は、物理的環境

や話題、相手との関係性などに合わせて臨機応変に

繰り出しているのである。  
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1 背景、目的 

私は器械体操部での日々の生活を通じて、上肢の

みでの高度な全身バランス制御など、まるでサルの

ようなパフォーマンスができる器械体操選手の脳

－身体システムは、どのように一般人と違うのかに

興味を抱いた。本研究では、一般健常者と器械体操

選手の脳－身体システムの機能的差異を、神経科学

的手法を用いて比較することを目的とする。 

ヒトの脳と身体をつなぐ神経経路（皮質脊髄

路）は、脊髄の錐体という部分で交叉するため、

右半身は左脳が、左半身は右脳が支配している(＝

対側性支配)。一方、同じ哺乳類でも、サルの前肢

運動には、対側のみならず同側の経路も運動制御

に関わっている(＝両側性支配)（Kandel et al., 

2012）。サルからヒトへと進化する過程におい

て、「前肢」は「上肢」として使用され始めた

が、上肢の運動制御を担う神経経路は、対側皮質

脊髄路にしぼられ、これによって左右肢の個別的

な制御や、物を親指と人差し指でつまむなどの精

緻な運動を獲得したといわれている。一方、姿勢

制御や歩走行などの移動行動の機能は、サルは四

足で行っていたのに対し、ヒトでは下肢に限定さ

れるようになった。下肢は、左右肢が独立して動

くことは稀であり、左右が協調して働くことが多

いため、これに有利な両側性支配となっている。 

では、上肢を前肢のようにコントロールし、左

右を協調的に働かせ、全身のバランス制御を実現

している器械体操選手は、下肢のような、サルの

前肢のような、両側性支配が運動の神経基盤とし

てはたらいているのではないだろうか。本研究で

は、このような器械体操選手の運動制御が、進化

の過程で機能的に使われなくなった同側皮質脊髄

路の再獲得により、上肢の運動制御が再び両側性

支配となることで実現されているのではないか、

という仮説のもと、経頭蓋磁気刺激(Transcranial 

magnetic stimulation : TMS)を用いてこれを検証

した。 

 

2 方法 

2.1 被験者 

実験は、男子器械体操選手 8 名(18 歳～36 歳)、

一般健常男性 6名(21歳～27歳)を対象に行われた。

男子器械体操選手 7名は、競技歴 8年以上、インカ

レに出場経験のあるレベルの高い選手を対象とし

た。残りの 1名は、かつて日本代表として、オリン

ピックにて、男子体操団体優勝経験のある元トップ

選手であった。一般健常男性は、器械体操の経験が

ない者とした。その他スポーツ歴や運動習慣につい

ては、制限をしていない。 

また，ヘルシンキ宣言（ヒトを対象とする医

学研究の倫理的原則）に基づいて作成された説

明書を用いて，本研究に関する充分な説明をし

たのち，同意の得られた者のみに協力を得た．

なお、本実験のプロトコルは，慶應義塾大学総

合政策学部・環境情報学部における実験・調査

倫理委員会の承認を得ている（受付番号 116）。
実験前後と実験内のインターバルにおいて，被

験者の体調確認もおこなった。 

 

2.2 計測方法 

被験者の両側上肢の、第一背側骨間筋(First 

Dorsalis Interossei, FDI) 、 橈 側 手 根 伸 筋

(Extensor Carpi Radialis, ECR)、上腕二頭筋

(Biceps Brachii, BB)、三角筋(Deltoid, DEL)より、

表面筋電図を導出した。TMSにより、外部から強制

的に皮質脊髄路の電気的活動を促し、筋電図上にあ

らわれる運動誘発電位(motor evoked potential : 

MEP)を計測した。 

 

2.3 手順 

被験者には、椅子に座ってもらい、出来る限りリ

ラックスした姿勢をとってもらった。 

非利き手の一次運動野の FDIの支配領域を探索し、

刺激位置として確定した。運動閾値 (Motor 

Threshold : MT)（50%以上の確率で 50μVの MEP振

幅を誘発できる最低の刺激強度）を探索し、その 1.5

倍の強度で 10回刺激した。 



 

2.4 解析方法 

解析は MATLAB で作成したプログラムにてすべて

おこなった。各被験筋について、10回分の MEPデー

タを加算平均処理した。定量評価指標としては、MEP

波形の最大値と最小値の差分（MEP振幅）ならびに

刺激から応答までの時間(MEP潜時)を評価した。MEP

潜時に関しては、刺激前の安静状態の MEPの平均と

標準偏差をもとめ、その 3倍を閾値として設定し求

めた。 

 

3 結果 

3.1 MEP振幅 

2名の男子器械体操選手については、対側の各筋

とともに、同側 DEL にも、顕著な MEP が出現した

（図 1）。一方、8 名中 6 名の男子器械体操選手(図

2)と、一般健常者(図 3)は、対側の各筋の MEP振幅

は得られたが、同側はすべての筋において MEP振幅

は得られなかった。 

 

 

3.2 MEP潜時 

 先行研究において、対側の上腕の MEP 潜時は 13

－15msといわれているが（Tazoe et al., 2014）、

同側 DEL の MEP 振幅が確認できた 2 名の MEP 潜時

は、5－7msで、一般的に言われている時間の半分以

下と、驚異的に短かった。同側 DELの MEPが出現し

なかった選手の中でも、対側 DELの MEP潜時が 8ms

と短い選手もいた。一見、異常な短さではあるが、

神経伝達速度は平均 58m/sといわれ、一次運動野の

領域から DEL までの距離は 30－35 ㎝程度のため、

単シナプス結合であれば可能な時間である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1：MEP波形(男子体操選手(同側 MEPあり)) 

上から順番に、刺激部位と同側（Ipsi）対側

（Contra）の FDI、ECR、BB、DELの MEP波形を示

す。時刻 0は刺激時刻を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
図 2：MEP波形(男子体操選手(同側 MEPなし)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3：MEP波形(一般健常男性) 



4 考察 

4.1 MEP振幅・MEP潜時 
3の結果より、男子器械体操選手 2名から同側 DEL

の MEP振幅が得られたが、ほか 6名は得られなかっ

た。このことから、器械体操を長年続けていれば、

誰もが同側皮質脊髄路が再賦活化するわけではな

いことが分かった。 

 MEP 潜時に関しては、とくに同側 DEL の MEP が

観察された 2名の体操選手において、非常に短い値

を示した。これは、皮質と筋との間の結合が単シナ

プス性のものである可能性を示唆する。高度な運動

制御を行うためには、すばやい運動の修正が必要で

あるため、このような経路を可塑的に獲得した可能

性がある。 

 

4.2 体操競技力との関係性 
同側 DELの MEPが得られた 2名のうち、１名は元

オリンピック金メダリスト、１名も全日本選手権出

場者と競技レベルが高いことから、同側皮質脊髄路

の再賦活化は、ある程度競技レベルに比例する可能

性がある。特に、吊り輪や鞍馬のように、不安定な

場所で左右同時に強い力を発揮したり、歩行のよう

に左右交互に支持しながらバランスをとる種目の

熟達度が関係してくる可能性があるのではと考え

ている。 

吊り輪の場合、宙吊りにされた 2本の輪にぶら下

がり、様々な技をおこなう。ただぶら下がるだけで

もかなりの力を必要とするが、その状態で技を行う

際には、宙吊りの輪を固定するための左右協調した

強い力と、バランスを保つための素早い運動の修正

が必要である。同側の皮質と近位筋の単シナプス経

路が再賦活化することで、運動指令から運動実行ま

での時間が短くなり、これによって瞬時的なバラン

ス制御を効率化しているのではないか。 

鞍馬の場合、基本的に左右交互に支持をし、バラ

ンスをとりながら技を行う。その際に鞍馬上を移動

することも多い。これは歩行の動きを上肢で行って

いるようにも見える。歩行のように左右交互に支持

をするにあたって、高度な技になればなるほど左右

肢間干渉は必要不可欠であると考えられる。これを

実現するうえにおいても、同側皮質脊髄路が再賦活

化し、筋が両側性に支配されるようなシステムは都

合がいいのではないだろうか。 

 

4.3 今後の検討課題 

 今回の実験では、非利き手の一次運動野の FDIの

領域を刺激して、両側の筋から MEPを計測した。そ

の結果、器械体操選手 8 名中 2 名の同側 DEL への

MEPが計測できた。しかし今回の実験では、利き手

の一次運動野刺激はおこなっていないため、同様の

両側性支配が起きているのかは確認しきれていな

い。また、被験者数が少なく、同側 DELの MEPが確

認できたのは 2名しかいないことからも、上述の競

技力との関係性を検討するためには、より多くのデ

ータを集める必要がある。 

 また、今回は安静時に TMS刺激をおこない MEPを

計測する手法をとったが、これはあくまでも刺激に

よりニューロンを強制的に発火させているにすぎ

ず、随意運動中の脳活動と筋活動の対応関係を検討

しているわけではない。機能的評価のためには、脳

波や筋電図を用いた電気生理的検討をおこなう必

要がある。 

 このように、データの不足などはあるものの、今

まで健常成人の上肢への同側 MEP が計測されたこ

とはなく、今回の実験でこれが計測できたことの意

味は大きい。 

 

4.4 結論 
 本実験では 2 名のみではあるが、同側 DEL への

MEP振幅が得られた。データ数が不十分であること

や、機能的評価をするには追実験をおこなう必要は

あり、まだ推測の域を出ないが、器械体操選手のサ

ルのようなパフォーマンスを可能にするには、サル

からヒトへ進化する過程で捨ててきた同側皮質脊

髄路の再賦活化が起きている可能性が示唆された。 
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1 はじめに 

現在、多くの国や地域で採用されている間接（代

議制）民主主義は、参政権を持つ有権者による選挙

が大きな役割を担っている。そして選挙は、有権者

の（一定以上の）合理性を前提としている。選挙の

際に行われる政党や候補者間での競争は、有権者が

適切に選択しうることを前提にしなければ、成立し

えないであろう。 

 ただし、有権者は本来仕事をはじめとした日常生

活があり、政治について検討する時間の割合はわず

かな場合が多いと考えられる。そのような有権者に

合理的な投票行動は可能なのか、また、有権者に合

理性があるとすればその合理性はいかほどなのか

を把握することは、民主政治の発展において重要な

意味がある。福澤諭吉が愚民の上に過酷な政府が、

良民の上に良い政府があり、今の人民によって今の

政府があると述べている(福澤 2013)。今の有権者

が合理的に選挙において投票をしていれば、それだ

け政府は合理的な政治運営を行い、有権者が非合理

的に投票を行っていれば、政府は非合理的な政策決

定を行ってしまう可能性が大きく高まる。有権者の

合理性は代議制民主主義を考察するうえで、非常に

重要なファクターなのである。 

 本研究では、1 都 3 県における第 47 回衆議院議

員総選挙の際の有権者の投票行動、および投票行動

の合理性について、アグリゲートデータ（集計デー

タ）を用いて分析を行う。なお、従来の研究では全

国一律に効果量などを求める研究がなされてきた

が、有権者の合理性が全国一律であるという前提は

疑わしく、地域による差が存在していると仮定する

ほうが自然である。そのため、マルチレベルモデル

を用いて、空間的な地域差を考慮して分析を行う。 

 

2 先行研究 
有権者の合理性を前提とした研究は数多い。まず、

最も有名なものとして、アメリカの政治学者である

ライカーとオードシュックによる投票参加モデル

がある(Riker and Ordeshook 1968)。彼らのモデル

は式(1)である。 

DCBPR +−×=               (1) 

自分の１票により選挙結果が変わる可能性(P)と

各選択肢（政党・候補者）から得られると期待する

効用の差(B)を乗算したものから投票に参加するこ

とで失われるコスト及び機会費用(C)を除き、投票

に参加することで得られる民主主義の維持に貢献

できる満足感など(D)を加えた合計が、投票に参加

することで得られると期待する効用(R)となり、そ

れが正の値をとれば投票に参加し、負の値をとれば

棄権をするというものである。 

このモデルは、有権者の投票に至る過程をよく表

現したものである。しかしながら、自らの 1票によ

り選挙が左右される可能性(P)は著しく低く、ほと

んどが投票に行かなくなってしまう。合理的に考え

れば考えるほど、投票に参加しなくなるのである。

有権者の限られた時間と能力を投票のために多く

を割くことは非合理的な行動となるため、合理的に

政治に対して無知となる合理的無知の状況をも生

み出す。 

投票の際に、どのように投票先を選択しているか

について、様々な研究がある。非常に理想的だと思

われる投票行動モデルは、争点投票モデルである。

政策争点に関する評価によって投票をするという

モデルである。代表的なのが、アメリカの政治学者

であり経済学者でもあるダウンズによる空間モデ

ルである(Downs 1980)。有権者が自分の立場に最も

近い政党（候補者）に投票をするというモデルであ

る。しかし、ミシガン大学によるアメリカ大統領選

挙に関する分析では、3％しか争点投票をしておら

ず、最大でも 12％の有権者しか争点投票に基づく

投票をしていないことが示された(Converse 1968)。 

争点投票モデルの限界に対して、有権者の限定的

な合理性を前提としたモデルがフィオリーナによ

る業績投票モデルである(Fiorina 1978)。業績投票

モデルとは、経済をはじめ現政権の業績に基づいて

投票をするモデルである。業績投票であれば、争点

投票モデルに比べて少ない情報量で投票先を判断

できる。ただし、現政権に対して信任するような投

票行動は説明できたとしても、現政権に不信任する

ような投票をしようとした際、二大政党制でない日

本においてどこに投票するのかを説明することは

できない。 

さらに、有権者は合理的でないとする一連の研究

も存在する。例えば、エイカンとバテルズによる研

究である(Achen and Bartels 2004)。彼らの研究で

は、干ばつやインフルエンザの流行、サメによる人

への襲撃といった本来であれば、政府の責任を問う



ことのできないような問題に関しても政府の業績

として現政権の大統領に対して懲罰的な投票を行

ってきたことを示し、有権者の業績評価に関する能

力を批判している。国政に関する選挙に対する評価

軸として天災が含まれることは有権者の合理性に

対して大きく疑問が残る。 

 

3 分析 
3.1 使用するデータ 
 本研究では、2014 年 12 月に行われた第 47 回衆

議院議員総選挙（以下、第 47 回総選挙）の結果を

分析する。中でも東京の離島部を除く 1 都 3 県（埼

玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を対象とする。

1 都 3 県の小選挙区は 71 選挙区（対象から除外し

た離島部を選挙区とする東京 3 区を含む）である。

第 47 回総選挙より、小選挙区は全 295 選挙区とな

ったため、全選挙区の約 24.1%が分析対象となる。 
本研究では、被説明変数として政権与党（自由民

主党、公明党）の有効投票数に対する相対的な得票

割合を用いる。与党に対する投票の分析は、上述の

ような業績投票などとも整合的であるからである。

また、説明変数として、投票率や有効政党数を用い

る。有効政党数は、式(2)のように計算される。 

∑
= 2

1

iv
ENP                (2) 

各政党（候補者）の相対的得票割合を 2乗したもの

の逆数が有効政党数である。有効政党数はそもそも

は議会における政党数を計算するものであるが、選

挙における候補に応用して利用する。また、有効政

党数は投票後にしかわからない数値であるが、候補

者数は被説明変数である得票割合を規定する重要

な変数であるものの、得票割合の少ないいわゆる泡

沫候補（政党）の影響を強く受けてしまう。有効政

党数は、式を見てわかる通り、極小政党の影響を小

さくすることができるため、有用な変数となる。 

 また、説明変数として、平成 22 年国勢調査小地

域集計のデータを利用する。本研究の特色の 1 つで

あるが、小地域を各自治体、各選挙区に再構成し、

集計をし直している。国勢調査からは、老年人口割

合や第三次産業割合などを用いている。なお、平成

22 年は民主党政権時のため、正確には分析に適さ

ないが、平成 27 年度調査の公開にタイムラグがあ

るため、リアルタイム性が求められにくい変数を選

択している。 
そして、国勢調査の他にも平成 26 年度市町村別

決算状況調から各種財政指数や一人当たり交付税

交付金、市町村民税個人分、生活保護費などを用い

ている。さらに各種県警、警視庁から市町村別犯罪

認知件数を人口で除した犯罪発生率を利用した。市

区町村ごとに数値が公開されている変数について

は、有権者数で按分している。 
 変数の選択にあたっては、直接国政による影響の

少ない変数も説明変数の候補としている。なぜなら

ば、先行研究でもあげたように、国政に関係のない

変数が被説明変数である得票割合に影響を与えて

いれば有権者の合理性に対する疑義が強まり、影響

を与えていなければ、有権者の合理性に一定の信頼

を置くことができるからである。 
 
3.2 分析の方法 
 従来の研究では、説明変数の係数を一律に捉えら

れてきたことが多かった。分析対象は同じ行動原理

によって行動していると仮定されていたのである。

しかし、有権者の合理性がすべての地域で一律であ

ると仮定することは難しい。そこで地理空間的に異

なることを考慮する必要がある。 
 政治学の分野において地域的な差に着目した研

究として、小林による研究とそれの追証的研究であ

る加藤による研究がある(加藤 2002; 小林 1985)。
彼らの研究は、人口や経済、文化など様々な指標を

もとに主成分分析を行い、地域特性を導出しそれを

もとに得票割合などとの関係を示している。また、

中選挙区制の分析がメインであるが水崎と森によ

る研究では地域的偏向を扱っている(水崎・森 2007)。
また、地理学の分野では、京都市議会議員選挙の結

果を用いて、近隣において投票傾向が類似する近隣

効果を示した小長谷の研究がある(小長谷 1995)。 
 以上のように、地理空間的な差異に着目すること

は意味があると考えられる。地域的な差異に着目し

た学問分野として空間計量経済学がある。空間計量

経 済 学 で は 、 地 理 情 報 シ ス テ ム (Geographic 
Information System)などを用いて、地理空間的な影

響を考慮した分析を行っている。日本の選挙を扱っ

た研究において GIS を利用するものは坂口と和田

の研究のようにごく一部にはあるものの(坂口・和

田 2007)、管見の限り日本の選挙の分析において空

間計量経済学の手法を用いて地理空間的な差異を

考慮したモデルを用いて分析している研究は見当

たらない。 
空間計量経済学の分野において、地域的な差異を

考慮するモデルとして、マルチレベルモデルを利用

することが提案されている(古谷 2011)。そこで本研

究では、分析の方法としてマルチレベルモデル（線

形混合モデル）を用いる。中でも階層線形モデルを

用いる。有権者の合理性が一律に規定されるのでは

なく、近隣効果による影響を考慮するため、地域ご

とに独立した切片と傾きを算出する。 
 
3.3 分析の結果 
 まず、一人当たりの市町村民税個人分といった国

政とは関係がないと思われる変数については有意

な結果とならなかった。 
 有意な結果が出たものとして有効政党数や投票

率が挙げられる。有効政党数については、埼玉県西

部や神奈川県南部、千葉県北部などで負の係数とな



っており、埼玉県南部や神奈川県横浜市、川崎市、

千葉県東部などで正の係数が算出されている。投票

率については、埼玉県東部や北部秩父地域、横浜市、

川崎市などで負の係数となっている。埼玉県西部や

東京都城西地域、城南地域、都心部などでは正の係

数となっている。 
 また、老年(65 歳以上)人口割合、第三次産業人口

割合なども有意となった。ほかにも実質収支比率な

どといった財政指標も影響を与えていることがわ

かった。地域によって、影響力に大きな差異がある

のが一人当たり特別交付税交付金や一人当たり老

人福祉費である。一人当たり老人福祉費については、

埼玉県東部、横浜市、川崎市などで比較的強い正の

係数となっており、神奈川県南部、千葉県北部など

では、比較的強い負の係数となっている。 
 さらにわずかながら、犯罪発生率も得票割合に影

響を与えていた。 
 
4 考察 
国政と関係がない変数が有意とならなかったこ

とで、有権者の非合理性は深刻なものであるとの疑

いは晴れることとなった。また、一人当たり市町村

たばこ税も有意とはならなかったことで、個人的な

経 済 的 な 負 担 な ど に 基 づ い て 投 票 を す る

(pocketbook voting)ということはないといえる。 
有効政党数については、選択肢が増えれば与党へ

の投票割合は減少するというのは当然である。ただ

し、有効政党数の計算式上、影響が出やすいという

ことは考慮すべきであり、割引いて考えるべきであ

る。ただし、正の係数となった地域については、有

効政党数が増えたとしても与党の地盤を崩すこと

なく、野党の票が割れるような地域となっているこ

とが考えられる。投票率については、必ず投票をす

る層と投票をするかしないか不確定である層とに

は異なる選好が存在する可能性が示唆される。 
 各種財政指数については、有権者の合理性に若干

の疑問の余地が残ることが示唆された。国による補

助など国政が影響している面もあるであろうが、よ

りそれぞれの自治体による影響が強い分野であり、

さらなる研究の余地が残される。 
 一人当たり交付税交付金などは、その是非はとも

かく、有権者が合理的に行動していることが示され

る。補助金政治などと揶揄されることもあるが、有

権者としては投票をすることでそれだけの利益を

受けられるのであれば、その利益の教授のために投

票をしたとしても非合理であると批判することは

できないであろう。その補助金についてもそれに対

してより好意的に投票をする地域とそれに対して

忌避的な投票をする地域とに分かれるというのは

興味深い点であり、より一層の研究が求められる。 
 全体的な総評としては、有権者の合理性には一定

程度の信頼がおけるのではないかと考えられる。 
 

5 今後の課題と結びに変えて 
 本研究において、1 都 3 県における有権者の合理

性には一定程度の合理性が認められるのではない

かということが示された。ただし、本研究では、業

績評価における重要な指標である経済状況につい

て示す変数が欠けており、平成 27 年国勢調査小地

域集計の結果が開示され次第、完全失業者数などと

いったデータを使用して、さらなる分析を進める必

要がある。 
 課題は残る本研究であるが、各小選挙区、各自治

体というより細分化された規模で分析を進め、なお

かつ空間計量経済学的な分析をするという今まで

にない分析ができたという点で価値があったもの

と考える。 
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1 概要 
ヒトの腸管内に生息する多種多様な腸内細菌は，
ヒトの健康状態に大きな影響を及ぼすことから，近
年では 1 つの臓器として見なされるほど重要視さ
れている．その一方，未だその包括的な理解はなさ
れておらず，その全貌は今も多くの謎に包まれてい
る．本研究では，バランスの乱れた腸内細菌叢から
産生されるコハク酸が，肝臓に発現する Gタンパク
質共役受容体を介して肝障害を引き起こし，肝疾患
の発症や増悪に寄与するという新たな可能性を見
出した．本研究成果は，腸内細菌叢を標的とした薬
に非依存的な新たな肝疾患医療戦略へと発展する
ことが期待される．  
 
2 研究背景 
 ヒトの体のいたるところには無数の微生物が生
息しており，特に腸管内には数百種類以上でおよそ
100兆細胞もの腸内細菌が生息していることが知ら
れている．これらの腸内細菌は，宿主の消化の補助
や免疫系の構築などにより，宿主の恒常性維持に大
きく貢献している一方で，食習慣や生活習慣の乱れ
によりそのバランスが崩れると，炎症性腸疾患や大
腸癌などの腸管疾患に加え，肥満や肝臓癌，糖尿病
などの全身における多様な疾患の発症につながる
ことが報告されている [1]．このように腸内細菌は
ヒトの健康状態に大きな影響を及ぼすことから，腸
内細菌叢と呼ばれる腸管内の微生物生態系は，近年
では 1 つの臓器として見なされるほど重要視され
ている．その一方，未だその包括的な理解はなされ
ておらず，その全貌は今も多くの謎に包まれている． 
 従来の腸内細菌研究においては，菌種ごとに固有
な 16S rRNA遺伝子配列の解読に基づいた菌種の解
析が主として行われており，大規模なヒト腸内細菌
叢解析としては MetaHITプロジェクトなど，腸内細
菌叢の菌種の構成と宿主に与える影響との関係性
について多くの研究がなされてきた．しかしながら
これらの細菌叢解析の研究成果は，健康な人や特定
の疾患患者に特徴的な腸内細菌叢の構成を示すだ
けであり，その分子メカニズムについてはほとんど
解明することができずにいた． 
 そのような中，代謝物質を網羅的に解析すること
が可能なメタボローム解析技術の発達に伴い，近年
の研究では，腸内細菌が産生する代謝物質を介して

宿主に及ぼす影響が大きな注目を浴びている．腸内
細菌は宿主が消化吸収することのできない食物繊
維を基質として腸管内で嫌気発酵を行っており，こ
の最終代謝産物として，酢酸，酪酸，プロピオン酸
などの短鎖脂肪酸や、乳酸やコハク酸といった有機
酸を産生している．これらは腸管内において mMオ
ーダーの高濃度で産生されている数少ない代謝物
質であり，近年ではこれらの腸内細菌叢由来の短鎖
脂肪酸や有機酸が腸管から吸収された後に，宿主に
対して様々な生理機能をもつことが明らかとなっ
てきた．その代表例としては，ビフィズス菌が産生
する酢酸が腸管のバリア機能を高めて病原菌の感
染を防ぐことや [2]，クロストリジウム目細菌が産
生する酪酸が過剰な免疫反応を抑制する制御性 T
細胞を誘導することで腸炎を防ぐことなどが報告
されている [3]． 
 このように，近年の腸内細菌研究においては腸内
細菌叢の菌種，代謝物質，宿主に与える影響という
3者の複雑な相関関係を調べることで，今まで解明
することのできなかった腸内細菌を介した宿主の
生体修飾機構を解明することが可能になってきて
いる．また腸内細菌叢の構成は，宿主の食事やヨー
グルトに代表される有用細菌を摂取するプロバイ
オティクスにより大きく変化することが報告され
ている．従って，これらの腸内細菌叢を介した生体
修飾機構の解明は，腸内細菌叢を標的とした薬に非
依存的な疾患の予防及び治療戦略として次世代医
療に大きく貢献する可能性が期待されている． 

 そこで我々は，次世代医療に貢献するような腸内
細菌叢を介した新規生体修飾機構の解明を目指し，
未だに宿主に及ぼす影響が明らかとなっていない
腸内細菌叢由来のコハク酸に着目して研究を行っ
てきた．コハク酸はバクテロイデス属細菌などのい
わゆる悪玉菌により産生され，酢酸，酪酸，プロピ
オン酸などと同様に腸管内において高濃度で産生
されている代謝物質である．また肥満や腸炎などの
発症に伴って増加することが報告されていること
から，宿主に悪い影響を及ぼす代謝物質である可能
性が示唆されている一方で，その機能の詳細や作用
メカニズムは未だ明らかとなっていない [4, 5]．そ
こで我々は，マウスを対象とした複数の動物試験を
行い，腸内細菌叢由来のコハク酸を介した新規生体
修飾機構の解明を目指した． 



3 研究内容 
3.1 腸管から吸収されたコハク酸が宿主に及ぼす
生理機能の検討 
本研究では初めに，腸管から吸収されたコハク酸
が宿主にどのような生理機能を及ぼすのか解明す
ることを目的として，マウスへ 200 mMコハク酸水
溶液の飲水投与試験を 2週間行った．その結果，水
道水を投与した対照群と比較して，有意な体重の減
少が認められた (図 1)． 
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図 1: コハク酸の飲水投与による体重の変化 
マウスの 2 週間の体重変化を折れ線グラフで示した．水道水を
投与した対象群 (Control) を白，200 mMのコハク酸飲水投与群 
(Succinate) を黒でプロットした．各群 5 匹のマウスの体重の平
均値としてプロットし，標準偏差をもとにエラーバーを記した．
2群間の有意差は反復測定の 2元配置分散分析により検定を行い，
*P < 0.05で 2群間に有意差を示した． 
 
 この結果を受けて，体重減少をもたらした要因を
検討することを目的として，体重減少に伴う全身性
の代謝プロファイルの変化を調べるためにマウス
の血漿のメタボローム解析を行った． 
 その結果，様々な肝疾患の発症に伴って亢進する
ことが報告されているグルタミン代謝やメチオニ
ン代謝の亢進，マウスにおける急性肝炎のバイオマ
ーカーとして報告されているオフタルミン酸の有
意な増加などが認められ，腸管から吸収されたコハ
ク酸が肝臓において代謝異常を誘導した可能性が
示唆された (図 2) [6]．また腸管から吸収された腸
内細菌叢由来代謝物質は，門脈を通ってまず肝臓に
流入することから，肝臓では腸内細菌叢由来代謝物
質の影響を強く受けることが知られている．従って
本研究においても，腸管から吸収されたコハク酸が
肝臓に影響を及ぼした可能性が高いと推察された． 
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図 2: コハク酸の飲水投与による血漿メタボロームの変化 
マウスの血漿のメタボローム解析の結果，亢進が認められたグ
ルタミン代謝 (A) とメチオニン代謝 (B) の代謝パスウェイを
示した．各群 5 匹のマウスにおける各代謝物質の平均濃度を棒
グラフで示し，標準偏差をもとにエラーバーを記した．水道水
を投与した対象群 (Control) を白，200 mMのコハク酸飲水投与
群 (Succinate) を黒で示した．マンホイットニーの U検定により
P < 0.05で有意な増加の認められた代謝物質名を赤字，有意な減
少の認められた代謝物質名を青字で示した． 
 
3.2 腸管から吸収されたコハク酸が肝臓に及ぼす
影響の解明 
 続いて，コハク酸の飲水投与により代謝異常が誘
導された可能性が示唆された肝臓において，腸管か
ら吸収されたコハク酸が及ぼす影響とその分子メ
カニズムの検討を行った．先行研究において，肝臓
に 5-8%存在する線維芽細胞である肝星細胞にはコ
ハク酸受容体の G タンパク質共役型受容体 91 (G 
protein-coupled receptor 91; GPR91) が発現し，コハ
ク酸はこの GPR91 を介して肝星細胞を活性化する
ことが報告されている [7]．活性化された肝星細胞
は，I 型コラーゲンなどの細胞外マトリックスなど
を多量に産生することにより，肝障害や炎症，肝臓
の線維化を誘導することが知られており [8]，腸管
から吸収されたコハク酸がこの GPR91 を介して肝
星細胞の活性化を誘導した可能性が推察された．そ
こで，マウスへ 20 mMと 100 mMコハク酸水溶液
の飲水投与試験を 2週間行い，採取したマウスの肝
臓組織において活性化された肝星細胞が高発現す



ることで知られるタンパク質の mRNA 発現量を
RT-PCRにより測定した． 
 その結果，活性化した肝星細胞が高産生すること
で知られる TGF-β (Transforming growth factor-β) や
CTGF (Connective tissue growth factor) などの肝臓の
線維化に寄与する成長因子，細胞外マトリックスの
分解を阻害する酵素の TIMP-2 (Tissue inhibitor of 
matrix metalloproteinase-2)，I型コラーゲンの前駆体
の COL1A1 (Collagen type 1 α 1) の mRNA発現量に
おいて，コハク酸濃度依存的に有意な増加が認めら
れた (図 3)．従って，腸管から吸収されたコハク酸
は肝星細胞に発現する GPR91 を介して肝星細胞の
活性化を誘導し，肝障害や炎症，肝臓の線維化を誘
導した可能性が示唆された．また活性化された線維
芽細胞では，グルタミン代謝が亢進することが報告
されており，血漿のメタボロームの結果認められた
グルタミン代謝の亢進は，この肝星細胞の活性化に
起因するものと推察された [9]．さらに，肝障害が
起きた際の表現型の 1 つとして体重の減少が知ら
れていることから，コハク酸の飲水投与により認め
られた体重の有意な減少も，この肝星細胞の活性化
に起因するものと推察された． 
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図 3: コハク酸の飲水投与による肝臓の mRNA発現量の変化 
それぞれマウスの肝臓組織における (A) TGF-β，(B) CTGF，(C) 
TIMP-2，(D) COL1A1の mRNA発現量を棒グラフ示した．水道
水を投与した対象群 (Control) を白，20 mMのコハク酸飲水投与
群 (20 mM) を薄い灰色，100 mM のコハク酸飲水投与群 (100 
mM) を濃い灰色で示した．各群 5匹のマウスの mRNA発現量の
平均値として計算し，標準偏差をもとにエラーバーを記した．
Dunnett法による多重比較検定を用いて， *P < 0.05，**P < 0.005，
***P < 0.0005で有意差を示した．  
 
3.3 腸管から吸収されたコハク酸が NASH マウス
モデルに及ぼす影響の検討 
 これまでの研究成果より，腸管から吸収されたコ
ハク酸は肝星細胞に発現する GPR91 を介して肝星
細胞を活性化し，その結果肝障害や炎症が促進され
たことで体重の有意な減少が誘導された可能性が
示唆された．肝星細胞の活性化は肝硬変や門脈圧亢
進症，肝不全，肝臓癌などの様々な肝疾患の発症に
寄与することが報告されており [10]，腸管から吸収

されたコハク酸が肝星細胞の活性化を介してこれ
らの肝疾患の発症に寄与する可能性が考えられた．
そこで我々は，数ある肝疾患の中でも特に多くの研
究がなされている非アルコール性脂肪肝炎 
(Non-alcoholilc steatohepatitis; NASH) の発症に腸管
から吸収されたコハク酸が及ぼす影響を検討する
ために，NASHマウスモデルへの 200 mMコハク酸
水溶液の飲水投与を行った． 
 その結果，水道水を投与した対照群と比較して，
コハク酸の飲水投与開始直後から著しい体重減少
が認められた (図 4A)．さらには，投与開始から 2
週間目以降においてマウスの死亡が認められ，最終
的には飼育を行った 7週目までの間に 5匹中 3匹の
マウスの死亡が認められた (図 4B)．この試験に関
しては，今後飲水投与するコハク酸濃度を下げて再
現性を確かめる試験を行う必要があるが，今回得ら
れた結果から，腸管から吸収されたコハク酸が肝星
細胞の活性化を介して重篤な肝疾患の悪化を引き
起こす可能性が示唆された． 
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図 4: コハク酸の飲水投与が NASHマウスモデルに及ぼす影響 
(A) マウスの体重変化を折れ線グラフで示した．水道水を投与し
た対象群  (Control) を白，200 mM のコハク酸飲水投与群 
(Succinate) を黒でプロットした．各群 5 匹のマウスの体重の平
均値としてプロットし，標準偏差をもとにエラーバーを記した．
2群間の有意差は各タイムポイントにてスチューデントの t検定
を行い，***P < 0.0005で 2群間に有意差を示した． 
(B) 各群 5匹のマウスの生存率を百分率で示した．水道水を投与
した対象群  (Control) を白，200 mM のコハク酸飲水投与群 
(Succinate) を赤で示した． 
 
4 結論と展望 
 本研究の成果として，肥満や腸炎などのバランス
が乱れた腸内細菌叢から多量に産生されることで
知られるコハク酸は，肝星細胞に発現するコハク酸
受容体の GPR91 を介して肝星細胞を活性化するこ
とで肝疾患の発症や増悪に寄与するという新たな
可能性を見出した．そしてこれらの研究成果は，将
来的には食事やプロバイオティクス投与により腸
内細菌叢を変化させることで，腸内細菌叢を標的と
した薬非依存的な肝疾患の予防及び治療戦略とし
て次世代医療に大きく貢献する可能性が期待され
る．さらには腸内細菌叢のコハク酸産生量を測定す
ることが，肝疾患発症リスクを評価するための指標
として用いることができる可能性や，腸内細菌叢を
介した新たな肝疾患発症メカニズムの解明により，
新規分子標的薬の開発に繋がる可能性も期待され



る． 
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非小細胞肺がんの上皮間葉転換 (EMT) における代謝解析 
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1 はじめに 
1.1 がんと代謝 
 がん細胞では，正常組織とは異なる異常な低酸素，
低 pH 及び低グルコースといった過酷な環境で生
存・増殖するため，特異的な代謝を有することが知
られている．近年，質量分析機器が発達し，細胞内
代謝物質の網羅的かつ定量的な測定が可能となり，
がん特異的な代謝の解明及び，その代謝機構を標的
とした抗がん剤の開発が進められている．例えば，
L-アスパラギナーゼは急性白血病と悪性リンパ腫
内のアスパラギンを枯渇させることで，抗腫瘍効果
を発揮する抗がん剤 (ロイナーゼ®) として臨床応
用されている． 
  
1.2 上皮間葉転換とがんの代謝 
 上 皮 間 葉 転 換 (Epithelial-Mesenchymal 

Transition；EMT) とは上皮細胞が間葉系細胞に分化
転換する現象である．EMT は胚発生において原陥
入や組織・器官形成に重要である一方で，がんにお
いては，転移に必要な運動・浸潤能の亢進，抗がん
剤耐性及び幹細胞性の獲得など，がんの悪性化に寄
与することが報告されている[1]．治療技術が発達し
た現代においても，抗がん剤耐性の獲得，遠隔転移
および再発が，予後に関わる重大な問題であるため，
この EMT を標的とした治療薬の開発が求められて
いる．一方で，最近，EMT におけるがんの代謝変
化が注目されている．2014 年にはピリミジン代謝
における代謝酵素の一つであるジヒドロピリミジ
ン デ ヒ ロ ド ゲ ナ ー ゼ (Dihydropyrimidine 
dehydrogenase；DPYD) の発現が，がんの EMTにお
いて重要であることが著名な学術雑誌 Cell にて報
告された[2]．しかしながら，EMT の網羅的な代謝
解析は行われておらず，その詳細な機構については
不明な点が多い． 
 
1.3 研究目的 
 上記の背景を踏まえ，本研究では，キャピラリー
電 気 泳 動 -飛 行 時 間 型 質 量 分 析 計 (Capillary 
Electrophoresis-Time-Of-Flight Mass Spectrometry；
CE-TOFMS) を用いたメタボローム解析を行い，肺
がん細胞における EMTの代謝特性を解明し，治療
標的となりうる代謝経路を同定する. 
 

2 対象と手法 
2.1 試薬と細胞培養 
 実験には，ヒト肺がん細胞 A549 及び HCC827
（American Type Culture Collectionより購入）を用い
た．各細胞は 10% FBS, 1%の抗生物質  (Nacalai 
Tesque) を含む RPMI1640培地（Wako）にて，37�，
CO2 5%の条件で培養を行った．今回は，EMTを誘
導するタンパク質であるトランスフォーミング増
殖因子-β (Transforming Growth Factor-β；TGF-β，R&D 
systems) を使用した． 
 
2.2 Real-Time qPCR 
 TGF-β 刺激によって EMT が誘導されるかを確認
するために，Real-Time PCRを用いて EMTマーカー
遺伝子の発現量を調べた．6 well プレートに細胞を
1×105 cells/wellで播種し，24時間前培養を行った．
培地交換後，TGF-βを 5 ng/mLとなるように添加し，
24，48及び 72時間培養した．その後，リン酸緩衝
生理食塩水 (PBS) で 1 回洗浄し，TRIzol reagent
（Life technologies）を用いて mRNA を抽出した．
cDNA の合成は，RT-PCR 用 cDNA 合成キット
(ReverTra Ace α；TOYOBO) のプロトコールに従っ
て行った．Real-time PCRは，SYBR Premix Ex Taq II 
(TaKaRa) のプロトコールに従って行った．ハウス
キーピング遺伝子は RPL27を用い，ΔΔCT法で解析
した．  
 
2.3 トランスウェル遊走アッセイ 
 TGF-β刺激した A549細胞で，運動能が亢進して
いるか，トランスウェル遊走アッセイを用いて評価
した．A549 細胞を TGF-β 2 ng/mLで 2週間刺激す
ることで EMTを誘導した．細胞をシャーレからト
リプシンで剥離し，無血清培地にて再懸濁した．細
胞を 0.5×105 cells/100 uL/wellとなるように希釈し，
upper chamber に入れた．lower chamber には 10% 
FBS 含有培地を入れることで細胞を遊走させた．
遊走開始から 4時間後に細胞を固定し，ディフ・ク
イック染色キット (Sysmex) にて細胞を染色後し
た．トランスウェルのメンブレンの lower chamber
側移動してきた細胞数を計測した． 
 
2.4 細胞生存率アッセイ 
 TGF-β刺激した HCC827細胞で，抗がん剤耐性が



獲得されているか，MTT アッセイを用いて評価し
た．細胞を，3×103 cells/well で 96  wellプレートに
播種し，RPMI 培地にて 24 時間培養を行った後，
抗がん剤 Erlotinibを添加した．72 時間培養した後，
MTT 溶液 (2 mg/mL) を入れてさらに 3 時間培養
した．その後，培地を除去し 100 µLのジメチルスル
ホキシド (Dimethyl sulfoxide；DMSO) で細胞を溶
解し，マイクロプレートリーダーで 570nmの吸光度
を測定することにより細胞生存率を調べた．また実
験は条件毎に N = 4で行った． 
 
2.5 メタボローム解析 
 EMT を誘導した細胞における代謝変化を調べる
ために，細胞内の代謝物濃度を CE-TOFMS で測定
を行った．A549 細胞を 6 well プレートに 3×105 
cells/well で播種し，24 時間前培養した．培地交換
後，TGF-βを 5 ng/mLとなるように添加し，24，48
及び 72時間培養することで EMTを誘導した (各条
件 N = 4)．5%マンニトールで細胞を洗浄し，25 µM
濃度補正標準物質  (IS；L-methionine sulfone，
2-monopholinoethanesulfornic acid ， 及 び
camphor-10-sulfonic acid) を含むメタノールを 600 
µL/well で添加・回収した．液層抽出及び限外ろ過
を行った後，ろ液を 40�で 4時間，遠心乾固させ，
25 µLの Milli-Q水により溶解した． CE-TOFMSを
用いて細胞内に含まれる代謝物の濃度を測定した
[3]．Master Hands V2.17.0.8を用いて物質質量電荷比
及び泳動時間を元に物質の同定及び各代謝物濃度
の計算を行った[4]．代謝物の濃度は，1細胞あたり
の代謝物質量 (fmol/cell)で算出した． 
 
2.6 統計解析  
 統計解析は Microsoft Office Excel 2016，MeV 
version 4.9，JMP version12.0.1及び Rを用いた．2群
間の有意差検定には Student の t 検定を用いた．P 
value <0.05 (または，FDR <0.05) を有意とした．デ
ータは平均値±標準偏差で示した．メタボロームデ
ータの主成分分析では，欠損値が 50%以上の代謝物
は解析から除き，残った代謝物について解析を行っ
た．各代謝物群に関与する代謝経路は  Metacore
（Thomson Reuters）を用いて解析を行った． 
 
3 結果 
3.1 TGF-β刺激による EMTの誘導効果 
 はじめに，A549細胞において TGF-β刺激で EMT
が誘導されるか，細胞形態と EMT マーカー遺伝子
の発現量で評価した．無刺激の A549細胞の形態が
円形であるのに対して，TGF-β刺激した細胞は細長
い形態に変化した (図 1A)．Image Jを用いて真円度
を示す値（Circularity）を定量化したところ，無刺
激の細胞は真円：1 に近い値であるのに対して，
TGF-β 刺激した細胞は，Circularity が低下したこと
(0.6~0.4) から，目視での結果と同様に，EMT に特

徴的な細胞形態の変化が確認された．次に，多角的
に EMT が誘導されているか確認するため，上皮系
及び間葉系細胞マーカー遺伝子の発現量を
Real-time PCR 法で調べた．その結果，無刺激の細
胞と比べて，TGF-βで刺激した A549細胞は上皮細
胞マーカーである E-Cadherin (CDH1) の発現量が
低下し，逆に間葉系細胞マーカーである N-Cadherin 
(CDH2) と Fibronectin (FN1) の発現量が増加した．
さらに，がん細胞の浸潤に関与する Matrix 
metalloproteinase (MMP)2及び MMP9の発現量も増
加した (図 1B)．これらの結果から，A549 細胞で
TGF-β刺激よる EMTの誘導が実証された． 
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図 1. TGF-β刺激によるA549細胞の形態変化及びEMTマーカー
遺伝子の発現量の比較． 
(A) A549細胞の顕微鏡写真．上段が無刺激 (Unstimulated)，下段
が TGF-β 5 ng/mL で 24 時間刺激したの細胞．細胞の真円度
(Circularity)は Image Jを用いて定量化を行った (１が真円)．１条
件につき，N = 3．1 wellあたり 30細胞(全 90細胞)について測定
した．真円度の平均±標準偏差で表記．有意差検定は 
Student の t 検定を行った．* P value < 0.05． (B) E-Cadherin 
(CDH1) ，  N-Cadherin (CDH2) ， Fibronectin1 (FN1), Matrix 
metalloproteinase 2 (MMP2) 及 び Matrix metalloproteinase 9
（MMP9）の遺伝子発現量．各群は灰色：無刺激，黒色：TGF-β
刺激を示す．縦軸は，24 時間の無刺激群を 1 とした時の各群の
相対値の平均を示し，横軸は TGF-β を添加してからの時間を表
記．  
 
3.2 EMTによる運動能の亢進及び抗がん剤耐性の賦与 
 EMT は，転移に重要な運動能及び抗がん剤耐性
といったがんの悪性度を亢進させることが報告さ
れている[5]．そこで，TGF-βで誘導した EMTが運
動能及び抗がん剤耐性を亢進するか調べた．運動能
の解析はA549細胞，抗がん剤耐性の解析はHCC827
細胞を用いて検討した．TGF-β 刺激して EMT を誘
導した A549細胞 (Mesenchymal) と，刺激していな



い A549細胞 (Epithelial) の運動能の比較を行った．
その結果，A549/Mesenchymal の運動能が有意に亢
進していた (図 2A)．次に，TGF-βで EMTを誘導し
た HCC827 細胞 (Mesenchymal) と刺激していない
HCC827 細胞  (Epithelial) で抗がん剤である
Erlotinibに対する感受性について調べた．その結果，
HCC827/Mesenchymalは Erlotinibに対する感受性が
低下しており，Erlotinibに対する耐性を獲得してい
ることがわかった (図 2B)．これらの結果から，
TGF-β刺激による EMTは，肺がん細胞の悪性度亢
進に寄与していることが実証された． 
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図 2. TGF-β刺激による運動能及び Erlotinib感受性の変化． 
無刺激の肺がん細胞 (Epithelial) と TGF-β で刺激した肺がん細
胞 (Mesecnhymal) の運動能及びErlotinib感受性の比較．(A) A549
細胞の運動能比較．メンブレンの lower chamber側に移動してき
た細胞の顕微鏡写真．棒グラフは１視野あたりに移動してきた
細胞数の平均±標準偏差を表記 (N = 3)． 有意差検定は Student
の t検定を行った．* P value < 0.05．(B) HCC827細胞の Erlotinib
感受性比較．縦軸は細胞生存率を，横軸は Erlotinib濃度を示す．
各条件での平均±標準偏差を表記 (N=4)． 
 
3.3 TGF-β刺激による細胞内の代謝変化 
 これまでの検討で，肺がん細胞において，
TGF-βが EMTを誘導することが確認できた．そ
こで，EMTによる代謝変化を検討するため，TGF-β
で刺激した A549 細胞内の代謝物濃度を，
CE-TOFMS を用いて測定した．193 代謝物質の同
定・定量することができた．全体的な代謝プロファ
イルの違いを可視化するために主成分分析を行っ
た結果，第 2主成分において無刺激群と TGF-β刺激
群に違いが認められた (図 3A)．次に，無刺激群と
比較して TGF-β刺激群で有意 (FDR < 0.05) に変化
した代謝物を抽出した  (図 3B)．57 代謝物質が
TGF-β刺激に伴い，有意に変化しており，これらの
代謝物は TGF-β 処理後の時間経過に伴って変化し
ていた．また，有意に変化した代謝物について，
Metacore を用いてパスウェイエンリッチメント解
析を行った (図 3C 及び 3D)．その結果，アスパラ
ギン酸-アスパラギン代謝，尿素回路，プロリン代
謝，CTP/UTP代謝及びグルタミン酸-グルタミン代
謝が顕著に変化していた． 
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図 3. TGF-β刺激による A549細胞内の代謝変化． 
(A) 主成分分析のスコアプロット及びローディングプロット．黒
色が無刺激, 赤色 (白抜き) が TGF-β 刺激した細胞を示す．● :  
24h，▲ : 48h，■ : 72h．(B) TGF-β刺激で有意 (FDR < 0.05) に変
化した代謝物をヒートマップで示す．各代謝物の濃度を TGF-β
刺激/無刺激の比を色の濃淡で示した．横軸は各代謝物名を示し，
ピアソンの相関係数でクラスタリングを行った．縦軸は TGF-β
処理後の時間を示し，１条件につき N=4 を示す．(C-D) パスウ
ェイエンリッチメント解析．縦軸が代謝経路，横軸が FDRの対
数値を示す．Metacore を用いて，減少した代謝物を含む代謝経
路 (C) 及び，増加した代謝物を含む代謝経路 (D) を推定した． 
 
3.4 EMT によるグルタミン (Gln) 代謝経路の亢進 
 TGF-β 刺激によって変化している代謝経路の中
で，我々は Gln代謝に着目した．TGF-β刺激した細
胞では，Gln濃度が減少し，逆にグルタミン酸 (Glu) 
濃度が増加していた (図 4)．そこで，Gln から Glu
への代謝亢進が予想され，その反応を触媒する代謝
酵素グルタミナーゼ１ (GLS1) の発現量を調べた．
その結果，TGF-β刺激によって GLS1の発現量が増
加していた．これらのことから，TGF-β刺激による
EMT では GLS１の発現が亢進し，グルタミン代謝
が亢進していることが示唆された． 
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図 4. TGF-β刺激による細胞内のグルタミン代謝の変化． 
無刺激 (Unstimulated) 及び TGF-β刺激 (TGF-β) した A549細胞
におけるグルタミン (Gln)，グルタミン酸 (Glu)，アスパラギン
酸  (Asp) の細胞内濃度  (fmol/cell) 及び，グルタミナーゼ 
(GLS1) の mRNAの発現量．Studentの t検定を行った．** P value 
< 0.01． 
 
4 考察と展望 
 本研究では，肺がん細胞株においてTGF-βはEMT
を誘導し，細胞の運動能や抗がん剤耐性を賦与する
ことを実証した．CE-TOFMSを用いた網羅的な代謝
解析では，TGF-βによって変化する代謝経路を複数
同定した．とくに，グルタミン代謝経路に関わる
Gln，Glu 及び Asp の細胞内濃度が有意に変化して
おり，その変化は GLS1の発現量増加に起因してい
ることが示唆された． 
 細胞内に取り込まれた Glnは，GLS1によって Glu
に変換後，α-KG に変換され，トリカルボン酸
(Tricarboxylic Acid；TCA) 回路の中間代謝物として
取り込まれることが知られている．TCA回路では，
増殖・生存に必要なエネルギー分子 (ATP) の産生
を担うことから，Glnはエネルギーの供給源として
重要であることが報告されている (グルタミノリ
シス)[6]．また，Glu は，抗酸化物質である還元型
グルタチオン (GSH) の合成にも使われる．合成さ
れた GSH は，細胞内の活性酸素を除去し，がんの
生存・転移に貢献する[7]．また，GLS1は動物実験
で，腫瘍形成や転移を亢進することが報告されてい
る[8]．これらの知見から，TGF-βによる EMTでは
GLS1 の発現亢進が，グルタミン代謝を亢進し，さ
らにはがんの転移，生存及び増殖に貢献しているこ
とが考えられる．今後，肺がん細胞において，GLS1
がエネルギー産生及び酸化還元バランスに関与す
るか，EMTの表現型 (運動能の亢進及び抗がん剤耐
性の賦与) に関与するか検討を行う．また，(グルタ
ミン酸代謝以外の) 今回見出した代謝経路につい
ても EMT の表現型に貢献するか検討を行う予定で
ある． 
 本研究は，TGF-β誘導性の EMTに関与する代謝
経路を見出し，EMT の代謝を標的としたがん治療

の開発に貢献できる可能性がある． 
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